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議 事 日 程 （第３号） 

 

                            平成２７年６月９日（火曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 
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    ７ 番 櫻田貴久議員 

      １．観光行政について 

      ２．人口減少時代にともなう本市の取り組みについて 

      ３．投票率の向上に向けた本市の取り組みについて 

    １ 番 藤村由美子議員 

      １．那須塩原駅前の都市計画と公共交通整備について 

      ２．子育て支援の施策について 

    ２０番 山本はるひ議員 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 佐 藤 一 則 議員 

○議長（中村芳隆議員） 初めに、５番、佐藤一則

議員。 

○５番（佐藤一則議員） 皆様、おはようございま

す。 

  議席番号５番、ＴＥＡＭ那須塩原、佐藤一則で

す。通告書に従い、市政一般質問を行います。 

  １、消防団について。 

  かつての村社会では、農業や漁業のような第一

次産業に従事している人が多く、生活サイクルに

大きな違いはありませんでした。消防団員個々の

居場所は互いに熟知しており、災害発生という緊

急時にも一致した行動を起こすことは難しいこと

ではありませんでした。しかし、今日の消防団員

は農業や漁業の専業者は少なく、他産業に従事し

ているケースが多数を占めています。そのため、

日中はもとより夜間においても、消防団員が決め

られた時間に全員集合することは不可能に近いの

が実情です。そのため、連絡網の整備さらには雇

用主の消防団活動に対する理解を求める働きが必

要となっています。 

  現在の消防団員は、消防団員としての顔と職場

の顔という２つの顔を持っています。消防団活動

は、災害という非常事態への対応が求められます

が、職場が遠隔地であったり、職務上その場を離

れられなかったりで、消防団員と仕事を両立させ

ることはかなり難しいといえます。消防団活動に

意義を見出してはいるものの、入団に踏み切れな

い人は少なくないと感じております。 

  消防団活動は、火災の鎮火が確認されると、消

火活動の主力である常備消防は、所属する消防本

部や分署に撤収します。被災者にとっては後始末

は大変な時間と労力を要する仕事です。その際、

重要な役割を果たすのが地元の消防団です。消防

団は、その名が示すように消火活動に従事する組

織ですが、行方不明者、遭難者の捜索や救助活動、

風水害時の堤防警戒等、多岐にわたっています。

消防団員数は、消防団発足の翌年の昭和24年に約

208万3,000人、現在は約６割も減少し、90万人を

割り込んでいますので、次の点についてお伺いし

ます。 

  ⑴本市消防団員の定数と推移についてお伺いし

ます。 

  ⑵団員手当と費用弁償についてお伺いします。 

  ⑶消防団の装備とその数についてお伺いします。 

  ⑷本市には、現在、黒磯、西那須野、塩原の３

消防団がありますが、今後、那須塩原市消防団と

して一つの消防団にする考えがあるかお伺いをい
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たします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 佐藤議員の質問に順次お答

えいたします。 

  まず、本市消防団の定数と推移でございますが、

消防団の定員は那須塩原市消防団の定員、任免、

給与、服務等に関する条例において規定しており、

黒磯消防団730人、西那須野消防団355人、塩原消

防団350人の計1,435名となっております。これら

の推移につきましては、合併時、平成17年４月で

ございますが、これにつきましては定員1,435人

のところ1,337名、98名、合併の当時減少でござ

いました。今日では、この定員1,435人のところ、

現在ことしの４月現在では1,265名ということで、

減少は定員から見ると170名ということになって

おります。 

  市としては、この団員確保の取り組みを行って

おりますが、今後においても先進的な事例等を調

査研究するとともに、消防団幹部の意見交換を行

い、さらなる団員の確保に向けた取り組みを行い

たいと考えております。この中で減少が比較的少

ない塩原消防団、これにつきましては特に市の職

員の入団等が活発に行われておりまして、第一次

産業とは別の形態にもかかわらず数がそんなに減

っていないと、こういう状況には敬意を表してお

ります。 

  次に、⑵の団員手当と費用弁償についてですが、

定員と同様に、条例においてその職ごとに年間の

報酬額を規定しており、例えば通常の団員は３万

3,000円これ年間、団長は18万8,000円を支給して

おります。手当につきましては、火災等出場１回

当たり1,400円、訓練１回当たり1,300円を支給し

ております。費用弁償につきましては、公務のた

めの旅行に要する費用として旅費を別途支給して

おります。これらの報酬等は合併時において見直

しを行い、平成17年から佐藤議員団長当時と変わ

りない、そういう手当の金額となっております。 

  また、⑶の消防団の装備とその数についてです

が、消防団の装備としましては、活動単位となる

各部にポンプ車や小型ポンプ積載車等の車両を配

備し、車両には消火活動に必要となる受令機やホ

ース等を装備しております。また、団員一人一人

へ服装や活動服等の被服類を貸与しておりますが、

消火活動に使用する防火服、ヘルメットにつきま

しては、消防団によって配備している数に違いが

ありますが、火災現場等での活動における必要数

は満たされているものと考えております。 

  ⑷の本市には、現在、黒磯、西那須野、塩原３

消防団がありますが、今後、那須塩原市消防団と

して一つの消防団にする考えについてであります。 

  平成17年１月の合併時において消防団の統合が

進まなかった主な理由としては、新市を管轄する

消防組合本部が２つ存在し、指揮命令系統が別で

あることが挙げられておりました。 

  こうした中、本年10月１日の黒磯那須消防組合

と大田原地区広域消防組合との統合による広域化

によりまして、指揮命令系統が一つになることも

あり、消防団の統合について３消防団の幹部で構

成する那須塩原市連合消防団幹部会において協議

を重ねてまいりました。その結果、本年３月に開

催した幹部会において統合の意思決定が図られま

した。今後開催する幹部会において具体的な調整

項目の協議を進めながら、統合に向けて一歩を踏

み出したところでございます。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） ただいま最初の答弁をい
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ただき、ありがとうございます。 

  それでは、順次１番から再質問をさせていただ

きます。 

  ただいま団員数の答弁がありましたが、これら

につきまして機能別消防団員について、現在どの

ぐらいいるのか、また、それの団員数はただいま

の答弁の中に含まれているのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 機能別消防団というふう

なことでございますけれども、先ほど市長が答弁

されました数字の中には入っているというふうな

ことになっております。実際の数でありますけれ

ども、全体で49名というふうなことになっており

まして、これは平成27年４月１日現在の数であり

ますけれども、内訳としますと、黒磯で15名、そ

れから塩原消防団のほうで34名というふうなこと

になっております。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） その辺につきましては理

解したところでございます。 

  団員数が年々減少しておりまして、充足率ただ

いま約88％という現状を踏まえまして、団員確保

にこれまでどのように取り組んでこられたのか、

また、今後の具体的な取り組みについてお伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 団員確保につきましては、

本当に消防団員の方々に大変お世話になっている

ところでありまして、実質的には団員の方々がそ

の地区の若い方がいらっしゃれば、そういったと

ころに訪問されて勧誘をしてきたというふうなこ

とになっております。また、いろいろな機会を捉

えまして、例えば市の広報誌に記事を掲載し、あ

るいは今年度も消防まつりがございますが、そん

なときにも消防団の活動等をＰＲしながら、勧誘

についてＰＲ等を行っているところでございます。 

  今後でありますけれども、全国的に見ますと、

いろいろな取り組みが現在とられているわけであ

りまして、例えば消防団員になりますと、その地

元の商店街に若干のプレミアムがつくであるとか、

いろいろな取り組みがされているわけであります

ので、そういったところを今後調査研究しまして、

なおかつ消防団あるいは常備消防の方々ともよく

相談しながら、どういうふうな方法がいいか検討

していきたいというふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） わかりました。当然行政

サイドだけでは、一発的な問題の解消にはならな

いと思います。これは全国的な傾向であると思い

ますので、有事の際に支障のないような形で、こ

れからも団員確保のほうにご尽力いただければと

思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、⑵の団員手当と費用弁償について

の再質問を行います。 

  国は、消防団１人当たり年額報酬３万6,500円、

１回の出場当たり7,000円の手当を支払うとして、

自治体に渡す地方交付税の額を算定しています。

ただ、これについては、実際には支給額は自治体

の条例で定めているかと思います。その算定基準

との差をどのように考えているのかお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） この報酬額というふうな

ことで、先ほど市長のほうからも答弁ありました

ように、合併時に見直しをしたというようなこと

で現在の額になっているわけですが、確かに国の

ほうからそういうふうな内容の通知は流れている
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ところでございまして、その見直しにつきまして

は、先ほどこれも市長のほうから答弁がありまし

たように、現在３消防団の統合、これを一歩踏み

出したというふうなことでございますので、それ

とあわせまして今後検討していきたいというふう

に考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 当然報酬が幾らとか、出

場手当が幾らかということで団員は入ってはいな

いと思いますが、その辺も一つの励みになる要因

ではあると思いますので、その辺も今答弁のあっ

たとおりに、一緒に検討していただければと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  同じく項目で出場手当と訓練手当については、

それは各部で当然訓練の回数等ばらつきがあると

は思いますが、それにつきまして出場並びに訓練

報告書が出されると思いますが、それにつきまし

ては、そのとおりに支給されているのかどうかお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 出場手当それから訓練手

当、そのとおり支給されているのかというふうな

ご質問かと思います。 

  基本的にはそのとおりというふうなことになっ

ておりまして、予算的には３消防団合わせますと、

１年度当たり大体9,000万円強の予算というふう

なことになっております。その予算の中で手当の

ほうは支給をさせていただいているというふうな

状況になっております。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 当然のごとく予算の中で

ということでございますが、訓練手当につきまし

ては、その訓練要綱ですか、そちらに従って訓練

はされていると思います。また、操法競技大会、

全国大会があるときは、そんなときは数的には違

ってくると思います。しかしながら、災害につい

ては当初読めないわけでございますので、当然出

場されたときには、予算がなくなったから支給を

しないということではなくて、阿久津市長、かな

りお金をためていただいたので、そのときはぜひ

補正を組んででも出していただければと思います

ので、どうぞその辺もよろしくお願いいたします。 

  続きまして、装備について、その配備されてい

る必要数をどのようにして決定なされているのか、

また配備されたものの状況をどのように把握をし

ているのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 消防団の装備というふう

なことでございますけれども、まずもって必要な

ものは消防ポンプあるいは小型ポンプ積載車等と

いうふうなことになるわけですが、そのほか細か

いものでいきますと、先ほども市長のほうからも

答弁ありましたとおり、受令機であるとか、ある

いは消火用のホースであるとか消火器、そういっ

たものも装備としては必要になる。それから、今

度は実際に団員の方が着るあるいは持ってという

ふうな装備類というようなことになるかと思いま

すが、そうなりますと、やはり制服あるいはヘル

メット等、そういったものも装備のうちに含まれ

るというふうなことになります。それをどういう

ふうな形で管理しているのかというふうなことか

と思います。 

  それにつきましては、もちろん自動車類と機械

類等については、それぞれ団のほうできっちり管

理をしていただいているというふうに思っている

ところでありますが、細々とした装備品につきま

しても、やはりこれについては必要に応じて団の

ほうから要請があれば配備すると、更新するとい



－52－ 

うふうな考え方で行っております。 

  ただ、３つの消防団の中で若干のやり方の違い

がございますので、これにつきましても消防団の

統合に向けた中で調整をしていきたいというふう

には考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 服装や車両、機械等につ

いては通常点検で点検はされていると思いますが、

そのほかに体を守るために支給されている耐火服

とかヘルメットについては、期限があると思うん

です、使用期限。それについての把握というのは、

どのような形でなされているのかお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 例えば現場に行くときに

かぶっていただきますヘルメットについては、メ

ーカーによって若干違うところがあるんですが、

推奨耐用年数として５年というふうに言われてい

るものが多いというふうに聞いております。 

  ただ、その推奨耐用年数でありますので、直ち

にというふうなことで現在は取り扱っては、対応

しているわけではありませんが、先ほど申し上げ

ましたように、団のほうから申し出があって、そ

ういった場合にはもちろん取りかえると。それか

ら、西那須野あるいは塩原消防団については、も

う年に必ず１個は支給するとかというふうな方法

で現在は対応しているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 当然火災現場等での活動

するに当たっては、身体を守るのに当然防具は欠

かせないということでございますので、その辺に

つきましても、適合したものの100％支給という

ことで、なおかつそれが適合しているかどうか、

しっかりとした管理をよろしくお願い申し上げま

す。 

  続きまして、⑷です。黒磯、西那須野、塩原の

３消防団の統合に向けて進んでいるということで

ございますが、それらにつきまして今後のスケジ

ュール等について、わかっている範囲でお伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） これにつきましても、前

回の幹部会議の中で統合を目指していきましょう

というふうなことが決まりまして、じゃ、どの程

度でというふうなところでありますけれども、２

年後をめどにやっていこうじゃないかというふう

な話となっております。といいますのは、やはり

現在の団長の皆さんの任期が２年というふうなこ

とになっておりますので、やはりその任期の中で

決着、整理をしていこうというふうな考え方にな

ってございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） そうですね、現在１つの

市に３つの消防団があるというのは、全国的にも

まれだと思いますので、今後１つになりまして、

その消防力また機動性が失われないような形で統

合に向けての準備ですか、そのような形でやって

いただければと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  以上で１番の消防についての質問を終了いたし

まして、次の質問に入ります。 

  ２、有害鳥獣について。 

  近年、野生鳥獣の個体数の増加によって、農林

水産業を巡る鳥獣被害が深刻化・広域化していま

す。これまで主に鳥獣の生息域に近い中山間地域

で発生していましたが、最近では、市街地にまで

被害が拡大してきています。昨今の鳥獣被害金額

は全国で約200億円に上り、営農意欲を減退させ
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る大きな要因となり、また耕作放棄地の拡大にも

つながるなど、被害金額だけでははかり知れない

悪影響が懸念されています。その被害が広域化・

拡大化していることが大きな問題であり、その背

景としては、かつて狩猟による個体数の調整があ

ったものの、現在、狩猟は免許制であり、また狩

猟や猟法などにも厳しい規制があるため、狩猟人

口が減少し、狩猟者も高齢化しています。また、

気候変動の影響で少雪化、暖冬傾向にあるため、

生息適地が変動・拡大しています。そして、近年

の農山漁村の過疎化、高齢化の進展等による耕作

放棄地の増加といった人間の生活域の機能不全が

挙げられます。こうしたさまざまな要因から、平

野部さらには市街地に野生鳥獣が出没していると

見られますので、次の点についてお伺いいたしま

す。 

  ⑴本市の被害の地域特性についてお伺いします。 

  ⑵本市の被害額の推移についてお伺いします。 

  ⑶本市の被害対策の現状と課題についてお伺い

します。 

  ⑷緊急捕獲活動の内容についてお伺いいたしま

す。 

  以上、質問とします。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） それでは、２の有害

鳥獣について順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の本市の被害の地域特性についてで

ございますが、本市における獣害、獣類による農

作物の被害につきましては、主に高林地区、箒根

地区、塩原地区において、猿、鹿、イノシシ、熊

等による食害と、掘り起こしにより飼料用トウモ

ロコシや稲、野菜類への被害が発生しているとい

うことでございます。また、カモ、カラスなどの

鳥類による農作物被害につきましては、市内全域

に見られ、稲や野菜などへの被害が確認されてお

ります。 

  次に、⑵の本市の被害額の推移についてでござ

いますが、現地調査や聞き取りなどによる猿、鹿、

イノシシ、熊及びカラス等の被害額は、平成24年

度が約4,150万円、平成25年度が約4,160万円、平

成26年度が約6,720万円となっております。 

  次に、⑶の本市の被害対策の現状と課題につい

てでございますが、まず現状といたしましては、

那須塩原市鳥獣被害防止計画等に基づき、地元猟

友会に有害鳥獣捕獲業務を委託しております。ま

た、鳥獣対策巡視員によります捕獲あるいは追い

払い、さらにはモデル集落事業による地域一体と

なった獣害対策の検討実施、加えまして電気柵設

置の補助等によりまして、鳥獣被害の軽減、防止

対策に努めているところでございます。 

  また、課題といたしましては、野生獣の出没や

被害が拡大する中、後追い的な対策に終始せざる

を得ないという中で、今後については、地域、行

政、猟友会等の関係者の皆様方が一体となった抜

本的な対策といったものの検討が急務になってい

るということでございます。 

  最後に、⑷の緊急捕獲活動の内容についてでご

ざいますが、まず、市といたしましては、捕獲活

動強化のために鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業

の捕獲交付金によりまして支援を実施しておりま

す。また、国におきましては、鳥獣捕獲等の一層

の促進と担い手育成の観点から、鳥獣保護法の改

正によりまして認定鳥獣捕獲等事業者制度を導入

するなど、捕獲を前提に鳥獣の生息状況を適正化

するための対策が講じられたところでございます。 

  これを受けまして、今後は、捕獲等事業者とし

て民間法人が参入する機会が与えられたことから、

本県でも一般社団法人栃木県猟友会が県知事の認
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定を受けまして、捕獲活動を実施していくために

広域捕獲隊を編成するなどの動きが伝えられてい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） それでは、順次再質問を

していきます。 

  ⑴の獣類の被害については、主に高林地区、箒

根地区、塩原地区において発生しているというこ

とでございますが、ほかの地区に被害が及んでい

るのか、また、農作物以外にも被害があるのかど

うかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） ほかの地区での被害

あるいは農作物以外での被害というようなお尋ね

でございます。 

  まず、ほかの地区における獣類の被害というこ

とでございますが、こちらにつきましては、黒磯

地区の北部の小結地区というところで、数年前か

ら猿の群れというものが確認されておりまして、

そちらによる野菜等への被害というのが発生して

いるという状況でございます。 

  また、鍋掛地区におきましては、鹿による野菜

等への被害、そして今お話ししました小結地区に

おきましては、さらにイノシシによるデントコー

ンへの被害というものが散見しているというよう

な状況でございます。 

  また、小動物のハクビシンについては、市内の

各地区で野菜あるいは果樹等への被害を及ぼして

いるというような状況がございます。 

  次に、農作物以外ということでございますが、

１つあるのは、カワウによる川魚の食害というも

のが急増しているということでございます。こち

らは漁協等が放したアユ等の稚魚を食べてしまう

といったような被害でございます。 

  加えて、林業被害ということになりますと、鹿

の食害ということで杉やヒノキ等、それらの樹皮

あるいは植林したばかりの苗木あるいは若木とい

うんですか、そういうものを食べてしまうといっ

たような被害が発生しているということで、我々

としては把握しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 理解したところでござい

ます。 

  続きまして、２と３につきまして関連していま

すので、一括して再質問をさせていただきます。 

  那須塩原市鳥獣被害防止計画に基づきまして獣

害対策の実施、さらに電気柵設置等で被害の軽減、

防止対策に努めているにもかかわらず、野生獣の

出没や被害が拡大している現状を踏まえまして、

今後の具体的な対策についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 今後の取り組みの具

体策ということでございますが、まず、先ほども

答弁させていただきましたが、現状においても猟

友会による捕獲あるいは鳥獣対策巡視員モデル集

落事業、さらには電柵の設置等々、考えられる対

策というものを効果的に実施しているというとこ

ろではございますが、今後この鳥獣対策というも

のを進めていく上で重要になることは何かという

ことでございますが、こちらにつきましては、地

域、行政そして関係者の３者が一体となって、ま

ず地域の実情や課題を把握、分析するといった時

点からともに参画しまして、鳥獣管理士等の専門

家のアドバイスをいただきながら、勘に頼るんじ

ゃなくて科学的な根拠といったものに基づいた、

本当に効果的・効率的な要は対策を打っていくと



－55－ 

いうことが重要なのかなというふうに思っており

ます。 

  そのために今年度につきましては、鳥獣管理士

アドバイザーということで、各地区に派遣する予

算等もとっておりますので、今後は、被害の多い

地域におきましてこういうアドバイザーの派遣を

通して、実のある取り組みというものを実行して

いければというふうに考えているところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） その対策につきましては

理解したところでございます。 

  続きまして、⑷につきまして、緊急捕獲活動に

ついてさらに強化するには猟友会の役割が重要と

考えられますが、今後、本市とのかかわりをどの

ように考えているかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 猟友会とのかかわり、

市としてどのように考えているかということでご

ざいますが、まず捕獲を強化していくという中で

の基本的な考え方になりますが、捕獲作業という

ものは、銃やわなを使うということで専門性が高

い。加えて、地域の事情というものをよく知って

おいてもらわなくちゃならないといったことから、

考え方としては、市内の猟友会の皆様にお願いし

て、要は今後の有害鳥獣の適正管理に努めていく

ということが基本的な考え方になるのかなと、あ

くまでもやっぱり市内の猟友会の皆さんにお願い

していくということが大原則ということになるん

だと思います。 

  そういう中で、現在130名の猟友会の皆さん方

に捕獲活動をお願いしているという状況がござい

ます。そんな中で、その130名の皆様方の活動力

というものを今後はさらに有効に活用していくと

いうような観点から、今はややもするとなかなか

そういう実態にはなっていないんですが、市内の

猟友会の各支部間の連携というものをもう少し深

めていただいて、先ほどお話しした活動力という

んですか、そういうものをもう少しうまく使える

ようにできればいいのかなというふうに考えてい

るところでございます。 

  また、鳥獣被害防止特別措置法という法律に基

づいて鳥獣被害対策実施隊というものを設置する

ことができるようになっています。こういうもの

について特別の専従組織をつくるということにな

りますので、こういう組織をつくることが要は捕

獲活動をより集中的あるいは緊急的にできること

につながるのかなというふうに考えていることが

ございますので、実施隊の設置というものにつき

ましても、市内の猟友会の皆さん方とご相談しな

がら、どうにかそういうものを設置できるような

状況に持っていければというふうに考えていると

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） やはり猟友会とのかかわ

り、密接なものが大切だと思いますので、支部い

ろいろあるとは思いますが、その辺もしっかりと

連携をとりまして、効率的に被害の拡大防止に努

めていただければと思います。 

  続きまして、本市と国・県とのかかわりについ

てお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 国あるいは県とのか

かわりについてというお尋ねでございますが、ま

ず、県レベルの組織ということで、市が参画して

いる組織になりますが、こちらについては那須農

業振興事務所、県北環境森林事務所及び管内の市
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町、村はございませんで、市町で構成する鳥獣に

関する那須地方連絡会議というような会議がござ

います。この会議の場において、県からは国とあ

るいは県等の施策についての最新の情報提供をい

ただいているということがございます。また、こ

の会議の場では、県と関係市町の現状の報告ある

いは問題点についての意見交換、さらには被害防

止対策の協議等々を行っていますので、こういう

ものを通じて県との連携というものはしっかりと

図っているというようなことでございます。 

  また、市においてはということになりますが、

野生鳥獣被害対策協議会というものがございます

ので、こちらの場において専門家の指導、アドバ

イスといったものをいただきながら、獣害被害に

対する現状把握や課題の抽出、あるいはそれらを

踏まえた抜本的な対策の検討等を今後の中で行っ

てまいりたいというふうに考えております。また、

この協議会の皆様方を通じて、国・県の補助メニ

ュー等についても周知させていただき、それを地

元のほうに還元していただくといったようなこと

も考えているということでございます。 

  いずれにいたしましても、本市にとって有効性

のある対策というものを打っていく上では、国・

県との連携というものは不可欠でございますので、

従前にもまして国・県の連携というものについて

は強化してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 被害が増加傾向にある中、

種々の対策実施をしているということで、その辺

は了承いたしたところであります。今後も引き続

き、農家意欲の低下とならないような施策の実施

の取り組みについてよろしくお願いを申し上げま

して、この項の質問を終了させていただきます。 

  続きまして、３、教育について。 

  那須塩原市教育行政基本方針として、１、心の

ふれあいと生きがいをもたらす社会教育の充実、

２、豊かな心をもち、たくましく生きる力をはぐ

くむ学校教育の充実、３、地域に根ざした心豊か

な市民文化の創造と文化財の保護、４、健康で活

力に満ちた生活を目指す生涯スポーツの推進、５、

思いやりの心を育てる家庭教育の充実と青少年の

健全育成の５つの基本方針が示され、平成24年度

から後期基本計画がスタートしました。また「確

かな学力・体力」の向上、「社会力」の向上、

「豊かな心（感性）」の育成を３つの柱とした学

校教育の基本方針に基づき、教員の授業力向上を

目指して、なすしおばら学び創造プロジェクトと

して示されましたので、次の点についてお伺いし

ます。 

  ⑴５つの基本方針について具体的に取り組まれ

た主な事例についてお伺いします。 

  ⑵なすしおばら学び創造プロジェクトのＰＤＣ

Ａのサイクルをお伺いします。 

  ⑶ＰＤＣＡの活用方法の学校間の連携について

お伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、ご質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  初めに、⑴の五つの基本方針の具体的な取り組

みの事例についてお答え申し上げます。 

  １、心ふれあいと生きがいをもたらす社会教育

の充実につきましては、生涯にわたって、いつで

も、どこでも、誰でも、さまざまな学習活動が行

えるよう、平成25年10月から那須塩原市民大学を

開設しております。市内に在住・在勤・在学して
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いる方であればどなたでも受講ができまして、昨

年度は地域づくり学部、地域いきいき学部合わせ

まして延べ1,827人の方が参加をしたということ

であります。また、子どもから大人までの学びの

祭典としまして、なすしおばらまなび博覧会、こ

れを宇都宮共和大学那須キャンパスで開催をし、

市民の主体的な学習や活動を発表する機会の提供

と生涯学習の推進、これを図っているところであ

ります。 

  ２の豊かな心をもち、たくましく生きる力をは

ぐくむ学校教育の充実、これにつきましては、本

市の目指す子ども像を「楽しさいっぱい夢いっぱ

いふるさと大好き那須塩原っ子」と設定し、その

実現に向けて人づくり教育を推進しているところ

であります。 

  主要施策の小中一般教育におきましては、ご質

問にもありました３つの柱の向上育成に向けまし

て、授業力向上委員による師範授業の実施、ＡＬ

Ｔ常駐配置による英語教育の推進、積極的な児童

生徒指導、学習指導のためのｈｙｐｅｒ－ＱＵの

活用、学級活動や道徳教育、人権教育の改善充実、

相互交流を深める海外交流事業の一層の充実等に

努めてまいりました。 

  各学校でもそれぞれの特色を生かして取り組ん

でおりまして、中でも東原小学校が道徳と特別活

動の教育研究賞におきまして、文部科学大臣奨励

賞及び緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰を受

賞したことは、市教育委員会といたしましても大

変喜ばしいことであるというふうに思っておりま

す。また、ご質問の中にありましたなすしおばら

学び創造プロジェクト、これをこの４月からスタ

ートさせたところでございます。これは、間もな

く改訂となります次期学習指導要領を先取りをし、

子どもたちが大人になったときに必要となる力を

つけさせるために、学校現場と市教育委員会がチ

ームを組んで授業づくりをするというものでござ

います。 

  次に、３、地域に根ざした心豊かな市民文化の

創造と文化財の保護につきましては、市文化協会

を初めとする文化芸術団体への支援を行い、市民

文化の振興を図るとともに、新たな文化財の指定

と指定文化財の保護、これに努めておりまして、

那須塩原市の文化財という冊子を発刊いたしたと

ころであります。また、昨年度は新たに５件の文

化財の指定を行いまして、市内の指定文化財は

国・県指定を含めまして172件に上ります。 

  ４の健康で活力に満ちた生活を目指す生涯スポ

ーツの推進につきましては、那須塩原市体育協会

などの体育団体への支援や共催により、市民１人

１スポーツの推進を初め、那須塩原ハーフマラソ

ンを実施、平成26年度は県外から3,045人の参加

者がありました。誰もが気軽に参加し、ランナー

相互の親睦を図りながら市民の体力づくり、生涯

スポーツの振興を図っているところでございます。 

  ５番目の思いやりの心を育てる家庭教育の充実

と青少年の健全育成につきましては、毎年７月下

旬から８月上旬に洋上北海道学習を４泊５日で実

施をし、市内小学生６年生ですが、80人が参加を

しているものであります。例年そうですけれども、

ことしも募集人員80人に対しまして、参加希望者

が127名と大変多うございまして、大変人気のあ

る事業として定着をしているところであります。 

  次に、⑵のなすしおばら学び創造プロジェクト

のＰＤＣＡのサイクルについてお答え申し上げま

す。 

  このプロジェクトのＰＤＣＡサイクルは、日常

の授業を通して、いわゆる21世紀型能力の育成や

教師の授業力向上を目的としたシステムでござい

ます。 

  初めに、サイクルの計画となりますプランを研
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究授業の２カ月前に設定をします。先生方を幾つ

かのチームに分け、そこに指導主事も加わり検討

会を立ち上げると。その後、それぞれのチームで

単元構想案を作成してまいります。この単元と申

し上げますのは、数時間から数十時間までのまと

まりのある学習のワンパッケージと考えていただ

くといいんですが、この単元を通して児童生徒に

どんな力をつけるか、どんな学習活動を取り入れ

るかなど、チームごとに工夫改善を重ねます。あ

わせて、この検討会議で工夫改善している指導法

を毎日のそれぞれの先生方の授業にも取り入れ、

日々、指導力向上に生かすことも行います。この

期間を実行でありますドゥーというふうに捉えて

おります。 

  そして、市教育委員会の訪問、学校訪問当日、

サイクルの評価としてチェックですが、先生方と

指導主事がチームで作成しました単元計画をもと

に研究授業を行いまして、その日のうちに授業研

究会を実施します。これがこのサイクルの要とな

ろうかと思っております。 

  最後に、授業研究会で協議された振り返りの内

容を授業で活用し、毎日の授業改善につなげる、

これが改善となるアクトというふうに捉えている

ところであります。 

  本プロジェクトは、先生方の授業観を大きく転

換することを狙っております。チームで単元づく

りをする過程は、先生方の協働性を高め、学校の

チーム力向上にもつながることが大いに期待をさ

れているところでございます。 

  最後、⑶のＰＤＣＡの活用方法の学校間の連携

についてお答え申し上げます。 

  各学校で作成されました単元計画は、各学校の

共有財産として蓄積をし、単元づくり、授業づく

りに各学校で生かしていきます。さらに、８月に

導入を予定しておりますが、教職員ネットワーク

システム、これを活用しまして先生方の授業の様

子を映像化し、それを保存して、いつでも誰でも

先生方であれば閲覧参考できるようにし、授業づ

くりを応援していく、こんな予定もあります。 

  この学び創造プロジェクトは、次期学習指導要

領を視野に入れながら、小中一貫教育を軸とした

９年間における確かな学びを保障するために行う

ものでありまして、最初のご質問にもお答えいた

しました、さまざまな取り組みと緊密に関連をし

ております。本市の子どもたちが将来、社会の一

員として自己実現を図り、活躍できる力を見につ

けることを目指しまして、４年間をかけ市内全校

で推進してまいりたいと、このように考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  ⑴の豊かな心をもち、たくましく生きる力をは

ぐくむ学校教育の充実について取り組んだ結果、

東原小学校が、道徳と特別活動の教育研究賞では

文部科学大臣奨励賞、また緑化推進運動功労者内

閣総理大臣表彰を受賞したことは、その成果がす

ばらしい形であらわれ本当に喜ばしい限りでござ

います。 

  東原小学校以外の小学校の主な取り組みについ

てはどのようなことがあったかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、この東原小学校が

今回受賞しました道徳と特別活動の教育研究関係

の賞でございますが、これは平成26年度で31回を

迎える大変歴史のある賞でございまして、今回、

東原小学校が受賞したケースでいいますと、全国

から60編の力作というんですか、各その実践事例
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が提出されまして、一次、二次の審査を経まして、

最終審査では中央審査会の中で５編、５校ですね、

５つの実践の中に選ばれてその中の一番すばらし

い賞ということでありました。この審査に当たり

ましては、かつて文部科学省で教科調査官あるい

は視学官などをお務めになりました道徳あるいは

特別活動の分野でまさに日本のトップに当たる

方々が審査員になっていますので、本当にこの東

原小学校の実践はまさに全国レベルで評価に値す

るものというようなお墨つきをいただいたという

ことで大変うれしく思っております。 

  ただ、これも東原小学校、その学校のさまざま

な問題があって、それを先生方がどうやって解決

していけばいいかということからスタートし、し

かも６年間という長い実践を積み重ねてきてつく

り上げてきたものでありますので、これをそっく

りほかの学校がまねをするというのは、これはま

たある意味、意味がないわけでございます。この

東原小学校の研究冊子につきましては全校に配付

をいたしましたので、各学校で、今、東原小学校

のものを参考にしながら各学校で自校化をして、

それぞれの学校の課題に応じてこの特別活動の手

法を取り入れて、最終的には子どもたちが望まし

い人間関係を形成する、そして自由に意見を言い

合える、そういうようなクラスづくり、学習集団

づくり、これを各学校で現在目指しているところ

であります。これもひいてはなすしおばら学び創

造プロジェクト、これを進めていく上で根幹にな

る部分でありますので、これも同時にしっかりと

根づくようにしていきたいと、こう思っていると

ころであります。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） 本当に６年間の長きにわ

たった研究の成果があらわれまして、全国でもト

ップになったということは、本当に喜ばしいこと

でございます。そのほかの学校においても、それ

はもちろん学校独自の取り組みということで、そ

れをそのままそっくり取り入れることは無理だと

いうことでございますが、その取り組みの姿勢に

ついては何ら、このすばらしい取り組みを、また

そのすばらしい波及効果が広がっていくことを期

待しております。 

  続きまして、市の指定文化財についてなんです

けれども、昨年度新たに５件の指定を行ったとい

うことでございますが、この指定の方法と、その

保存の仕方についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、文化財の指定

と指定文化財の保全のお尋ねでございますが、ま

ず、文化財の指定に当たりましては、該当となる

ものにつきまして最初に文化財保護審議会のほう

に諮問をいたします。その中で各分野ですばらし

い識見を有する方々に協議をしていただきまして、

答申をいただきます。その答申を教育委員会に議

案としてかけまして、その後、指定をさせていた

だくというような手続をとっております。 

  また、指定文化財の保全につきましては、たく

さんの数があるわけでありますが、予算措置をし

まして、その保存が適切に行われるように教育委

員会といたしましても支援をしていくというよう

な状況にございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） それにつきましてはよく

理解したところであります。 

  市の中にも多数の文化財があるということで、

これらにつきましても市民の方にも広く見てもら

うような施策のほうについてもよろしくお願いい

たします。 

  続きまして、市民１人１スポーツという推進を
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行っているということでございますが、その推進

の方法についてどのように行っているのかお伺い

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 市民１人１スポーツの推

進のお尋ねでございますが、スポーツの推進につ

きましては、直接さまざまな競技団体がございま

すので、その団体が中心となって進めるもの、そ

れから私ども教育委員会が所管してスポーツイベ

ント等の活動を行うものとございます。今年度、

実はこの各競技団体が所属しております市の体育

協会の組織を充実させました。これまでは事務局

員１名だけということで、そのほとんどの業務に

つきましては行政に依存している部分があったわ

けですが、今年度から専任の事務局長を置きまし

て、独立してしっかりと体育協会としての運営を

していくという体制をとっております。これによ

りまして、今まで以上に各競技団体の活動が充実

していくものと、これに期待をしているところで

ございます。 

  また、スポーツに親しむ環境づくりということ

がとても大切だと考えておりまして、身近なとこ

ろでスポーツに親しめるということでスポーツ推

進員という方がいらっしゃいます。その方々が各

学校で行っている、ＰＴＡの行事等あるいは公民

館での活動等、そういったものに出前講座として

出ていっていただきまして、ニュースポーツ等を

中心とした身近なスポーツ活動、できるだけ多く

の人に参加をしてもらってスポーツを身近なもの

にすると、そういうような裾野を広げると、そん

な活動も進めているところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） その推進の仕方について

はよくわかりました。運動をすることによりまし

て健康の増進、ひいてはそれが医療費の削減につ

ながっていくんではないかと思いますので、今後

も普及にどうぞ努めていただけるようよろしくお

願い申し上げます。 

  続きまして、洋上北海道学習が人気の事業とい

うことでございますが、そのやった結果、どのよ

うな効果があらわれているのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは北海道洋上学習で

ございますが、洋上北海道学習ですが、４泊５日、

往復、船中泊がありますので実際には北海道でホ

テル等で２泊するわけですけれども、各学校から

これは全く自主的に応募がございます。ですので、

80人、８班の編成を行うわけですが、編成結団式

のときに初めて実は出会う子どもたちなんです。

その出会いからこの旅をする中で友情が深まった

り交流ができたり、新しい人間関係を築く力が育

ってきたりということで、昨年なんかは実は出発

直前までちょっとめそめそしていた子もいたんで

すけれども、帰ってきたときにはもう元気いっぱ

いで、たくさんの友達をつくって帰ってきたとい

うふうなことでありまして、これまでに経験でき

なかった北海道という大変広い自然の中でのさま

ざまな体験活動を通して、本当にこの５日間で驚

くぐらいたくましくなって帰ってきます。もちろ

ん日焼けもしているんですけれども、本当にたく

ましくなって帰ってきて、とても積極的な子ども

に変わってくる、成長している、これは保護者の

方々も恐らく実感なさっているんでないのかなと

いうふうに思っておりますので、引き続き充実し

た内容として実施をしていきたいと、こう考えて

います。 

○議長（中村芳隆議員） ５番、佐藤一則議員。 

○５番（佐藤一則議員） そのことによってすばら
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しい効果があらわれているということで、本当に

うれしく思っております。 

  ⑵と⑶につきましては理解したところでありま

す。なすしおばら学び創造プロジェクトのシステ

ムがいち早く熟成されまして、成果が上がること

を期待しております。 

  松下村塾から高杉晋作、久坂玄瑞、吉田稔麿、

入江九一やこれらの直門の高弟の衣鉢を受け継い

だ伊藤博文、山縣有朋と多くの著名な人材を輩出

したように、ぜひ大宮司塾からもあしたの強くて

優しい日本を担う人材の輩出を期待して、私の質

問を終了させていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、５番、佐藤一則

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 櫻 田 貴 久 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、７番、櫻田貴久議

員。 

○７番（櫻田貴久議員） 皆さん、こんにちは。 

  議席番号７番、ＴＥＡＭ那須塩原、櫻田貴久で

す。通告に従い、市政一般質問を行います。 

  １、観光行政について。 

  本市の観光客入れ込み数は、平成22年には

1,000万人を超えていましたが、東日本大震災等

の影響により平成23年度には812万人まで落ち込

みました。宿泊者数の推移についても同様の傾向

が見られましたが、平成25年度には観光客入れ込

み数が979万人、宿泊者数は96万人まで回復しま

したが、依然として苦戦が続いている状況です。 

  そこで、本市のさらなる観光の発展を期待し、

以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴４月に那須塩原市観光局が設置され、さらな

る観光の振興が期待されますが、改めて観光局の

役割と現状についてお伺いいたします。 

  ⑵本市の観光については、きっちりとしたビジ

ョンが策定され、それに向けての取り組みについ

ては非常に評価されるところでありますが、今年

度の取り組みについてお伺いします。 

  ①地域の特性を生かした事業や新規事業につい

てお伺いします。 

  ②今後のプロモーションの展望についてお伺い

します。 

  ⑶シティプロモーションと観光のかかわりにつ

いてお伺いします。 

  ⑷木下審議監が着任したことにより本市の観光

の魅力はどのように向上したのかお伺いします。

また、政策の達成率についてもお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 櫻田議員の質問に順次お答

えいたします。 

  観光行政についてでございますが、ご存じのよ

うに、観光の振興どんな手を使うか、これ非常に

難しい。本当に私も長い間苦労した一人でござい

ましたが、何とかこの形が今見えてきたと、多分

那須塩原市の観光行政についてはそういう状況に

あると思います。 
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  このような状況の中で、観光局は、長期的、継

続的な観光戦略の構築や戦略に基づく告知・宣伝、

観光地の品質管理をトータルコーディネートして、

本市観光をけん引していく役割を担っている組織

でございます。現在は、観光振興センターを拠点

に、首都圏を中心としたプロモーションや観光地

としての受け入れ態勢の整備、また３つの観光協

会や観光関連事業者と市との協議がより効果的に

機能するための仕組みづくりなどの活動に取り組

んでおります。 

  次に、地域の特性を生かした事業や新規事業に

ついてもお答えいたしますが、今後のプロモーシ

ョン展開についてもあわせてお答えしていきます。 

  泉質が豊富な温泉と美しい自然景観に恵まれた

塩原温泉あるいは効能が優れた温泉と閑静で落ち

着いたたたずまいを持つ板室温泉、明治の元勲ゆ

かりの建造物、本市は多様で魅力のあふれる観光

資源を有しております。また、東京から150㎞で

ＪＲ那須塩原駅、東北縦貫自動車道に２つのイン

ターチェンジがあることなど、地理的条件や交通

利便性にも極めて恵まれております。本市観光の

振興にはこうした地域の特性や優位性を生かし、

巨大なマーケットである首都圏に対し、本市の魅

力を的確にタイムリーに告知していくことが大切

であると考えております。 

  また、新規事業といたしましては、ハローキテ

ィのサンリオとのタイアップにより、夏のファミ

リーキャンペーンとしてオリジナルグッズの作製

やフォトスポットの設置等の準備を観光局を中心

に現在進めております。 

  次に、今後のプロモーション展開でございます

が、先ほど申し上げましたように、首都圏に対し

質の高いプロモーションを実施していくことが本

市の特性、優位性を踏まえた効果的・効率的な手

段であり、今後のプロモーションの中心になるも

のと考えております。 

  また、シティプロモーションと観光のかかわり

についてもお答えしておきます。 

  本市では、本年４月からシティプロモーション

課を設置し、定住の促進に向けた市の認知度やイ

メージアップに取り組んでおります。観光とのか

かわりにつきましては、密接かつ不可分な関係に

あると認識しており、観光サイドでもシティプロ

モーションの一翼を担っていると考えており、行

動に移っております。 

  また、木下審議監着任後の観光の魅力向上と政

策の達成率についてですが、木下政策審議監は、

平成25年４月の着任から２年が経過したところで

ありますが、この間、観光のプロフェッショナル

として本市の観光振興に力を尽くしておられます。

本市の観光が極めて厳しい状況にある中で、将来

を見据えた戦略的な施策として、現状の打開に力

点を置いた短期的な施策を並行して展開し、昨年

のにっぽんの温泉100選での塩原温泉、板室温泉

のランクインは、関係者の努力と審議監の尽力を

象徴する成果であったと考えております。 

  また、本年４月にはスピーディーで柔軟な観光

策を戦略的に実施するための組織として観光局を

立ち上げました。今後は、この観光局が本市はも

とより県北地域の観光をリードする観光局となる

よう育成していただきたいと、強い期待を持って

見守らせていただいております。 

  以上で第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 市長、答弁ありがとうご

ざいます。 

  それでは、⑴から順次再質問をさせていただき

ます。 

  まず初めに、改めて観光局発足の背景について

お伺いいたします。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 観光局発足の背景に

ついてということでございますが、これまで市あ

るいは観光協会は、それぞれにあるいは場合によ

っては協力してさまざまな施策あるいは事業を展

開してきたというところでございますが、それが

観光振興といったところに必ずしも結びついてい

たかというと、実態としてはそうでないというよ

うなところもあったのかなというふうに思います。 

  そんな中で、改めて観光の関係者あるいは３つ

の観光協会さらには市が一体となって、中長期的

な観光戦略あるいは柔軟で機動的な振興施策とい

うものを展開していくための器を、一体感のある

器をつくるということが急務であるということで、

そんなことが叫ばれた中で、これが現実の姿にな

ったのかなというふうに私どもとしては認識して

いるところです。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 観光局の目的は十分に理

解をいたします。 

  そこで、観光戦略、宣伝告知、観光窓口整備な

どをトータルコーディネートする具体的な取り組

みについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） トータルコーディネ

ートの具体的な取り組みということでございます

が、観光局についてはあらゆる事業についてトー

タルコーディネートしていると、総合的に調整し

ながら事業を決定していっているというような状

況だというふうに思っています。 

  そんな中で、本市の特性といったものを踏まえ

た季節ごとの商品企画あるいは観光キャンペーン

などの実施など、さまざまな分野でその役割を果

たしている。コーディネーター役としての役割を

果たしているというふうに思っております。 

  具体的な一例といたしましては、先ほど市長の

答弁にもございましたが、夏のファミリープラン

では、市内の各宿泊施設のプランというものを取

りまとめて、それを一体的にミックスメディアと

いう形で、雑誌・ラジオ等を使って複合的なＰＲ

活動を進めているというようなことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、今までの本市

の観光施策の課題を補い、観光交流人口を増加さ

せ、地域活性化の基礎となる観光事業を確立する

ためのノウハウ、予算、人脈人材を含めて観光局

に集約することは必要不可欠だと思いますが、キ

ーワードのドラスティック、ダイナミック、スピ

ーディーをどのように取り組むのか、具体的にお

伺いします。 

  また、特にドラスティックな取り組みについて

は詳細にお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） ドラスティック、ダ

イナミックそしてスピーディーといった基本テー

マのもとに、基本的な考え方のもとにどのような

取り組みを行っているかということでございます

が、まず、観光局では先例や既成概念といったも

のにとらわれることなく、ターゲットとするマー

ケットに対しまして、効果的な告知や媒体をどう

するかといった選択などについても、事業ごとに

状況を見ながら、そこらを踏まえてそれぞれ決め

ていっているというようなことでございます。昨

年からご案内のとおり、メーンターゲットであり

ます首都圏に対して情報発信というものを強化し

ているということでございます。その中で、ＪＲ
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東日本の主要駅や車両の中づりポスターの掲示そ

んなものをやってみたりとか、あるいはＪＡＬの

機内誌や羽田空港までの告知等をドラスティック、

すなわち思い切って徹底的に実施してまいりまし

た。 

  今後は、さらに新幹線の利用者や自動車の利用

者をターゲットとしたプロモーションといったも

のにも力を置いていきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、ドラスティッ

クというのはギリシャ語で積極的なさまという意

味ですが、ドラスティックな取り組みのタイムス

ケジュールについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） ドラスティックな取

り組みのタイムスケジュールということで、ただ

いまご説明しました、まずＪＲ東日本の主要駅へ

のポスター、パンフレットの提示については４月

から９月の期間中、そして山手線、中央線への車

両中づりポスターの掲示につきましては５月後半

に１週間行ったというところでございます。同じ

ようなことを、やっぱり冬場、観光客が若干枯れ

てしまう時期に実施したいというふうに考えてお

ります。 

  また、ラジオ・テレビなどの電波での告知、Ｊ

ＡＬ機内誌による羽田空港での周知、さらには新

幹線利用者への告知につきましては秋の紅葉時期、

これがお客さんの我々は山場だと思っていますの

で、ここにターゲットを絞って９月ごろを中心に

集中的に告知をしていきたいというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ぜひ積極的に取り組んで

もらいたいと思います。 

  それでは、３つの観光協会が１つになり、そこ

で観光局ができ上がるのが理想だったとは思いま

すが、３つの観光協会の観光局との協力体制につ

いてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 観光協会の協力体制

についてということでございますが、観光協会に

つきましては、市とともに観光局の構成員だとい

うことでございます。まさに協働のパートナーと

いうことでございますので、今後さらに連携、協

調というものを深めまして、一体となって観光振

興といったものに取り組んでいくということを旨

としているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、３つの観光協

会が観光局を支援する具体的な取り組み、また行

政が観光局を後押しし、支援する現時点での取り

組みを具体的にお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 観光局に対する観光

協会の支援あるいは行政の支援をどう考えるかと

いうお話だと思うんですが、まず観光協会につき

ましては、観光局に人的支援をしているというこ

とがあります。そんな中で、観光地としての品質

管理といった観点からはどうかといいますと、こ

れを担っているというものは個々の旅館あるいは

ホテルでございますので、こういう個々の施設が

共通した戦略のもとで、地域の魅力向上に取り組

んでいただいているというのが１つあります。 
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  また、行政のほうといたしましては、これは議

員ご案内のとおり、予算というものを効果的、効

率的に配分する。あるいは情報というものをしっ

かり押さえて、それをしっかり分析して、それを

フィードバックする、そんなことをしている。加

えまして、他産業との連携ということで、農業関

係、おいしい農畜産物がございますので、そうい

うところを観光資源として活用していくというよ

うなところの中での取り組みを一体的に行ってい

るということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、今までも首都

圏を中心としたプロモーションは非常に評価がで

きる施策だったと思いますが、観光局が担う品質

管理についての取り組みについてお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 観光局の品質管理と

いうことでございますが、議員ご案内のとおり、

観光にとって一つ大きな要素ということになりま

すと食という要素があると思うんですが、こうい

うところに着眼しますと、地元食材をふんだんに

使ったメニュー等に対するニーズというものは非

常に大きいというようなことがあるもんですから、

現状においても新鮮でおいしい我がほうの自慢で

ある牛乳、乳製品を売りとした朝食デザートプロ

ジェクトといったものを展開しているところでご

ざいます。 

  また、引き続いて各地域の魅力ある素材の掘り

起こしや磨き上げ、旅館・ホテルを初めとする

個々の施設や観光地としての魅力やサービスの向

上等々、そういうところの取り組みに我々として

は全力を向けてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 少し細かい話にはなりま

すが、朝食デザートプロジェクトの具体的な計画

についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 朝食デザートプロジ

ェクトの内容についてのお尋ねでございますが、

このプロジェクトにつきましては、宿泊施設で提

供される食のうち、特に朝食とデザートといった

ものに的を絞って、提供する食材やその提供方法

を関係者一丸となって研究して、その研究成果と

いったものを現実の形ということで実施に移して

いるということでございます。 

  今年度の夏のキャンペーンにおいても、ほとん

どの参加の施設が地元産牛乳を朝食で提供すると

いったような取り組みも行う予定になっておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） この辺もしっかり取り組

んでもらいたい。朝食も非常に大事ですので、終

わりよければ全てよし、大体宿泊、最後の朝食が

まずいと印象が悪くなりますので、那須塩原市ら

しさをその辺で出してもらえれば、十分にこれか

らも期待できるのかなという気はします。 

  朝食に関しては、前にも一般質問したことがあ

りますが、東日本で二期倶楽部の朝食が東日本で

１番になったという事例もありますので、ぜひ部

長なんかもその辺泊まりに行って経験をすれば、

十分物差しができるんではないかというふうに感

じますので、ぜひ積極的に取り組んでもらいたい

と思います。 

  また、若干説明はありましたが、各地域の魅力
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ある素材とはどのようなものがあるのか、これも

具体的にお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 各地域の魅力ある素

材ということで、食の部分に関してということで

お答えさせていただきます。 

  まずは、先ほど来からの繰り返しになりますが、

新鮮でおいしい生乳を活用した牛乳あるいは乳製

品、またイチゴを初めとしたフレッシュな果物、

さらには大根やカブなどの高原野菜、加えて何と

いってもおいしい栃木和牛などがあるのかなとい

うことからしますと、豊富においしいものを持ち

合わせている地域なのかなというふうに自負して

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 今、部長の答弁を聞いた

だけでも、那須塩原市に泊まりに行ってみたい、

いずれ板室温泉、塩原温泉に泊まりに行ってみた

いなという期待感が出てくるわけですね。伊達に

一般質問をやっているわけじゃないんですよね。

何回も聞きますけれども、本市の魅力はこれで十

分にインターネットに映って全世界に発信されて

いるわけですから、非常に重みのある答弁だと思

うんです。ですから、その辺もぜひ尻切れとんぼ

にならずに、継続は力なり、しっかり取り組んで

いってもらいたいと思います。 

  そこで、観光局が思い浮かぶ那須塩原の四季

折々の取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 本市の四季折々の取

り組みということでございますが、議員ご案内の

とおり、現在、市内の各所において観光協会ある

いは地元の方々が中心となってハナモモの植栽と

いうものを進めております。今後は、３年あるい

は５年後になるのかなというふうに思いますが、

これが本市の春の風物詩の一つになるのかなとい

うふうに思っております。 

  また、７月からは、先ほど来何回かご説明して

いますが、ファミリー層に人気のあるハローキテ

ィとタイアップした夏のキャンペーンというもの

も実施いたします。 

  さらに、秋の紅葉、そして冬のスキーや忘年

会・新年会プランなど、季節ごとの本市ならでは

の商品というものを企画して積極的な売り込みに

努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、ここで市長に

お伺いします。観光局は、本市の観光振興には必

要不可欠であり、また全国でも珍しい取り組みだ

と思います。改めて観光局の設立に敬意を表し、

観光局に対する市長の思いをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 私、きのう自宅に帰る前に

観光局、抜き打ちというか突然訪問させていただ

きました。そのときに塩原温泉あるいは板室温泉

の旅館・ホテルの若い経営者が十五、六人、私が

入ったのをわからないで夢中で木下さんを挟んで

お話をしておりました。余りいるとご苦労さんと

言って、今何やっていたのというお話を実は木下

審議監を呼んで聞いたら、秋の戦略を夢中になっ

てやっているんですよ、秋、紅葉の戦略。まだ夏

になっておりませんが、ところが、これは専門家

は誰でも知っているんですが、観光の告知・宣伝、

これについては例えば、余り適切ではないかもし

れませんが、ちょうどパリコレ、コレクションね、

パリで行っている、あの雪の降るときに水着と、
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もう秋の戦略を練っている。観光も同じに、そう

いうサイクルで回っているんですね。夏のお客欲

しいといって、今、手を打つのはもうとてもおく

れていると、こういうところがスピーディーとい

うか、その人でないとわからない戦略の一つにな

ってきていると、それを目の当たりに実はきのう

しまして、これが観光局だと、こんなことで大変

感心をしながら自宅に戻りました。 

  いずれにしても、この珍しい取り組みとはいっ

ても、やるのが当然の現在の仕組みだと私は考え

ておりまして、そういう点については、今後とも

本市の観光の振興に非常に大きな力を必ず発揮し

てくると、こんなことを今でも期待しております

ので、観光のこの観光局は観光の戦略の発射台と

認識していただければ、意外と正しい判断ができ

るかなと思っております。 

  また、あわせて那須塩原は定住促進にいち早く、

多分全国でも相当早く取り組んだ市だと思います。

木下審議監が来たときから、観光の振興というの

はただ単に観光じゃありませんと、那須塩原が狙

っている定住促進、これの先導的役割が観光の振

興だということを強く認識していただいて、私も

話し合ってきた経過がありますので、観光局は定

住促進の先導的いわゆるファーストステップと、

こんな位置づけで、私としては非常に重く受けと

めて、これが遺漏のない展開が図れるよう私とし

ても支援もしていきたいと考えております。そん

なことを思っています。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 市長、答弁ありがとうご

ざいます。 

  実は業界紙に観光局発足というのが出ていて、

市長の記事が出ていたんです。ぜひ、それは今言

ったような発射台という言葉も載っていました。

ぜひ議員の皆様方もそうですし、市民に発信して

もらって、観光局の意味ですね、やっぱり何でつ

くったんだろうとかじゃなくて、もう進んでいる

わけですから、これも画期的に木下審議監が来て、

やっぱり民の気持ちが十二分通じて、消費をして

もらったりいろいろ仕組みをつくってもらったり、

今、那須塩原としても後に２番でも人口減少に伴

うという形でちょっと質問させてもらいますが、

そういった取り組みはもう非常に感謝しています

ので、本当にありがとうございます。 

  それから、続きまして、⑵の再質問に入ります。 

  まず、先ほどから出ていますハローキティとの

サンリオとのタイアップ事業について具体的にお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） サンリオとのタイア

ップ事業についてということでございますが、こ

の事業につきましては、年間を通して大きな集客

の山場となる夏場の誘客対策ということで実施す

るというものでございます。ファミリー層という

ものをターゲットにしたキャンペーンを張るとい

うことでございます。７月１日から９月30日の期

間中、各施設のファミリー向け宿泊プランという

ものを取りまとめて実施するものでございまして、

宿泊者に対してはハローキティと本市のキャラク

ターであるみるひぃのそれらをデザインしたオリ

ジナルグッズ、全員にお配りするのはフェイスタ

オルでございますが、そんなものをプレゼントす

るほかに、オリジナルフォトスポット、これは写

真撮影用の顔出しパネルというのがございますが、

そんなものを設置したり、あるいはトテ馬車への

ハロキティの装飾、さらにはハローキティが出演

するイベント等、そんなものを予定していく内容

になっております。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） これも非常に期待の持て

る事業なんです。しかし、一番大事なのは本市が

持っているサンリオとのタイアップ事業のコンセ

プトについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） この事業のコンセプ

トということでございますが、コンセプトについ

ては、まず本市の認知度の向上、そして他地域と

の差別化というところの中で長期的な季節戦略と

いうもので、こういうものを継続的に実施してま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。ファミリー層に人気のあるハローキティを

取り入れて、効果的に夏の観光地としてのイメー

ジというものをつくっていくと、そういうものを

定着させていくということによって、塩原温泉あ

るいは板室温泉のＰＲさらには活性化というもの

につながっていくのかなというふうに思っており

ます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） そうですよね、そういう

コンセプトでやるんですよね。他地域との差別化

は非常に大事なことだと思います。みるひぃだけ

では片手落ちだったかもしれませんが、誰が考え

たんでしょうか、みるひぃとキティちゃんのコラ

ボ、非常にそういったのが差別化、やっぱり前々

から市長が言っている、突き抜ける多分観光地に

なるんですよね。それがみるひぃとキティちゃん

のコラボで成功すれば幸いだと思います。ぜひ突

き抜けてもらいたい、３カ月の間にというように

思います。 

  そこで、サンリオとのタイアップ事業につきま

しては、ことしの夏の誘客対策の本市としての目

玉だと思いますが、この事業には非常に期待をし、

また塩原・板室温泉にとってはかなり集客ができ

ると思います。そこで、この事業をこれからどの

ように周知宣伝していくのか、具体的にお伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） タイアップ事業を今

後どのように周知していくのかということでござ

いますが、まずは観光局、観光協会、市も含めて

個別の旅館等もございます。こういうホームペー

ジの中でしっかりとＰＲしたい。そして旅行雑誌

への掲載、さらには首都圏を中心とした交通関連

施設や県のアンテナショップでのポスター等によ

る、あるいはパンフレット等による掲示、さらに

は各種イベントでのＰＲ、加えまして関東１都６

県に放送エリアを持つ文化放送、そんなものをう

まく活用しながらミックスメディアというんです

か、そういうようなところで波状的なＰＲという

ものに努めてまいりたいということでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ぜひ部長、もう既にノベ

ルティーもタオルもカップも案内もできているわ

けですから、ぜひ発信してもらいたい。そして、

知らない議員の方にも見せてもらって、非常にタ

オルなんかも見たらメイド・イン・ジャパン、今

治産と言っていました。すごくクオリティーの高

い、そしてジャガード抜きじゃなくて刺しゅうな

んです。やっぱり金かけていますね。本当に感心

します。本当に期待しますので、ハローキティが

本当にこの７月、８月、９月、実は塩原温泉は夏

場が弱かったと聞いています。10月から11月にか

けてがトップシーズンらしいんです。それはもち

ろん紅葉だと思うんですけれども、これがやっぱ

り起爆剤になれば、地元の人も喜ぶし、前から言
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っていますように、観光は裾野の広い産業ですか

ら、そういうふうに従事している人も非常に喜ぶ

と思うんで、ぜひ期待をしていますので、頑張っ

てもらいたいと思います。 

  本市の強みでもあるプロモーション活動は十分

に評価をしています。今後さらなる取り組み、継

続して実施している中から新たな取り組みがあれ

ばお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 新たな取り組みとい

うことでございますが、まずは、先ほど来答弁し

ていますように、ＪＲ東日本の首都圏の主要駅あ

るいは羽田空港、高速道路など、交通機関や関連

施設を利用した告知あるいは広告というものにつ

きましては、やはり継続してやっていくというと

ころに一番の強みがありますので、こういうもの

については引き続きという中でしっかりと対応し

てまいりたいというふうに考えております。 

  また、新たな事業について、取り組みについて

ということでございますが、これも予算等の中で

ご案内をさせていただきましたが、新幹線の社内

誌トランヴェールへの特集記事の掲載、さらには

自動車利用者への対応ということで、ＪＡＦ日本

自動車連盟というのがございますが、こちらとの

タイアップといったものも今予定しているところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 交通機関等への告知周知

に関しては、非常に効果的な施策だと思います。

今回はＪＡＦとの連携などは非常に期待を持てる

施策だと思いますので、非常に楽しみでもありま

す。今年度の取り組みにも期待をし、⑵の再質問

を終了させていただきます。 

  次に、⑶について再質問をさせていただきます。 

  本市の観光が地域に対する高い経済波及効果、

雇用創出効果が期待されることからシティプロモ

ーション課との連携について具体的にお伺いしま

す。 

  また、取り組み計画があればお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） シティプロモーショ

ン課との連携についてということでございますが、

こちらにつきましては、たくさんの議員さんにご

足労をいただいたというところでございますが、

５月９日の日に池袋のサンシャインシティで実施

しました定住促進のＰＲイベント、キックオフイ

ベントというところで、このイベントにおいて本

市の魅力の一つということで観光ＰＲさらには農

産物のＰＲといったものを実施したというところ

でございます。 

  まずは本市を知っていただいて、行ってみたい

と思っていただくことが、住んでみたいまちへつ

ながっていく第一歩なのかなと我々は考えており

ます。観光プロモーションは、市長の答弁にもご

ざいましたが、シティプロモーションの一翼を担

っているという考え方から、今後も先導役、起爆

剤として観光プロモーションというものを推進し

てまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、シティプロモ

ーション課が考える本市の観光振興策についてお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） シティプロモーション課

から観光という視点でということでございますけ
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れども、本市のシティプロモーションにつきまし

ては、定住促進を目的にして行っているというこ

とでございまして、定住人口をふやしていくには、

まず交流人口の増加が必要だというふうに考えて

おります。先ほど産業観光部長のほうからありま

したけれども、知ってもらい、来てもらい、住ん

でもらうということ、その流れの中で知ってもら

い来てもらうということの具現化には、やはり観

光の振興というのが非常に有効であろうというふ

うに考えてございます。そうしたことから、定住

促進計画まち・ひと・しごと創生総合戦略の重点

施策、７つのＫの一つに観光というものを位置づ

けたというところでございます。 

  先ほどハローキティの話も出ましたけれども、

我々が目指すターゲット、子育て世代につきまし

て、このハローキティの戦略というのは非常に有

効だろうというふうに思って期待しているところ

でもございます。今後もシティプロモーションと

観光プロモーションの連携をしていかなければな

らないというふうに思っておりまして、そのこと

によってそれぞれが相乗効果があらわれるという

ふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 企画部長、答弁ありがと

うございます。 

  ぜひ、みるひぃがキティちゃんにジェラシーし

ないような程度に頑張ってもらえればと思います

ので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、⑷について再質問をさせていただき

ます。 

  昨年のにっぽんの温泉100選に塩原温泉、板室

温泉がランクインしたことは記憶に新しいところ

だと思います。木下審議監が得意とするプロモー

ションが功を奏したことは評価できるところだと

思いますが、そこで共通の認識を図ることから、

改めて那須塩原市の魅力をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 改めて本市の魅力と

いうことのお尋ねだと思います。 

  こちらにつきましては、初めに市長のほうから

答弁があったということでございます。若干繰り

返しになりますが、まず1,200年以上の歴史を誇

る多様な泉質を持つ塩原温泉、そして下野の薬湯

と言われています、古きよき温泉文化を色濃く残

す板室温泉、この２つの温泉郷、加えまして四季

を折々に彩る美しい自然環境といったものが、メ

ーンターゲットである首都圏に対して最大のアピ

ールポイントになるのではないかというふうに考

えております。加えまして、先ほど来言っており

ますが、大変豊富でおいしいものがいっぱいある

ということも強みだと思っていますし、あとは西

那須地区に集中しておりますが、開拓の歴史など

も本市の売り、魅力といったものになるのかなと

いうふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 西那須の観光は、同僚の

齊藤誠之議員に任せていますので、そこはあれな

んですが、ここで少し細かな再質問に入りますが、

お・も・て・那須手形、とて焼、スープ入り焼き

そばなど、本市の魅力と新たな魅力の発掘をどの

ようにこれから進めていくのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 新たな魅力の発掘と

いうことでございますが、今、議員さんがエグザ

ンプルに挙げたもの、これも新たな魅力の一つな

んだと思います。新たな魅力の発掘あるいは磨き
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上げをどうやっていくかということでございます

が、これについてはやっぱり地域のさまざまな素

材というものを見直して再認識するための着眼点

を持っていたり、あるいはそういう意識を常に持

っているということが重要なのかなというふうに

思っております。このような着眼点を持った人を

育成していくこと、あるいは関係者の意識改革と

いったものを促していくということが重要なこと

かなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ぜひこれも積極的に取り

組んでもらいたいと思います。 

  それから、本市として木下審議監が着任して２

年がたちました。そこで、関係者は本市の観光振

興にどのようなことを期待しているのかお伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 本市の観光の関係者

がどのようなことを強く求めているかということ

でございますが、こちらについても先ほど市長の

ほうから答弁がございましたが、木下審議監につ

いては、観光は非常に厳しい状況にある中で、即

効性の高い短期的な施策と、あとは長期的な視点

に立った施策というものを柔軟織り交ぜ、２つの

施策を同時に展開することによって、所定の効果

というものを上げていただいているのかなという

ふうに思っております。 

  今後も発足した観光協会というものを中心に、

適切なマーケットに対する良質なプロモーション

あるいはお迎えする側の体制の整備といったもの

を両輪といった捉え方をしまして、誘客観光促進、

観光振興といったものにご尽力をいただくという

ふうにしていただければというふうに強く思って

おります。 

  また、審議監が培ってきたノウハウといったも

のをこの地域に受け継いでいただきたい。そして、

受け継ぐことができる人材や本市の観光といった

ものをリードできる人材、そういう者を育ててい

ただきたい、そういうところにも尽力していただ

ければというような思いが強いのかなというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 木下審議監には、なるべ

く長い間、在籍をお願いしたいと思います。 

  そこで、最後に１点、人材の育成でありますが、

職員をどのように育てていくのかお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 職員の育成というこ

とでございますが、審議監においては、これまで

も本市が取り組むべき観光振興戦略等について、

機会があるごとに講演会をやっていただいたり勉

強会をやっていただいたりという中で、職員も含

めて広くの観光関係者についてノウハウの提供が

あったのかなというふうに思っています。 

  そんな中で職員に特化して言わせていただきま

すと、まずは職員は日々の業務というものをこな

していますので、観光施策に関する業務をこなし

ていますので、そういう業務をこなす中で企画立

案から実施までという中で、オン・ザ・ジョブト

レーニング、日々の業務の中での研修というもの

をしっかりしていただいて、今後の難題山積する

観光振興といったものに立ち向かえる職員という

ものを育てていただければありがたいかなという

ふうに思っております。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ぜひその辺も一生懸命取

り組んでもらいたいと思います。 

  2014年に県内を訪れた観光客数、入れ込み数は

前年比2.0％増の8,711万5,000人で、過去最多を

更新したことを県観光交流課が発表しました。し

かし、増加する観光客をいかに宿泊に結びつける

かは課題で、県は国の交付金を活用した経済対策

として発行するふるさと旅行券を起爆剤として宿

泊客につなげようと考えています。 

  そこで、本市の７月12日に発行予定のプレミア

ム商品券などもぜひ観光の振興並びに宿泊の増加

につながれば幸いだと思います。また、宇都宮共

和大学は、2016年４月にシティライフ学部内にホ

テル・観光コースを新設します。東京五輪・パラ

リンピックの開催を見据え、ホテル運営を手がけ

る二期リゾートなど、現場の協力を得て県内のホ

テルや観光関連産業で活躍できる人材の育成を目

指すと新聞に発表がありました。そういった取り

組みが、今、観光事業者の現場での課題でもあり

ます人手不足に一役買えばと思います。 

  また、まだ宿泊者数は震災前の水準には回復し

ておらず、依然厳しい状況が続いています。本市

としても、これだけのプロモーションをしていて

も、去年は２万人の宿泊者が減少いたしました。

しかし、10年後には本市塩原温泉、板室温泉が最

高峰の温泉を目指し、今、本市としては積極的に

取り組みをしているところであります。塩原温泉

の若き経営者は、目標は年間110万人の宿泊客を

目指したいとはっきり目標を立てて話をしてくれ

ました。板室温泉も現在８万9,000人の宿泊者数

を板室温泉が抱えている課題を解決し、一日も早

く宿泊客を回復したしたいとはっきり話をしてく

れました。彼らの意気込みに私も議会人としての

立場で改めて何らかの力になりたいと強く決心を

した次第です。改めて市長に敬意を表し、本市観

光の発展に期待をし、この項の質問を終了いたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ２．人口減少時代にとも

なう本市の取り組みについて。 

  東京オリンピック・パラリンピックの開催が

2020年に決まり、日本全体が高揚感に浸っていま

す。しかし、この年に東京の人口は減少に転じ、

日本にとっては、いよいよ本格的な人口減少時代

に突入する大きなターニングポイントを迎えるこ

とになります。 

  日本創成会議の人口減少問題分科会が公表した

リストが全国に衝撃を与えた若年女性（20～39

歳）人口が2010年から2040年までの間に半分以下

となる「消滅可能性都市」が、全国1,741自治体

のうち過半数の896自治体に上ると推計されました。 

  そこで、人口減少時代に向けた本市の取り組み

について、以下の点についてお伺いします。 

  ⑴本市の人口の推移についてお伺いします。 

  ⑵「子育て支援」が十分な地域でも、出生率が

向上していない地域もあります。日本の出生率の

低下には、子育て環境の問題以外にも晩婚化や所

得問題なども大きく影響していると考えられます。

これらを含めた総合的な対策を行うことが必要で
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あり、それにより出生率の向上が期待できること

から、本市の取り組みについてお伺いします。 

  ⑶人口減少克服に向けた本市の効果的な施策に

ついてお伺いします。 

  ⑷本市が目指すべき人口の将来展望についてお

伺いします。 

  ⑸シティプロモーションの強化が必要とされる

が、本市の進捗状況と更なる取り組みについてお

伺いします。 

  ⑹国の「総合戦略」における４つの基本目標と

政策５原則における本市の具体的な取り組みとタ

イムスケジュールについてお伺いします。 

○企画部長（片桐計幸） 櫻田貴久議員の質問⑴と

⑶から⑹までについてお答えをいたします。 

  初めに、⑴の本市の人口推移についてですが、

本市の人口は、国立社会保障・人口問題研究所が

平成25年３月に公表した推計によりますと、平成

27年の11万8,583人をピークに減少に転じ、さら

にピークから25年後の平成52年には10万7,484人

まで減少すると推計されており、平成22年からの

人口減少率は栃木県内で２番目に低い8.8％とな

っております。なお、毎月人口統計による平成27

年１月１日現在の人口は、11万6,973人となって

おり、国立社会保障・人口問題研究所が公表した

推計よりも1,610人少ない現実を踏まえますと、

人口減少は早まっているものと考えられます。 

  次に、⑶の人口減少克服に向けた本市の効果的

な施策についてお答えします。 

  本市が本年３月に策定したまち・ひと・しごと

創生総合戦略に基づき、これまでに定住者への補

助制度の創設、子ども・子育て支援体制の整備、

英語教育の推進、ＩＣＴ教育の推進、魅力ある観

光地づくり、個性豊かな駅前地区の創出などの施

策を実施してまいりました。今後におきましては、

サテライトオフィスの誘致、若者の出会い創出事

業、地域公共交通網の充実、スポーツイベントの

開催と誘致など、人口減少克服に向けた効果的な

施策を展開していく予定であります。 

  次に、⑷の本市が目指すべき人口の将来展望に

ついてお答えします。 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略におきまして

は、国の長期ビジョン及び人口推計や調査分析デ

ータなどを考慮して、人口の将来展望を行いまし

た。この中では、まず第１に、平成32年までの短

期的目標として転入超過を目指すこと、第２に、

平成37年までに現在の人口規模を可能な限り維持

するとともに、生産年齢人口の比率60％を維持す

ること、また本市への愛着度80％以上を目指すこ

と、第３に、平成72年までの長期的目標として人

口規模10万人を維持し、人口構造の若返りを目指

すことを掲げております。国立社会保障・人口問

題研究所の人口推計が10万人を下回る中で、この

戦略に基づく施策を進めることにより、これらの

目指すべき目標を段階的かつ着実に達成し、人口

減少に歯どめをかけていきたいと考えております。 

  次に、⑸のシティプロモーションの推進状況と

さらなる取り組みについてお答えします。 

  本市のシティプロモーションは、市の魅力を地

域内外に効果的に訴求し、人口減少への対応を目

的としております。 

  そこで、地域外に向けましてラジオ・テレビ及

び雑誌などのマスコミやインターネットを活用す

るほか、ウエルカムガイドを作成するなど、積極

的に子育て世代に向けた情報発信を行ってきたと

ころであり、直近では池袋サンシャインシティに

おいて観光、農畜産物や子育て教育環境などのＰ

Ｒ、雇用情勢や住宅事情の相談会を通じ、市の魅

力や現状をさまざまな角度からアピールしてまい

りました。 

  市民に向けましては、地域ポータルサイトきら
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きらホットなすしおばらを開設し、市だけでなく

市民特派員や各種団体など市民からの投稿による

情報発信も行い、市民相互の情報共有を図ってお

ります。これらの事業の企画立案、実施に当たっ

ては、市若手職員で組織する定住促進実行部隊Ｓ

ＰＡＣを中心に進めてきたところであり、今後に

おいては、ブランドメッセージ「チャレンジｉｎ

ｇ那須塩原」を核に市民と一体となり、地域の魅

力を効果的に訴求するための方法や内容を検討し、

定住促進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  ⑹の国の「総合戦略」における４つの基本目標

と政策５原則における本市の具体的な取り組みと

タイムスケジュールについてお答えします。 

  本市の総合戦略では、国の総合戦略における４

つの基本目標と本市が優先的に取り組むべき４つ

の基本方針との関連づけを行い、重点施策は定住

促進の鍵となる雇用、子育て、教育と７つのＫを

キーワードにして国の政策５原則の趣旨を十分に

踏まえたものといたしました。これらの重点施策

に係る事業は、既に本年度予算に数多く計上され

ており、今後はこれらの重点施策を平成31年度ま

での計画期間内に着実に実行するとともに、ＰＤ

ＣＡサイクルによる効果検証と改定を重ねること

により、総合戦略が実効性あるものとなるよう取

り組みを進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） それでは、私のほ

うから、⑵の出生率の向上に関する本市の取り組

みについてお答えいたします。 

  人口減少の歯どめに出生率の向上は大きく関係

しており、まち・ひと・しごと創生総合戦略の基

本目標の一つであります若い世代の結婚・出産・

子育ての希望をかなえるについて市として取り組

んでおります施策は、待機児童解消に向けた施設

整備、新たな取り組みとしては子育てに不安を抱

えた親御さんがすぐに相談できる場所として子ど

も・子育て総合センターを設置したこと、家庭の

ニーズに合わせた子育てに関する情報の提供や相

談等を行う子育てコンシェルジュを窓口に配置し

たことが挙げられます。 

  さらに、子育て世帯の子育てに関する負担の軽

減を目的に子育て応援券交付事業に取り組みます。

これらの取り組みを充実させることが出生率の向

上につながるものと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、⑴から順次再

質問をさせていただきます。 

  まず、人口減少は、本市にとってさまざまな影

響をもたらすと思うが、どのようなことが考えら

れるかお伺いします。 

  また、行政サービスの低下などについても具体

的にお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 人口減少に対する影響と

いうことでございますけれども、人口減少の影響

につきましては、人口減少が始まることによりま

して、地域経済の縮小が始まり、その地域経済の

縮小によりまして税収が減少して財政の縮小が始

まると。財政の縮小が始まりますとサービスの縮

小も始まると、いわゆる一般的に人口減少の負の

スパイラル、また縮小のスパイルというふうに言

われているところでございます。これから高齢社

会がますます進行してきますと、人口減少、特に

生産年齢人口の減少により、現在行われている福

祉サービスを初めとしたさまざまなサービスが行

えなくなるということになります。 



－75－ 

  そのため本市では、他に先駆けて人口減少への

対応として将来にわたり持続可能な行政が行える

ような定住促進に向けた取り組みを行い、未来へ

の投資を行っているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） そういうことなんですよ

ね。ですから、市長がどこよりも先に感じて取り

組んでいるわけですから、それを共通認識のもと

に２番から再質問をさせていただきます。 

  結婚・妊娠・出産についての支援について、本

市の取り組みについて告知周知の仕方についてお

伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ご質問いただきま

した結婚・妊娠・出産、トータルでの本市の取り

組みの告知周知の仕方ということでございますが、

例えば広報なすしおばら、市のホームページ、そ

れから那須塩原市の地域ポータルサイトのきらき

らホット那須塩原などを通じまして広く周知を行

っているところでございます。 

  そのほか、例えば妊娠の届け出をする際には、

受理したときに母子健康手帳を交付するんですけ

れども、その際に個別に医療助成の制度とか、あ

と母親学級のご案内とかさせていただいておりま

す。妊娠・出産に不安を抱えた方に、そういう方

により市のほうで寄り添っていくという考えで、

そういう個別のご相談等にも応じております。 

  そのほか、出生後の各種の健診ということでご

ざいますけれども、そういう方につきましては、

個別に対象者に通知をさせていただいて、それを

トータルで周知しているというところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） しっかり周知をしている

というご理解でよろしいですね。 

  市民がみずからのライフプラン、結婚・妊娠・

出産・子育てを考えることで重要なことは何か、

本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 市民の方々が結婚

や出産などを決断するために、ライフプランを築

いていく上で重要だと考えることでございますが、

まずは、このまちに住んでよかったと思っていた

だけるような施策を行うことが重要であると考え

ております。中でも生活の基盤の安定というのが

特に必要でございまして、それらを総合的に進め

ることが安心して子育てができるまち、選ばれる

まちづくりにつながっていくものと考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、子どもが多い

世帯ほど有利となるような税制、社会保障制度上

の措置も検討すべきであると思うが、本市の考え

をお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 子どもが多い世帯

ほど有利になるというような制度でございますけ

れども、現在、本市として行っておりますものが、

３人目の子どもさんの保育料のおおむね無料化と

いうところでございます。それは認可の施設でも

認可外の施設も含めまして、３人目の子どもさん

の保育料はおおむね無料化とさせていただいてお

ります。 

  また、本年度のみの事業ではございますけれど

も、多子世帯、３人の子どもさんを持っていらっ
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しゃる、18歳以下の子どもさんで３人以上ある方

の世帯につきまして、今回プレミアム商品券の配

付というものを予定しておりますので、本市とし

ましても多子世帯、子どもさんが多い世帯にでき

るだけ経済的な負担がかからないようにというこ

とで、いろいろな事業を行わせていただいている

ところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、ひとり親家族

の援助も喫緊の課題であると思うが、ひとり親に

なっても子育てが続けられるように、また希望す

るならば再び結婚し、子どもを持つことにチャレ

ンジできるような支援を強化することも必要だと

思うが、本市の取り組みについてお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ひとり親世帯の支

援につきましては、一定の基準を満たす場合でご

ざいますけれども、児童扶養手当やひとり親家庭

の医療費の助成制度などを行っているところでご

ざいます。 

  また、母子世帯・父子世帯の方が就職するため

に資格を取得したいというときには、ひとり親高

等職業訓練修了支援給付金とちょっと長いですけ

れども、こういうものもございまして、そういう

制度を活用していただくことで、ひとり親家庭の

方の子育てのニーズに応えていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、ひとり親家庭

のニーズに即応して相談から各種支援、就業、生

活、子育て、教育、経済的支援まで包括的に提供

できる仕組みを構築することが重要だと思うが、

そこも本市の考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 包括的にサービス

を提供する、包括的に事業を行うということかと

思いますけれども、那須塩原市ではひとり親の家

庭の方に限らず、全ての子どもに対してさまざま

な支援を行うという考えでおります。子育て家庭

のニーズに応えるために、今年度から子ども未来

部に利用者支援専門員、子育てコンシェルジュと

申すものなんですけれども、本庁と西那須野の支

所の窓口に配置しております。窓口にいらっしゃ

った方がいろいろな保育園の制度とか子育てに関

する悩みとか、それこそ生活に関する悩みとかも

細かなご相談を受けることが可能です。その後、

その相談を受けながら、それぞれの専門の場所を

ご紹介したりも現在しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） フィンランドでは、ネウ

ボラと呼ばれる地域の身近な拠点が妊娠から出産、

子育てまで切れ目なく相談に応じ、必要な支援を

行う体制がつくられていますが、我が国では行政

の窓口や支援体制がばらばらで、各サービス間の

情報、連携も不十分です。母親が妊娠期から身近

な拠点で相談ができ、安心して子どもを産み育て

ることが可能となるような、切れ目のないワンス

トップの相談支援拠点を整備すべきと思うが、本

市の子ども未来部の役割についてお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ワンストップ相談

の子ども未来部の役割ということですけれども、
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本年３月に策定しました子ども・子育て未来プラ

ンにおきましては、妊娠・出産・育児の切れ目の

ない支援を基本的な視点の一つとして挙げており

ます。今後も関係各課との連携のもと、施策の総

合的な推進を図ることで考えておりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 子育て環境の整備を否定

する自治体は一つもないと思います。ぜひ本市と

しても子ども未来部に期待をし、手厚い子育て支

援で定住促進に結びつけていただきたく強く要望

し、⑵についての再質問を終了いたします。 

  続いて、⑶については１点だけ再質問をさせて

いただきます。 

  人口減少克服に向けた効果的な施策の具体的取

り組み、タイムスケジュールについてお伺いしま

す。現時点で結構です。よろしくお願いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 人口減少への効果的な施

策ということでございますが、本市においては人

口減少への対応といたしまして、定住促進計画ま

ち・ひと・しごと総合戦略を策定したところでご

ざいまして、その施策を計画期間の平成31年度ま

でに着実に実施をしていくということがまず必要

だろうというふうに思っております。 

  そうした中で、具体的な一例といたしましては、

先ほど子ども未来部長からありました子育て応援

券の交付事業などが挙げられると思います。また、

それらの施策をいかに発信していくか、ターゲッ

トに対していかに訴求していくかということも求

められるというふうに思っております。キックオ

フイベントに続くプロモーション活動、シティセ

ールス活動を今年度予算の中で実施をしてまいり

たいというふうに考えております。 

  市長がよく定住促進に関しまして、我々は前例

のない取り組みをしようとしているというふうに

言われます。まさに我々が行おうとしているシテ

ィプロモーションの取り組みの多くは前例のない

ものだと思っておりますが、積極的にチャレンジ

をしていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、⑷について再

質問をさせていただきます。 

  本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略は、全

国でも先進的な取り組みの一つとして非常に評価

されているところではありますが、本市が目指す

べき人口の将来展望について、改めてこの将来の

展望をビジョンと認識してよろしいのでしょうか、

その辺もお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 人口将来展望はビジョン

かということでございますけれども、人口の将来

展望、定住促進計画まち・ひと・しごと創生総合

戦略に掲げた人口の将来展望につきましては、人

口ビジョンとして策定したものでございまして、

総合戦略の重点施策７つのＫにつながるものとい

うふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、那須塩原市に

愛着を感じている人の割合を80％以上にする取り

組みについてもお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 愛着度80％ということで、

定住促進にはまず市民の方が市への誇りと愛着を

持っていただくということが必要であろうという

ことから、定住促進計画まち・ひと・しごと創生
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総合戦略の目標の一つとして掲げたところでござ

います。その定住促進計画総合戦略に掲げた重点

施策等の実施によりまして、市民愛着度の目標も

達成できるだろうというふうに思っております。

特にシティプロモーションを市民と一体的に行う

ことによりまして、また市民が地域ポータルサイ

トきらきらホット那須塩原等で市の魅力を自主的

に主体的に発信していただくというようなことで、

愛着度がさらに増していくというふうに思ってお

ります。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 了解をいたしました。 

  それでは、続きまして、⑸について再質問をさ

せていただきます。 

  ５月９日は、松田議員のちょうど結婚式の日で

した。そこで本市が行ったキックオフイベントは

マスコミにも取り上げられ、非常に評価の高いイ

ベントだったと思います。 

  そこで、本市のプロモーション事業については、

ここに来て全国的に評価が高まりつつあり、多く

の注目を集めているように思います。どのような

状況と捉えているのか、お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） シティプロモーションの

状況でございますけれども、シティプロモーショ

ンに本市が取り組んで１年半ぐらいになるわけで

すけれども、この間、東海大学の河井教授のご指

導を受けながら活動を進めているというところで

ございまして、その河井教授が本市の取り組みを

評価されまして、全国発信をされているというよ

うなことでございます。そのことによりまして、

公共プロモーション学会というところでの事例発

表、サンケイリビング新聞社という民間会社の主

催でございますが、シティプロモーションに係る

講演、そして市長が議会開会のときの挨拶で述べ

ました東京大学大学院の伊藤元重教授が代表を務

めます政策分析ネットワークからの講演依頼とい

う形であらわれていると思います。 

  これの高い評価につきましては、ＳＰＡＣの活

動というものが評価されているというふうに思っ

ておりまして、若い職員の活躍、キックオフイベ

ントでもＳＰＡＣを初め若い職員の活躍が非常に

目を引いたところでございますけれども、若い職

員の活躍が本市の魅力の発信の原動力になってい

るというふうに思っております。 

  また、今年度、移住促進センターということで

シティプロモーション課の中に設置をいたしまし

たけれども、そのセンター設置後のいろいろな問

い合わせの状況につきましては、60件を超える問

い合わせがあるというような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 若い職員の活動は、やっ

ぱりキックオフイベントに参加して如実に思いま

した。この辺の職員の評価は、９月の一般質問で

ぜひ総務部長に思い切りぶつけたいと思いますの

で、答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、ただいまありました本市の若手職員

で組織する定住促進実行部隊ＳＰＡＣは、非常に

評価が高く誇りに思います。 

  そこで、今後も継続してもらいたく、ＳＰＡＣ

の今後のさらなる取り組みと本市のＳＰＡＣに対

する支援体制についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） ＳＰＡＣの今後について

ということで、本市が目指す定住促進に向かって

若い職員が組織横断的に集まりまして、みずから

考え、みずから行動していくという姿に、将来の
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那須塩原市の非常に大いに期待が持てるというふ

うに思っております。 

  そうしたＳＰＡＣへの支援の一つとして、ブラ

ンドメッセージ、チャレンジｉｎｇ那須塩原の策

定のときには、庁議への報告また記者会見での発

表をＳＰＡＣにやってもらったということもござ

います。 

  今後、第２、第３のＳＰＡＣを養成しなければ

ならないというふうに思っております。先日６月

４日には、東海大学の河井教授に依頼してプレゼ

ンテーションの研修を行いまして、若い職員60名

以上が集まりまして研修が行われたということで、

このように研修等によりましてモチベーションを

上げていく、そしてみずから企画し実践できる活

躍の場を提供して、適切に評価していくというこ

とが必要だというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ぜひＳＰＡＣには一生懸

命市としてもバックアップをしてもらえれば、ま

すます那須塩原の発展が続くんではないかと思い

ますので、その辺も切にお願いしたいと思います。 

  それでは、⑹の再質問に入りますが、市総合戦

略における４つの基本目標の達成に向け、各種施

策の実施を着実に推進していくため、定住促進に

向けた鍵となる７つのＫ、これを結婚、子育て、

教育、暮らし、交流、広報を軸とし定住促進施策

を展開し、これらを平成31年までに着実に実行す

るとありますが、ＰＤＣＡサイクルによる効果検

証はどのような組織が行うのか、今後の取り組み

についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 総合戦略の検証というこ

とでございますが、これから第２次総合計画の策

定に入っていきたいというふうに考えておりまし

て、まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも記

載しておりますけれども、総合戦略の効果検証、

改定をその第２次総合計画の策定にあわせて行っ

ていきたいというふうに思っておりまして、国が

示しております産業界、大学、金融機関、労働団

体等の関係者が加わって総合計画審議会または庁

内の検討組織等により検証を行っていきたいとい

うふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 前、一般質問でしたこと

があるんですが、部長に、ブランドメッセージで

すね、焼きそばといえば富士宮、ギョーザといえ

ば宇都宮、これみんな名詞なんですが、チャレン

ジというと那須塩原、那須塩原というとチャレン

ジじゃありませんが、こういった動詞なんかをブ

ランドメッセージにしたというのも、恐らく日本

では先駆けだったんじゃないかな、確かに目のつ

けどころは、何でチャレンジｉｎｇなのかなと疑

問にした節もありましたが、部長、ここに来たら

やっと板についてきましたねという感じですよね。

こういった成果も非常に高いと思います。本当に

もうチャレンジというと那須塩原というのが、近

隣の市町初めいろいろなところ、県内では恐らく

１回は耳にしたことがあるんじゃないかな。もち

ろんこれも先進事例ですし、本市が一番最初に、

僕もシティプロモーション、これ３回目ぐらいに

なるんですけれども、河井教授のそういった話を

聞きながら、ここまで構築してきたことは非常に

評価のされるところだと思います。 

  この人口問題をどこよりもいち早く察知し取り

組んだ本市の取り組み、市長の判断はすばらしい

ものがあると思います。首長はもちろん、政治や

行政にかかわる人間にとって、こういう現実を履



－80－ 

修しなかったら、那須塩原市のことは語ることは

できないと思います。 

  近い将来、行政コストの削減のため市内にある

公共施設をたたむ必要があるといった議論になっ

たとき、選挙になれば、たとえ中長期的に無責任

であっても、反対を唱える人が通りやすいという

現実が今はあります。でも、危機感をみんなで共

有したら、こんな未来が予測されているのに何と

無責任なという形で、議員の淘汰が進んでいくの

ではないかと私は思います。那須塩原市、真の自

覚と責任と将来に対する明確なビジョンを持った

人間たちで担われることになると思います。 

  そういう意味で、那須塩原市定住促進計画、那

須塩原市まち・ひと・しごと創生総合戦略を市民

の皆様に浸透させることができることが非常に大

事だと思います。本市の取り組みに大いに期待を

し、この項の質問を終了いたします。 

  ３、投票率の向上に向けた本市の取り組みにつ

いて。 

  ４月に行われた栃木県議会議員選挙は、那須塩

原市、那須町選挙区ともに40％を下回り、特に那

須塩原市では前回の44.10％を下回る38.07％と低

迷をしました。栃木県選挙管理委員会によります

と、県議会議員選挙の投票者総数は58万6,735人、

男性29万2,524人、女性29万4,211人で、投票率は

44.14％、男性44.47％、女性43.82％で、前回

2011年、46.27％に続いて50％を下回り、過去最

低を更新しました。今回の期日前投票者数は４月

４日から11日までの８日間で、前回1.64倍増の11

万6,104人となり、期日前投票が導入されたこれ

までの３回の県議会議員選挙では最多となったも

のの、全体を見ると投票率は低迷したと言えます。

実に有権者の５人中３人近くが投票を棄権した計

算になります。 

  そこで、投票率向上に向けた本市の取り組みに

ついてお伺いします。 

  ⑴この選挙の投票の結果を本市としてどのよう

に捉えているのかお伺いいたします。 

  ⑵今まで本市で実施した投票率向上に向けた取

り組みについてお伺いします。 

  ⑶投票所など選挙に対し市民の皆様から寄せら

れた意見や要望についてお伺いします。また、課

題についてもお伺いします。 

  ⑷今後、本市として投票率向上に向けどのよう

な取り組みをすべきかお伺いします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） それでは、

３の投票率の向上に向けた本市の取り組みについ

て順次お答えいたします。 

  初めに、⑴のこの選挙の投票率の結果を本市と

してどのように捉えているかについてお答えいた

します。 

  このたびの本市における栃木県議会議員選挙の

投票率が前回より約６ポイントも下回る38.07％

であった結果につきましては、大変不名誉な結果

であり、憂慮すべき事態であると重く受けとめて

おります。 

  次に、⑵の今まで本市で実施した投票率向上に

向けた取り組みについてお答えいたします。 

  啓発活動といたしまして、これまでも常時啓発

と選挙時啓発を行っております。 

  常時啓発事業としては、市民、特に若年層の選

挙や政治への参加意識の高揚を図るために、新成

人へのパンフレットの配布、小中高校生を対象と

した明るい選挙ポスター作品の募集に加え、生徒

会の役員選挙の際には、投票箱や投票記載台等を

貸し出し、投票所の臨場感を体験してもらってお
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ります。 

  選挙時啓発としましては、広報紙やホームペー

ジに投票日や投票の資格要件等を掲載し、告示日

には選挙広報チラシを新聞折り込みにして周知を

図っております。また、啓発資材の配付や立て看

板を掲示するとともに、広報車や栃木テレビのデ

ータ放送、みるメールを活用した投票の呼びかけ

などを行っております。 

  次に、⑶の投票所など選挙に対し市民の皆様か

ら寄せられた意見や要望、課題についてお答えい

たします。 

  今回の選挙では、一部の投票所において土足の

ままで投票と車椅子仕様の要望がありました。市

内の投票所には土足で入ることのできない場所が

ありますが、そのような投票所につきましては、

特にご高齢の方のスリッパへの履きかえの負担を

軽減できるよう、入り口に椅子を配置するなどの

対応をいたしました。また、車椅子仕様の要望が

ありました２カ所の投票所には、１台ずつ手配を

しております。 

  課題として挙げるならば、投票所の投票環境を

整備することも、ひいては投票率の向上につなが

るものと考えておりますので、できるだけ不便を

解消、改善し、有権者一人一人に着目した利便性

の向上に努めていかなければならないと考えてお

ります。 

  最後に、⑷の今後、本市として、投票率向上に

向けてどのような取り組みをすべきかについてお

答えいたします。 

  総務省が取りまとめた常時啓発事業のあり方研

究会の最終報告によりますと、これからの選挙啓

発は、政治意識の向上に重点を置き、常に学び続

ける主権者を育てていくことが重要であるとして

おります。 

  本市におきましても、この点を十分認識し、最

も投票率の低いと推計される若年層への啓発活動

の強化策として、若者自身がみずからの体験を通

じて政治意識を向上する機会を提供できるかどう

か先進事例なども研究し、今後とも効果的な選挙

啓発活動を模索しつつ、投票率の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 議員になって７年目にな

りますが、初めて選挙管理委員に質問をさせてい

ただきます。どうか前向きな答弁をお願いしたい

と思います。 

  それでは、⑴から⑶にかけては関連をしており

ますので、一括で再質問をさせていただきます。 

  今回の選挙の投票率の低下についてはさまざま

な原因があると考えられますが、選挙に携わる者

としては当日の天気などは気にするところではあ

りますが、今回の県議会の選挙の投票率の低下は

前もって予想された結果ではなかったか、お伺い

いたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 今回の県

議会の投票率の低下は前もって予測された結果で

はというご質問ですけれども、本市で行われてお

ります近年の各種選挙においての投票率が全体的

にここ低下傾向にあるということから、厳しい状

況であろうとは考えておりましたけれども、期日

前投票期間中の投票者数が前回の県議選の期日前

投票者数と比べて増加をしておりましたので、前

回並みの投票率は今回は、４月の選挙ですね─

も前回並みの投票率は確保できるのかなというふ

うに予想しておりました。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 
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○７番（櫻田貴久議員） 今回の県議会の投票率の

低下について、本市としてはどのようなことが原

因だったのか、改めてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 投票率の

低下の原因というご質問ですけれども、原因を考

えてみますと、１つ、２つというふうに小さいも

のから出てきておりますけれども、やはり最終的

には選挙期間中においての啓発活動ですか、その

手法というか内容がいまいち投票率に結びついて

いないということが考えられますので、その辺が

主な原因ではないかというふうに認識しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） もしかしたら本市の選挙

に対する取り組みが悪いわけではなく、全国的に

投票率の低下に苦しんでいるところではあります

が、本市の選挙に対するコンセプトをお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 選挙に対

するコンセプトということでございますけれども、

やはり選挙に行きやすい、また不便を感じること

がないような投票環境というものがまずコンセプ

トというふうに考えております。今後とも投票し

やすい環境の整備、また選挙に関する情報の提供

の充実に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、今までに本市

が投票率向上に向けた本市ならではの取り組みに

ついてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 本市なら

ではの取り組みというご質問です。 

  本市ならではの代表的な取り組みといたしまし

ては、議員の皆様も目で見ているかと思いますけ

れども、各種選挙の告示日また公示の日に新聞に

折り込みをしているチラシがございます。こちら

については、投票日それから選挙資格要件、それ

と投票所の場所というものを載せたものを新聞折

り込みにしてございます。こちらがこの近隣では

扱っていない、本市独自というものと言えるかと

思います。また、この４月に折り込みをしました

このチラシには、なるべく多くの皆さんの目にと

まるように、小中学生から募集をしました選挙ポ

スターコンクールの作品を表紙に使用してチラシ

を作成してございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、若年層への選

挙や政治への参加意識を図るため、本市ならでは

の取り組みについてもお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 若年層へ

の本市ならではの取り組みというご質問です。 

  本市ならではの取り組みと言えるかどうかちょ

っと疑問がありますけれども、最初のご答弁で申

し上げましたように、啓発ポスターの作品募集、

また児童会や生徒会への役員選挙の際に投票記載

台、投票箱等を貸し出しをして、その体験をして

もらうというようなことを行っております。また、

新成人には選挙のパンフレットを毎年成人式の日

に配布をしております。まだまだ不十分であると
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いうふうに痛感しておりますので、先進事例など

も参考にしながら、今後何らかの方法で若年層の

参加意識を高めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） さまざまな啓発活動が行

われていますが、何とか投票所に足を運んでもら

いたい熱意、熱さを感じないのは私だけかもしれ

ませんが、現場としての課題は何かお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 現場とし

ての課題というご質問になります。 

  選挙期間中の啓発、これはもちろん必要ではあ

りますけれども、ふだんからの啓発がもっと重要

との認識から、常時啓発の手法、内容などを有効

的なものをこれから生み出し、それをまた実践し

ていくということがこれからの課題であるという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） よく市民の皆様も、選挙

の時期になると投票率の話をよくしています。こ

れもまた難しい話で投票率の向上には結びつきま

せんが、市民の皆様から投票率向上に向けての意

見募集などはとってもいいと思いますが、そうい

ったことはどのように考えているかお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 市民の皆

様からの意見募集ということですけれども、各種

選挙の投票率は市民の皆様も注目する内容かと思

います。そういった意味では、市民の皆様の意見

を取り入れることも当然必要になってくるという

ふうに考えております。この点につきましては、

今後、選挙管理委員会の中でも検討してまいりた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） ぜひ検討をしてもらいた

いと思います。 

  また、投票所の減少は投票率の低下につながっ

てはいないか、そこもお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 投票所の

減少が投票率の低下になっていないかということ

ですが、直近の投票所の見直しにつきましては、

昨年、平成26年９月に行っております。その見直

しの後、昨年12月になりますが、衆議院総選挙が

ございました。このときの投票率が国や県の平均

を上回っているという実績を残しておりますので、

投票所を減らしたということが投票率の低下の一

つにはなろうかと思いますが、最終的には直接の

原因にはなっていないというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、今後、投票所

をふやす考えはあるのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 投票所を

ふやす考えはということですが、投票所は、施設

または人員それから費用の問題もありますので、

現時点におきましては投票所をふやすということ

は明言できません。考えておりませんが、例えば
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投票区域の見直しや、またその投票区域内の有権

者数がふえたというような場合、現行の投票所が

手狭になるということになれば増設もあるという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、投票所での高

齢者などの対応は現状できる限り対応していると

いう認識でよろしいのでしょうか、お伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 投票所で

の高齢者などへの対応ということですが、最初の

ご答弁でも申し上げましたとおり、この４月の県

議選の際に、投票所入り口に椅子を配置するとか

車椅子を配置というようなことを実施しておりま

す。そのほか、投票所内で記載ができないという

場合には、もちろんこれは代筆制度というものも

ありますし、期日前投票、以前は投票所の中に入

ってから宣誓書というものを書いてもらうように

なっておりましたけれども、ここ数年前から選挙

の入場券の裏に宣誓書の欄を設けまして、自宅で

この宣誓書を記入できるようにするなどの対応を

少しずつ図っております。現時点でできることは

一つ一つ解消してきているかと思いますので、今

のところ十分ではないかもしれませんけれども、

対応はしているというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 投票所の環境改善は、市

民の皆様から出ている課題にはスピーディーに対

応してもらいたく要望をいたします。 

  しかし、会場が静か過ぎる、書く音が気になる

など、いろいろな声を聞きます。一つ一つ丁寧に

解決をしてもらうことも強く要望しますが、そう

いった課題にどう対応していくのか、対処法につ

いてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 投票所の

環境改善ということですけれども、誰もが投票し

やすい環境づくりとの観点から、市民の皆様から

要望があった内容につきましては、対応可能なも

のでありましたら、今後もでき得る限り解消・改

善に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、ここで期日前

の投票所を商業施設などでもできるようにしてみ

てはどうかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 商業施設

などでの期日前投票所ということですけれども、

この４月に行われました栃木県議会議員選挙にお

きまして、栃木市がショッピングセンターに期日

前投票所を開設したというふうに新聞でも大きく

取り上げられております。身近なところで非常に

いい例が出てきましたので、人員とか費用、また

セキュリティーというような問題もありますけれ

ども、今後の中で検討してまいりたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） なぜなら、今まで選挙に

行かなかった人がもしかすると選挙に行くかもし

れないという期待を込めて、これも検討してもら

いたいと思います。 
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  それでは、期日前投票も前に比べたら非常に簡

単になり、投票もしやすくなったと思いますが、

さらなる取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 期日前投

票においてのさらなる取り組みということですけ

れども、現在、期日前投票につきましては、本庁

それと西那須、塩原支所、それとハロープラザと

いうことで４カ所で実施しております。この４カ

所とも、投票所としての環境は特に問題はないの

かなというふうに考えております。 

  先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、誰

もが投票しやすいということを基本に考えますと、

やはり期日前投票所のさらに有効な場所への増設

も視野に入れて、今後検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、選挙の投票率

向上のためにできることは何か、お伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 投票率向

上のためにできることは何かということですけれ

ども、やはり選挙投票率、やはり啓発活動が投票

率を上げるための重要な方策だと言われておりま

すので、投票率向上のために効果的な啓発手法を

考えまして、一つ一つ実践していくことだという

ふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、⑷について再

質問をさせていただきます。 

  本市の選挙についての考え、投票率の向上の取

り組みについての現状は把握できますが、この投

票率の向上に向けての取り組みは本市のみならず、

政治家、私ども議員にも責任があると思うことか

ら、開かれた議会を目指す本市議会とも連携をし

てみてはどうかお伺いします。 

  また、本市の選挙管理委員会も全国で投票率の

向上に向けた取り組みを実施している県や市はあ

ると思うが、参考にしてみてはどうかお伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 市議会と

の連携、それと全国での取り組みを参考にしてみ

てはというようなご質問ですけれども、投票率の

向上につきましては、選挙管理委員会だけではな

く、議員や市民の方々の協力を得ることが何より

大きな効果があらわれるものと考えております。

議員の皆様には、議員活動を行う上で収集しまし

た全国各地の効果的な事例がございましたら、ぜ

ひともそういった情報を私どものほうにご提供を

よろしくお願い申し上げたいと思います。 

  なお、県内の14の市で組織いたします栃木県市

選挙管理委員会連合会におきましても、毎年、先

進市の事例を研修しております。今後も機会を捉

え、よい事例があれば積極的に取り入れていきた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、市民が利用し

やすい、参加しやすい選挙について、本市のさら

なる取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 参加しや
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すい選挙へのさらなる取り組みというご質問です。 

  今後とも期日前投票所や当日投票所において、

投票しやすい環境の整備と選挙期日や候補者等々

の選挙に関する情報の充実に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、本市の有望な

若手職員で投票率向上チームを結成してみてはど

うか、その辺もお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 本市の若

手職員からのチーム結成ということですけれども、

選挙について投票行動の一番問題となっている若

年層ということを考えますと、若い人から意見を

聞くことはとても有益なことだというふうに考え

ております。 

  今後、何らかの手法で若い人の意見を吸い上げ

る場を設けることができないか、検討したいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） それでは、最後に、次期

市長選に向けての投票率の向上に向けてどのよう

な取り組みをするのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（会田裕司） 次期選挙

に向けての投票率向上に向けての取り組みという

ご質問ですけれども、繰り返しになりますが、投

票所における投票しやすい環境の整備と選挙期日

や候補者等々の選挙に関する情報の提供ですか、

これらの充実に努めることはもちろんでございま

すが、加えて新しい試みとして、投票率が低迷し

ている若年層への働きかけを新たに模索しながら、

投票率の向上に努めてまいりたいというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） ７番、櫻田貴久議員。 

○７番（櫻田貴久議員） 答弁いろいろありがとう

ございました。ぜひ投票率の向上に前向きに取り

組んでもらいたく思います。そして、12月20日、

27日は市長選がありますので、その辺の取り組み

もぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  もしかして投票率の低下の原因は、選挙制度に

あるんではないでしょうか。また、単純に選挙に

対する関心の低下、シルバーデモクラシーの台頭、

私１人が投票しても何も変わらないといった、は

なから諦めている人の増加など、ほかにも考えら

れる理由は幾つもあります。また、若者が自由時

間を確保しているということも、投票日は日曜日

であるため、遊ぶ時間に充てている人も多いとい

うことでもあると思います。 

  住民であることに負託することは、一般的に行

政サービスを享受すること、税を支払うこと、選

挙権を行使することが生活に直接関係することで

はないでしょうか。選挙権は、どの自治体に所属

し、どの政策形成過程に賛成権を持つのかという

のが選挙権の本質だとするなら、所属する地域の

人々の権利を守ることが私たち議員の務めであり、

その権利とは行政サービスを受ける権利にとどま

らず、生存権に関するものだと思います。ぜひ、

投票に行くという姿勢が国のため、那須塩原市の

ためになるということをわかっていただけるよう

に、皆様とともに努力をすることが大切だと思い

ます。ぜひ投票率の向上に積極的に取り組んでい

きましょう。よろしくお願いいたします。 

  これで私の市政一般質問を終了させていただき

ます。 
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○議長（中村芳隆議員） 以上で、７番、櫻田貴久

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 藤 村 由美子 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、１番、藤村由美子

議員。 

○１番（藤村由美子議員） １番、藤村由美子です。

通告に従い一般質問を行います。 

  １、那須塩原駅前の都市計画と公共交通整備に

ついて。 

  本年３月に新庁舎建設基本構想が策定され、那

須塩原駅周辺地区における都市再生整備計画が平

成29年１月策定をめどに那須塩原市立地適正化計

画が平成30年３月決定をめどに進められるという

スケジュールも発表されました。私は、これまで

の一般質問で都市計画の中でバス路線などの公共

交通を総合的に考えてほしいと繰り返しお願いし

てきました。西那須野駅前整備、黒磯駅周辺整備

に続いてのこれらの一連の計画は、人の流れを創

出し、人の動線を大きく変え、那須塩原市として

は後世に残る大規模な都市計画になることから、

改めてお伺いいします。 

  ⑴新庁舎建設計画、那須塩原駅周辺地区都市再

生整備計画、那須塩原市立地適正化計画の中で、

公共交通網の整備はどの部署でどのように考えら

れるのか、お伺いします。 

  ⑵地域公共交通会議の開催実績とその内容につ

いてお伺いします。 

  ⑶民間のバス会社やタクシー会社と現在どのよ

うにかかわっているか、また今後の長期的展望に

ついてお伺いします。 

  ⑷都市計画において人の流れの創出とその動線

を描くことは必要不可欠であることから、市の企

業誘致戦略がかかわるのかどうかお伺いします。 

  お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 藤村議員の質問にお答えい

たします。 

  初めに、⑴の新庁舎建設計画、那須塩原駅周辺

地区都市再生整備計画、立地適正化計画の中で、

公共交通の整備はどの部署でどのように考えられ

ているのかについて、まずお答えいたします。 

  本市では、新庁舎建設計画を初め、黒磯駅や那

須塩原駅周辺地区の都市再生整備計画等さまざま

な計画により整備を進めております。特に今年度

から策定する立地適正化計画では、人口の急速な

減少と高齢化を背景に、持続的な都市経営を行い、

高齢者や子育て世代の安心で快適な生活環境を実

現するため、都市全体の構造を見直すコンパクト

シティ・プラス・ネットワークの考えで進めるこ

とが重要であります。医療、福祉、商業施設等が

まとまって立地し、公共交通によりこれらの施設

等にアクセスできるなど、計画策定にはさまざま

な方面との調整が必要となります。公共交通の担

当は生活環境部ですが、立地適正化計画担当の建

設部と密接な連携を図りながら計画の検討をして

いかなければならないと考えております。 

  次に、⑵の地域公共交通会議の開催実績とその
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内容についてもお答えいたします。 

  地域公共交通会議とは、地域住民の交通の利便

性の確保、向上に寄与するために地域バスの運行

について協議をしていくもので、平成26年度は４

回実施しております。会議の内容は、平成25年10

月から再編し、新たにスタートした「ゆ～バス」

及び「予約ワゴンバス」の運行経路等について、

利用の実態や要望等を踏まえ、試行期間の中で行

う見直し方針の検討がその内容の主なものであり

ました。 

  次に、⑶の民間のバス会社やタクシー会社との

かかわり、今後の長期的展望についてもお答えい

たします。 

  民間のバス会社２社、タクシー会社６社と地域

運行事業の協定を締結し、地域バス運行会議を定

例的に開催して、運行状況の確認等を行っており

ます。また、市民の日常生活に必要な交通手段と

して市内の乗り合いバス路線の確保を図るため、

民間のバス会社２社に国及び県と協調して事業費

の補助を行っております。 

  長期的展望につきましては、今後、那須地域定

住自立圏構想を踏まえた圏域における公共交通の

事業を調査し、広域的公共交通を研究していく中

で、地域における望ましい公共交通のあり方を具

体的に検討していきたいと考えております。 

  ⑷の都市計画における人の流れの創出や動線と

企業誘致戦略がかかわるのかについてもお答えい

たします。 

  今年度から策定を予定している立地適正化計画

では、公共交通でアクセスする医療、福祉、教育

施設等の生活に欠かせない施設のほか、魅力ある

商業施設等も核となる施設であることから、商業

関連企業など民間企業等の誘導も重要な要素と捉

えておりますので、関係課で十分に調整を図って

いきたいと考えております。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 市長、ご答弁ありがと

うございました。 

  では、関連しておりますので一括して再質問さ

せていただきます。 

  今まで、私は、都市計画と公共交通を一体のも

として考えていただけないかということをこの場

で何回かお願いしてきましたが、その願いが市を

飛び越えて国のほうに先に届いたようで、立地適

正化計画の中で公共交通も一緒に考えなくてはな

らないという縛りをつけて、国から計画がおりて

きたということは、遠回りしたとはいえ、やっと

理想的な方向に進むことがわかり、私もほっとし

ています。 

  公共交通と都市計画は、切っても切れないもの

です。今まで都市計画を考える建設部門と公共交

通を担当する生活課が連携をとっていたとはいえ、

一体的に計画をしていたわけではありませんので、

どうしても公共交通が後づけになっていました。

そのために路線の中でバス停に適した安全な場所

が確保できなかったり、点在して開発された住宅

地と各施設を公共交通で効率的に結ぶことができ

ず、バスの利用が伸びなかったりという現状にな

っています。これは、地域住民にとっても公共交

通を担う民間会社にとっても、そして市の財政に

とってもとても残念なことです。 

  今後は、一体的に計画されるということですが、

具体的にどのような手順を踏んでいくことになる

のでしょうか、お聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問にお答

えいたします。 

  立地適正化計画を簡単にご説明いたしますと、
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これまでは人口増加を背景に、市街地の拡大要求

に応えるスタンスをとってきました。郊外に延び

る市街地への道路網を拡大し、その結果、中心市

街地の空洞化を招いておりました。 

  しかし、人口減少、高齢化が明らかになった現

在、限られた財源・資源で持続可能な都市経営を

するため、最も有力な都市像がコンパクトシティ

ーであります。コンパクトシティーは、郊外へ延

びる市街化要求から内向きの動き、いわゆるベク

トルを喚起するような都市型の活性化施策によっ

て、行政、住民、民間事業者が一体となって進め

るまちづくりであります。 

  これらを進めるために、まず庁内検討会議の設

置をいたしまして、検討調整を市役所内全般にわ

たるために、庁内の関係する23課25係となります

が、その係でもって構成をいたしまして検討を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

  それから、これにつきましては来年度以降にな

りますが、都市再生協議会という都市再生特別措

置法に基づく外部組織も定めまして、それらと両

輪で、庁内検討会議との両輪で検討を進めたいと

いうふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 手順についてお答えい

ただきました。 

  今年度、庁内検討会議を設置するということで

すが、この中で現状と課題の整理が行われると思

うのですが、これは大変重要だと思います。国土

交通省の資料を見ましても、都市の現状を把握し、

方針の検討、将来の展望が重要だとしています。

現時点で公共交通を担当する生活課において、地

域公共交通会議が開かれています。この地域公共

交通会議の開催実績と内容について先ほどお答え

いただきましたが、会議の中で検討されている重

要な検討課題は何でしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 公共交通を担当して

いますのは生活環境部ですので、私のほうからお

答えいたします。 

  先ほど市長のほうからお答えいたしましたよう

に、26年度４回ほど実施しております。４月、７

月、１月、３月と実施でございましたが、これに

つきましては、平成25年10月に再編成いたしまし

た地域バス、これがちょうど２年間という試行期

間がございます。その検証、検討、そして見直し

ということが一番の重要な内容でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 具体的な課題は何かあ

りましたら教えてください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 具体的には、今申し

上げましたその中で、当初20必要とされておりま

す路線の中で、どうしても使用する乗降客の中で

顧客がない、いわゆる皆無に近い状態の部分、ま

た逆にこの便については必要とされ、さらに路線

数なり停留所が必要である、そのようないろいろ

な事業運行者が直に乗降客から聞いた声、そうい

うものを持ち合わせまして見直しというふうにか

かっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 乗降があるところとな

いところ、ニーズのあるところないところ、その

ような見直しが必要だということだと思いますが、

これらの検討課題は今後どのように解決へと結び

つけていくのでしょうか、お聞かせください。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 今、既に見直しをか

けていたものにつきましては、２年間という検証

期間がございますので、これにつきましては今年

の10月ということを目途に見直しのほうを進めて

まいりました。それで、必要な事項につきまして、

この５月に今年度第１回目の公共交通会議を開催

いたしまして、市の方針としてある程度、市では

ない、この公共交通会議の結論という形で一度位

置づけしております。これにつきましては、それ

を合意という形になりますけれども、それをもっ

て各事業運行者が、今度、関東運輸局のほうに許

可申請、見直しの申請という形の手続を経まして、

この秋には運行という形になっています。まだ決

定ではございませんので、見込み方針という形に

はなりますけれども、10月、いわゆる２年期間で

すと10月という形になりますが、極力いち早く少

しでも早くという形なんで、現在のところは９月

に見直した路線の運行ができるような形で現在の

ところは進めております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 先ほど⑶で、地域公共

交通会議のメンバーでもあると思うんですが、民

間バスやタクシー会社とのかかわり方についてお

答えいただきました。事業費の補助とかを行って

いるということで、財政面で国・県・市が補助金

を交付して、路線を維持してもらっているという

ことがわかりました。補助金なしでは、地域住民

の足は確保されないということだと思います。互

いに厳しい財政状況の中、公共という重い責務を

担い、運命共同体とも言える行政と民間事業者、

地域の路線を維持するためにこれまでどのように

協議を行ってきたのですか。地域公共交通会議以

外に個別に話し合いの場を持ってきたのでしょう

か。先ほど定例運行会議とおっしゃっていたのが

それに当たるのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 先ほど私が申し上げ

ましたのは、地域公共交通会議ということで行わ

れておりますが、そのほかに地域路線バス会議、

そういったものが毎月定例で、定例というか、毎

月行われております。バス事業運行者と市の担当

のほうで、それらの部分、諸問題等々につきまし

て会議を開催しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 合併して那須塩原市は

大変広くなりました。新しい道路もできています。

今まで路線バスを運営する民間事業者に対して新

たな路線を開発してもらうよう、経営努力や改善

をお願いした経過はあったのでしょうか、お伺い

します。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） 経営改善という表現

の中に適切なのかどうかわかりませんけれども、

常にその改善については、会議の基礎としまして

は現状維持がそれで満足という部分ではなく、幾

らかでもサービスの向上なり、そういった提供な

り、またそれ以外に身近にある許可を必要とせず

に改正ができること、また市と業者とのかかわり

の中で利用者のサービス向上につながること、そ

ういうものについての話し合いはそれぞれになさ

れています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 了解いたしました。 
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  補助金を出して路線を維持してもらっている形

がベストなのか、今後検討が必要だと思います。 

  また、那須塩原駅前を整備するに当たっては、

公共交通機関の乗り入れるスペースもデザインし

なくてはなりません。しかし、その公共交通が今

後どこに向かってどのくらい人を運ぶのか定まっ

ていなければ、全体のボリュームがわかりません

のでデザインしようがありません。まさか現状の

ままとりあえず考えるということは、立地適正化

計画の中ではあり得ないことです。今後、地域の

公共交通はどのようなあり方が望ましいのか、市

と民間事業者はともにしっかり検討し、当然長期

的な展望を共有すべきと考えますが、現時点であ

る程度の方向性は見えているのでしょうか、お伺

いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問ですが、

まず、コンパクトシティーということで立地適正

化計画を立てるわけですけれども、駅などの拠点

に一極集中させるのではなく、例えば旧役場周辺

等の生活拠点を含めました多極ネットワーク型の

コンパクト化を目指しております。そこでキーワ

ードとなりますのが、都市計画と公共交通の一体

化であります。駅などを中心とした都市機能誘導

区域と周辺の居住誘導区域を結ぶ市域交通の再編

は、立地適正化計画の柱の一つでありますので、

そういったことを踏まえまして、今後、計画策定

の中で十分に検討してまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 本来、公共交通の要と

なる企業が宅地開発を手がけますと、人口を把握

して計画的な公共交通網ができるのですが、今ま

で開発が一体的に行われてこなかったため、無秩

序な開発により、思い思いに開発された住宅地が

あちらこちらに点在している、いわゆるスプロー

ル化した状態です。その上に公共施設も合併した

結果、３つずつ残っているわけですから、人の流

れも無秩序にならざるを得ません。しかも長く続

いた車社会の負の遺産として、公共交通に対して

非常に関心が低い地域性でもあります。 

  少子・高齢化が進み、現役世代が少なくなれば、

税収が少なくなることは当然、補助金の財源がな

くなればバス路線は維持できなくなります。住民

が高齢化し、車を維持できない人がふえてくれば、

市民の多くが体は元気でも交通弱者になってしま

います。福祉的な施策で支えなくてはならない問

題以前に、多くの市民の日常の問題として、公共

交通とは何なのか掘り下げて考えなくてはなりま

せん。この部分で市が考える未来像と民間事業者

の理念と、そして住民の思いが一致しなくては公

共交通は成り立たないのではないでしょうか。 

  改めて、今後、民間事業者や市民とどのような

形で協議を続けるのかお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 先ほどの答弁とまた関連

するかもしれませんが、立地適正化計画では、医

療、福祉、施設、商業施設や住居等がまとまって

立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通に

より、これらの生活利便施設等にアクセスできる

など、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を

見直しまして、コンパクトシティ・プラス・ネッ

トワークの考え方で進めることが大変重要である

とされておりますことから、将来の公共交通等に

つきましては、地域の実情なども十分考慮しまし

て検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 先ほどご説明のありま

した都市再生協議会というのは、これは事業者や

住民も入るのですか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 都市再生協議会の関係で

すが、これは都市再生特別措置法によりまして、

外部組織としてこれを組織するというふうに決め

られているものでありまして、この構成は、まず

県ですね、それから商工会、公共交通事業者、自

治会等の関係団体で構成するということになって

おりますが、この詳しい構成メンバーにつきまし

ては、今後、立ち上げる際に十分に調整を図って

いきたいと思いますが、これらを設置しまして、

先ほども申しましたように、庁内検討会との両輪

でこの適正化計画の策定に当たっては検討を十分

に進めるということになっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 庁内検討会議とこの都

市再生協議会が両輪となってということですが、

これは、これまでの地域公共交通会議にとってか

わるものと思ってよろしいのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（渡邊秀樹） ただいま建設部長が

お答えしましたその会議と地域公共交通会議とは、

また別の組織という形になります。地域公共交通

会議につきましては、あくまで公共交通のあり方

について、またそれに関する、それに類似する、

またそれに関連するその他諸問題につきまして吸

い上げる部分でございますので、その会議につき

ましては両方で両立するというふうにお考えいた

だきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 先ほど両輪というお答

えでしたが、三輪車のようになるのかなという形

に受けとめましたが、都市計画の中で非常に難し

く重い判断を担うこの公共交通について、担当部

署や組織のあり方は今後検討されるのでしょうか、

お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問でござ

いますが、先ほど市長も医療、福祉、商業施設等

がまとまって立地するというご答弁を申し上げま

したが、この計画策定のために設置予定の庁内検

討委員会は、先ほど申し上げましたように、23課

25係に及び、その全ての課が密接に連携しなけれ

ば現実不可能であります。また、国土交通省でも

時間軸を持ったアクションプランと位置づけまし

て、相当長期間の遠大な計画であると認めており

ます。今回の計画策定では、関係する部署間にお

きまして計画内容等について検討、調整を行うも

のであります。組織の検討を行うものではないこ

とから、現時点で公共交通担当をどちらに加える

というような、建設部門に加えるのかというよう

な組織改編の想定までは現在のところしておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） この27年度中に現状と

課題の整理、そのほか立地適正化計画では都市機

能の誘導などのゾーニング、あと誘導施設の検討

など、たくさんやらなくてはならないことがある

ようなんですが、23部門25係、皆さん連携なさる

ということですが、１年間で連携をとりながら間

に合うのでしょうか、お伺いします。 
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○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問ですが、

まず、確かに23課25係ということで庁内の大部分

の課にまたがるということであります。これは、

いずれの課もそういった関係する部署については、

この立地適正化計画を立てる上で十分に検討が必

要だということから、この23課ということでお願

いをしているところであります。この庁内検討会

につきましては、27年度には３回程度の会議の開

催を考えておりまして、まず今年度の第１回目に

つきましては、今のところ大体７月の中旬ぐらい

までの間に１回目を開催いたしまして、そこで計

画策定の趣旨の説明ですとか、業務委託の手法の

説明などを行う予定でおります。第２回目につき

ましては、10月から11月ごろになる予定でありま

すが、市のさまざまな計画、他の部署でいろいろ

な部署で持っております計画との整合性の確認を

行う予定であります。第３回目につきましては、

３月中旬ごろを予定しているところでありますが、

そこで立地適正化計画素案の確認を行いたいとい

うふうに考えておりまして、今年度中にその辺ま

で進められるものというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 公共交通は、人を運ぶ

ことが目的です。人がどこかに住み、どこかへ通

う、そうして人の流れができるわけです。どこか

らどこへ人を運ぶのか、都市計画とはまさにそれ

を最初に考えて配置することだと私は思います。

残念ながら、那須塩原市の都市計画では今までそ

れができていなかったのではないでしょうか。自

然発生的に住宅があちこちできるがまま放置して

きた結果として、今となっては、どこからどこへ

人を運んでいいのか、手がつけられない状態にな

ってしまったのではないでしょうか。 

  ここで新たな問題が浮上しています。定住促進

を推し進めたい那須塩原市は、新たに移住しよう

と思う人々にどこに住んでもらいたいと考えてい

るのでしょうか。次世代に残す都市計画を今しっ

かり描かないと、問題はさらに深刻化します。都

市計画は、後づけではできません。何十年も先を

見越して未来のまちをしっかり描き切らなくては

いけないのです。どこに、どれくらいの人が住め

る住宅地を開発し、その人々がどこに通うのか、

その動線にはどのような公共交通網が必要で、そ

の動線の中にどのような施設が必要なのか、それ

を全て考えるのが都市計画であり、それを考える

のが今を生きる私たちの責任です。 

  例えば、那須塩原駅周辺に足りないものは何で

しょうか。都市計画の観点から人の流れを創出し、

市の中心に位置する駅前を都市の核とするために、

那須塩原駅に必要なものは何だと市は認識されて

いますか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問ですが、

那須塩原駅前に足りないものということでありま

すが、那須塩原駅前は区画整理が現在済んでおり

まして、都市施設として受け入れる施設としては

もう整備が済んでおりますので、ここに住んでい

ただける人を呼び込まなければならないというふ

うに考えておりますが、その呼び込むための核と

なるものが今現在ありません。ご存じのように、

駐車場等の未利用の土地がかなり多く存在してい

るということから、そういったものも含めまして

核となる施設等ができることによって、人がそち

らのほうに住んだり集まったりしてもらえるもの

というふうに思っております。 

  その一つには、市の庁舎なんかもそういったも
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のの一つになるのではないかなというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 核となる施設が本当に

必要だと思います。東京都内から新幹線で１時間

という好立地と風光明媚な観光地のお膝下である

ことを生かして、私は、那須塩原駅周辺には大き

な全国的な会議などを開催できるコンベンション

ホールや、そのために来られた方を収容できる規

模のホテルなどがあるといいと思っています。今

ある施設だけでは現時点では目いっぱいで、これ

以上の集客は望めません。せっかく視察やビジネ

スでたくさんの方が訪れてくださるのに素通りさ

れたのでは、大変もったいないです。 

  また、先日の議会報告会で行われた意見交換会

の中で、地元市民の方々から、駅の西側は観光、

東側は学生など、テーマを決めて開発してはどう

だろうという意見がありました。観光だけではな

く、通勤通学で駅を利用する若い方が駅にとどま

って楽しんでもらえる商業施設整備は、新幹線が

とまる大きな駅前としては最低条件と考えます。

もちろんＪＲに継続して協力を求めていくことも

必要だと思います。また、新幹線の駅前には国や

県の出先機関があると便利ですし、都心と比べて

破格の家賃で新たな創業者を招き入れるビジネス

インキュベーション施設があってもいいと思いま

す。 

  先ほどの回答で、企業誘致は今までほかの方の

質問だったと思うんですけれども、サテライトオ

フィスなどが考えられているとのことでしたが、

このような駅周辺の開発には、駅前の地権者や地

元企業だけでは単独で踏み出せない大きな投資が

必要です。魅力的な駅前にするために、企業誘致

戦略も一体的にかかわるべきではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 私にとって、大変耳の痛い

質問だと思っています。というのも、新幹線がも

う走って30年、区画整理はできましたが、今の質

問の観点から、徹底していいまちをつくっていこ

うと、どうもその気力に地域全体が欠けていたの

ではないかと、こういうことを私個人としては常

に思っておりました。 

  そこで、今言った国際会議、コンベンション、

こういうものもイメージとしてあったわけですが、

実はふるさと応援隊の君島会長さん、塩原の出身

で…… 

〔「大島」と言う人あり〕 

○市長（阿久津憲二） 大島、ああ、そう、ごっち

ゃになりました。大島会長さん、ハワイのプリン

スの総支配人を務めた方で、ホテル関係者に非常

に顔の広い方でありますので、個人的にもあるい

は市の幹部を交えて、私、何でお手伝いしたらい

いのと言うんで、新幹線の駅前に大型でなくてい

いと、中型のホテル、プリンスでなくても関係な

いんで、その人脈を使って何とかしてくれと、市

役所も建設の予定があると、こういうようなお話

を二、三度直接お願いをしていると、こういうよ

うな経過をたどっています。思わぬところから５

月７日に私のところを訪ねてみえた方が、150人

規模のホテルを建てたいと、こういうお話も現実

として出ておりますので、今言ったお話が一挙に

解決に向かうとはちょっと思っていないんですが、

何とか市単独の力ではどうしようもない。何で西

郷が発展してここがだめなんだと、発展というよ

りは駅前がきちっとしているんだと言うけれども、

あそこはもう福島交通の大きな買収があって一体

的に進めたんで、駅前が非常ににぎやかになって
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いる。ここはよその資本はほとんど入っておりま

せんので、できればこれからということになるん

だろうと思います。やっぱり相当の決意を持って、

人の力を借りながらいいまちつくると、虫がいい

話かもしれませんが、そのことを非常に意識をし

て、今、この市としての外交戦略も練って進めて

いる最中と理解をしていただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 市長、ありがとうござ

いました。 

  150人規模のホテルのお話があるということは

初耳でしたので、明るい話題だと思います。今ま

でたまたま区画整理だけで、あとはほとんど手つ

かずであった那須塩原駅前周辺地域を今大きく変

えるチャンスをつかんでいます。市役所にとって

も職員にとっても、これほど大きな規模の都市計

画にかかわれることは、そうはないはずです。次

世代のために衆知を集めて、しっかりと未来のま

ちを描くことが必要です。庁内の検討会議を設置

されるとのことですが、ほかの仕事をしながら必

要なときに随時集まるというのではなく、それこ

そシティプロモーションのように、毎日都市計画

だけに専念できる精鋭チームを置いて、必要に応

じてそれぞれが各部署に散らばって連携するぐら

いにしていただかなくては、この立地適正化計画

は本来の目的を達成するのが難しいのではないか

と私は思います。早急な組織改編もしくは専任の

担当チームを編成することが必要だと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 私から答弁をさせていただ

きます。 

  議員ご承知のとおり、さまざまな計画を、今、

那須塩原市として策定をしております。建設部だ

けでも先ほど部長が申し上げました黒磯駅前、那

須塩原市駅前、そして立地適正化計画、それから

昨年度つくりました景観形成ですね、そういった

もの、看板の制限とかそういったものもございま

す。その中で、組織についてはやはり全体のバラ

ンスがございますので、可能な限り専門の業者さ

んに委託をする形で、職員としての要するに負担

を減らすというふうなことはしております。今回

のこの立地適正化計画につきましても、その計画

策定のノウハウをしっかりと持っている、専門知

識を持っているところにその専門家としての部分

を担っていただくというふうな考えはございます

が、やはりそれぞれの市で仕事を担っている部分

からの意見というのがそこに反映されなくては、

先ほど藤村議員がおっしゃったようなことの実現

というのは難しいと思いますので、やはりその部

分については、それぞれの役割をしっかり果たし

ていく中で計画をつくっていくと、そのときには

やはり外部の例えば地域公共交通会議などからも

しっかりと意見をいただきながら、計画の策定に

それを反映していくことで、より住んでよかった

と思える那須塩原市にするための計画策定という

ふうになります。ですので、組織を見直してとい

うふうなことについては、現在のところは考えて

はいないというふうな状況でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 副市長もご答弁ありが

とうございます。 

  都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や

民間事業団体が一体となって、コンパクトなまち

づくりに取り組むよう、立地適正化計画が国から

おりてきたタイミングがちょうど那須塩原駅周辺

地区における都市再生整備計画と新庁舎建設計画

の時期と重なったのは、偶然なのか必然なのかわ
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かりません。ただ、この法改正は、これまでの都

市計画マスタープランだけでは到底コンパクトシ

ティーの実現は無理だろうという現状への警鐘だ

と思います。計画策定にとりかかるこれからの３

年が、市の将来像を決める正念場です。ぜひ組織

を改編するのは難しいとおっしゃっていましたが、

突き抜けた専任チームを編成していただいて、那

須塩原市が当市のみならず県北の地域の核として

発展するよう、公共交通のあり方を含めてしっか

り計画を進めていただくようお願いして、１の質

問を終わりにいたします。 

  ２、子育て支援の施策について。 

  本年４月１日に子ども未来部が創設されました。

定住促進を推進するに当たり、人口の減らないま

ちづくりを進めるためにも、若い世代に対する当

市の魅力発信が鍵となります。那須塩原市で子育

てすることのメリットをアピールするには、誰に

もわかりやすい、子どもに優しい施策が求められ

ます。子ども未来部とは、子どもの未来を見据え

ての施策を市として強化したいと考えている強い

意思のあらわれだと思いますので、お伺いします。 

  ⑴子ども未来部が創設されて、市は子どもへの

施策を市全体の将来展望の中で、どのような位置

づけで考えているのかお伺いします。 

  ⑵定住促進を推進したい市として、強烈にアピ

ールできる新たな子育て支援施策を考えているの

かお伺いします。 

  ⑶特に幼児期の子どもの運動能力やコミュニケ

ーション能力を育むために、どのような遊び場が

必要だと考えているかお伺いします。 

  ⑷子育て支援には、子育て相談、イベントや子

育てサロンの開催、予防接種のお知らせなどさま

ざまな情報発信が必要ですが、どのように情報発

信しているのかお伺いします。 

  ⑸さまざまな情報を体系的に管理し、子どもの

月齢別にターゲットを絞って配信することが情報

を伝達する上で非常に効果的であると考えますが、

このような「子育てメール」の導入について市の

考えをお伺いします。 

  お願いします。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） それでは、２の子

育て支援の施策について順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の子どもへの施策を市全体の将来展

望の中でどのような位置づけで考えているかにつ

いてお答えいたします。 

  現在、本市では次代を担っていく子どもたちが

健やかに心豊かに成長し、このまちに生まれてよ

かった、住んでよかったと感じることができるこ

とを目指して、子育て支援の施策に取り組んでお

ります。これにより将来、その子どもたちが自立

した人となり、活力ある那須塩原市を維持してい

くことにつながるものと考えております。 

  次に、⑵の新たな子育て支援施策についてお答

えいたします。 

  未来を開く子どもたちの健やかな成長と、誰も

が子どもを安心して産み、育てることができる社

会を実現するために、市長部局と教育部局が所管

する子育て施策を一元化し、さらに連携を深め、

子育て支援に質の高いサービスの提供を担う目的

で、本年４月に子ども未来部を創設いたしました。 

  新たな子育て支援施策としては、発達に課題が

ある児童等に対し、成長の過程に応じた個別の支

援を切れ目のない総合的な支援とするため、教育

委員会との連携のもと、発達支援システムの構築

を進めております。 

  また、本年３月に策定した子ども・子育て未来

プランの基本方針の一つである、子育てを地域で
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支える意識づくりの地域における支援サービスの

充実の施策の中の新たな事業として、子育て応援

券の交付を開始いたします。この券を利用するこ

とで、子育て家庭の子育てに関する負担の軽減を

図るとともに、子育て世帯の社会と地域との交流

も目指しております。 

  次に、⑶の遊び場についてお答えいたします。 

  幼児期において体を動かす遊びを中心とした身

体活動を十分に行うことは、基本的な動きを身に

つけるだけではなく、コミュニケーション能力の

発達を促し、生涯にわたって健康を維持するため

に大切なことであると考えます。 

  本市で取り組んでいる子育てサロンは、保護者

と子どもたちがおもちゃで遊んだり、ほかの親子

と交流を図ることができる事業で、いきいきふれ

あいセンターなどの広い空間で実施しており、平

成26年度中に延べ１万4,155人の方が利用してお

ります。 

  次に、⑷の子育て支援に関してどのように情報

発信しているかについてお答えいたします。 

  子育て相談、イベントや子育てサロンの開催、

予防接種のお知らせ等、子育てに関する情報につ

いては、広報なすしおばら及び市ホームページで

お知らせしているほか、リーフレット等を作成し、

窓口等で配布しております。さらに、本年度から

子育てコンシェルジュを配置し、子育て家庭のニ

ーズや状況を伺い、それに合った子育て支援サー

ビスに関する情報を提供しております。 

  なお、子どもの予防接種につきましては、接種

時期に合わせて接種勧奨通知を対象児の保護者へ

送付しており、市の乳幼児健診の際には保健師が

接種状況の確認を行い、相談に応じております。 

  最後に、⑸の「子育てメール」の導入について

お答えいたします。 

  子どもの月齢別にターゲットを絞って情報を発

信することは、子育て家庭に必要な情報を伝達す

る上で効果的であると認識しております。既に子

育てメールを配信している自治体がありますので、

他自治体の状況を調査してまいりたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５８分 

 

再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ご答弁いただきました

ので、まず⑴について再質問を行います。 

  当市の施策の中で子どもの位置ということなん

ですけれども、大切だということはよくわかるん

ですが、相対的な位置が余りよくわかりません。

４月に姉妹都市である滑川市に視察に行った際、

滑川市の市長が「子どもは真ん中である」という

表現をされていました。真ん中という言葉から、

全ての施策の核となるということがよくわかりま

す。子どもをおいて未来のまちづくりはないとい

う確固たる思いのあらわれでしょう。 

  子ども未来部を創設した那須塩原市の目指すま

ちづくりの中で、子どもの未来はどのように描か

れているのでしょうか、その具体的なイメージを

お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 子どもの未来の具

体的なイメージということかと思いますけれども、
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今先ほどの答弁の繰り返しとなるかもしれません

が、今現在子どもたちが育っていく中で、那須塩

原市に住んでよかったな、那須塩原市民でよかっ

たなと思えるような子どもたち、そう思えるよう

な大人に育っていっていただければというのが未

来の姿と考えております。当然のことながら、そ

の子どもたちが自立して直接的にも間接的にも那

須塩原市を維持していくことにつながっていくも

のと考えております。午前中の佐藤議員への答弁

の中で、教育長がお話しされていたと思うんです

けれども、将来社会の一員として自己実現を図っ

ていける力を身につけることを目指してというこ

とで、教育のほうでやっているというお話が出て

いたかと思うんですけれども、当然子ども未来部

としても、一人の自立した人として子どもたちが

育っていっていただきたいという、そのビジョン

を持って施策のほうを進めているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 子どもが生まれてよか

ったなと、大人になって改めて思えるということ

だと思うんですけれども、まずはここで子育てし

ている親に選ばれないことには、ここで育つこと

もできません。子育てしている親たちが子育てし

やすいと実感もしくはイメージできることが非常

に重要だと思います。行政からはさまざまな施策

が支援という言葉で表現されていますが、親にと

っては一々支援されていると思っているわけでは

ありません。子育てが楽しい、幸せと日々感じる

ことができるかどうかだと思います。親たちにこ

の実感が湧かなければ、行政の支援は正しい方向

で行われていないのではないか、十分ではないの

ではないかと私は思います。うたい文句はいいけ

れども、実際のところ那須塩原市で子育てしよう

と親たちに選ばれるための施策になっているので

しょうか。 

  その点に関連して、⑵について再質問を行いま

す。 

  新たな施策としていろいろとお話しいただきま

したが、やはり子ども未来部ができたということ

が一番大きいと思うんですけれども、定住促進を

進めるには強烈なインパクトが必要です。先ほど

も申しましたが、支援をしているという行政から

の視点ではなく、実際に親や子どもが享受できる、

恩恵が誰が見てもはっきりしていることが大切な

のです。どこの自治体も子育て支援を売りにしよ

うと躍起になって取り組んでいます。どうやって

那須塩原市の独自性をアピールしていくのか教え

てください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 本市の独自性をど

う出していくか、支援ということではなくて、受

けられる恩恵を目に見える形でというお話だった

かと思うんですけれども、子育て応援券を一つの

例にとらせていただきますと、例えば子育て応援

券は、保護者の方に対するいろいろ利用できるサ

ービス、子ども向けの子どもさんに向けて利用で

きるサービス、そのほか読み聞かせ用の絵本を購

入することにも使えますし、あとは任意接種で考

えております予防接種とか、今まだ事業所を募集

している段階なので確定的なことでは申すことは

できませんけれども、そういったものを考えてお

ります。それが受けられる恩恵かというお話にな

ると、どういう形で親御さん、保護者の方にアピ

ールできるかだと思うんですけれども、例えば読

み聞かせの絵本を一つとっても、それを親御さん

がどう利用していただくかにかかっているかと思

うんです。那須塩原市はこういう支援をしていま
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すよという、支援という言葉ですとちょっと上か

ら目線だというところもありますけれども、その

サポートを受けた親御さんがそれをどうこの後自

分たちの中で使っていくか、それはこの後それぞ

れ親御さんのほうでも工夫していただければなと

考えております。読み聞かせ絵本一つとっても、

読み聞かせをすることで、小さな子どもたちの育

ちの部分で影響があるでしょうし、親子で共有す

る時間を持つこと、親子で絵本の世界観を一緒に

共有することで、その子どもの育ちの部分、あと

親のメンタル的な部分にもよい影響が与えられる

のではないかと考えて、この先その子どもたちが

親も含めて、よく育児は親も育つことだという話

がありますけれども、親御さんも育っていただい

て子どもさんも育っていただくというようなこと

で、それぞれ工夫した使い方を、例えば子育て応

援券でしたらしていっていただきたいなと考えて、

強くアピールする施策かというと、強くアピール

する施策として今後進めていきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 子育て応援券のお話を

いただきましたが、お母さんが子どもにこれは子

育て応援券で買った本を読んでいるんだよと言う

わけではありませんので、子どもにとってそれが

本当に自分がこのまちで育ったことをよかったな

と思えることにつながるかどうかということだと

思うんです。大きくなって、ああ、あのまちであ

あいうふうに遊んだなとか、楽しかったなとか、

本当に本を読み聞かせることが必要であれば、子

ども図書館をつくるのが一番目に見えてはっきり

していると思うんです。この話は長くなるので後

にバトンタッチいたしますが、行政が幾ら声を大

にして支援していると言っても、親たちに直ちに

直感として実感が湧くかどうかということなんで

す。 

  この遊び場について、⑶についての再質問に入

りますが、子育てサロンのお話をいただきました

が、現時点で那須塩原市には子育てサロン、もし

くは広大な公園面積はあるんですけれども、子ど

もたちが日常的に運動能力やコミュニケーション

能力を伸ばすには、親が車で連れていかなくては

ならないサロンであったり公園だけでは足りない

と思うのです。私は、もっと身近に変化に富んだ

遊び場が必要だと考えています。今の子どもたち

はどのくらい外で遊んでいるのでしょうか。 

  平成26年３月の定例議会で、相馬議員による児

童生徒の体力・運動能力についての質問に際し、

教育長から、体力・運動能力測定結果についてご

説明がありました。その中で、日常生活において

基本的な動作である投げるあるいは跳ぶといった、

そういったものを子どもたちが習得にくい状況に

なっているとのお話でした。まさしくおっしゃる

とおりだと思います。自宅の部屋で遊ぶ時間のほ

うが長くなっている状況で、小学校に入ってから

基礎体力を一から養成するのでは、私は遅いと思

います。幼児期にどれだけ跳んだりはねたりして

遊んできたか、それが子どもたちの基礎体力とな

り、学校に上がってからの運動でさらに丈夫な体

になっていくのだと思います。そのためには、幼

児期の子どもが日常的に通える遊び場が必要だと

思います。 

  市として、幼児期の子どもの運動能力やコミュ

ニケーション能力を伸ばすことの必要性はどのよ

うに認識されていますか、再度お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 日常的に子どもさ

んの運動能力を伸ばす必要性についてということ
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ですけれども、全てカバーできているとは正直の

ところ考えておりません。幼稚園、保育園等でも

運動能力を伸ばすという、その指針といいますか、

そういうものを出されていますので、そういうと

ころの受け皿で教育なり保育を受けている子ども

さんは、それなりに運動能力を伸ばすチャンスは

小さなときからあるかと思います。 

  市の方針として、子供の遊び場、運動能力を伸

ばすための遊び場というご質問かと思うんですけ

れども、現在のところ、子どもの遊び場のニーズ

の把握というのも正直まだ行えている状況でござ

いませんので、この後、このまちに住んでよかっ

たと思っていただけるように、当然のことながら

定住促進につながるように、先進地の成功事例等

を研究させていただいた上で考えさせていただけ

ればと思いますので、ご理解いただければと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 幼稚園や保育所には遊

具があるのでいいのですが、例えば保育所に預け

ないでご家庭で育てていらっしゃるお母さんもい

らっしゃいますし、幼稚園、保育所に行く前の子

どもさん、またそこに行く時間以外の場合のこと

を考えますと、やはり地域の遊び場というのは自

分の子どものころを思い出してみても、地域で遊

んで育ちましたので必要だなと思います。 

  全国の自治体では、古くなった遊具は撤去、新

たな設置には後ろ向きという全国的な流れになっ

ています。遊具の管理をするのは当たり前です。

それを予算が少ないことを理由に放置し、老朽化

で事故が起きたら遊具が悪いことになってしまう

のです。先ほども言いましたが、私は外で走り回

って育ちましたが、今の子どもたちは危険回避ば

かりが優先されて、十分な遊び場を用意してあげ

られないのは、今を生きる大人たちの単なる責任

逃れではないでしょうか。 

  人口約３万3,000人の滑川市では、子ども図書

館が整備されているほか、子どもの遊びの活動拠

点整備として既存児童館を改築して、市有林を使

った木造の新しい児童館が平成28年春に完成する

ほか、ちびっこ広場等の設置に対する補助を行っ

ています。遊具の新設、増設、修繕にも補助を出

しています。工場跡地を利用して市民のためにス

ポーツ・健康の森公園を整備した際にも、子ども

元気広場を併設しました。子どもは年齢によって

遊び方が違うため、遊具も対象年齢層に合わせて

整備されています。敷地の造成を含み約4,000万

円をかけて屋根つき複合遊具、幼児用滑り台、タ

ーザンロープ、砂場、築山遊具、アスレチック遊

具、スプリング遊具などが設置されました。大き

な規模でとても楽しそうな遊具ばかりで、大人の

私でも興味をそそられました。遊具の管理は市の

建設部が行っており、年に一度の遊具点検は外部

委託だそうです。日常の点検は指定管理者である

体育協会が実施し、点検費用は年間約３万円との

ことです。市民からは好評で、もっと遊具を設置

してほしいと要望があるとのことです。 

  那須塩原市にはそのような市民の声は届いてい

ないでしょうか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 市民の声というご

質問かと思いますけれども、先ほどの答弁の繰り

返しになって大変申しわけございませんけれども、

ニーズ自体をまだ把握できていないというのが現

状でございます。その辺も含めまして、先進地の

成功事例を研究させていただければと思いますの

で、ご理解いただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 市長。 
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○市長（阿久津憲二） 私からもちょっと答弁をさ

せていただきます。 

  子ども未来部長に、今、質問が集中しておりま

す。そもそも子ども未来部、なぜこういう経過で

きたか、これは全国で定住促進を志す市町村の原

点は子どもたちの豊かな成長、全部そこに集中し

ているんです。私、きのうのこの本会議場で言い

ましたが、言うだけじゃだめだよと、手を打つこ

とが、予算をつけて政策を打つことが最も大事だ

と、こういう意味でこの子ども部に集中しており

ますが、実は保健福祉部だってとても重い分野、

子どもの予防接種に始まって医療を担当していま

すし、あるいは保健福祉部関連ではいわゆる認定

こども園、待機児童ゼロに向かって、これも大変

なお金を使って、教育委員会も不可分、とても密

接に関連している。まだ多分この子ども部の基本

的なスタンスを今構築していると、こういうこと

を考えていただくと非常にありがたいと思います

が、そういう意味で学校教育でも、もう全国に非

常に例のないＡＬＴ全校配置とか、これはもう現

実として手を打つと、これを最優先にやってきた

と。滑川市、実は大変古い市で、私も去年60周年

に行きながら、滑川のずっと調査をしながら４時

間以上かかりますので行ったら、実は子どもが中

心と上田市長が言ったんですか。これは全くその

とおりの市なんですよ。昭和40年代早く、滑川は

全国で７つ、名前を忘れました、青梅市、滑川市、

あと忘れましたが、国で子どものいわゆる子ども

手当をまだ国会で全然固まっていないうちに、全

国、当時は多分4,000以上市町村があったはずで

すが、７つの市がぱっと子ども手当を昭和40年代

にやったと、こういうのを見て、私、去年行った

ときにすごいね、ここはやっぱり子ども中心なん

だなということを歓迎会の席でお礼を兼ねてお話

をいたしました。そういう伝統からすると、今で

も40年以上にわたって子どもを中心にやってきた

のかなと、こういうことを感じておりますが、那

須塩原としても、結局県内でもこの子ども部でこ

れだけ徹底してやっているところは、私の知って

いる限りありません。もっともっとやっていきた

い。先ほど答弁に出た、ネルボラでしたっけ、フ

ィンランドの、これについてもある程度、これ保

健福祉部ですけれども、固めてあるんです。ただ、

私の決裁が不十分だというんで、副市長が却下し

ている。こういう裏事情もありますが、このネル

ボラについても近い将来必ず、近い将来って、そ

んなに長くなく、真剣にこれは保健福祉部が取り

組んでいると、こういう形になりますので、現実

の手を打つと、こういうことについてはトップを

走ってトップランナーだと、こういう自負を持っ

ておりますので、ぜひその点もご理解いただけれ

ば、これは私からのお願いになっちゃいますが、

頑張っていますということを伝えたくて一言答弁

させていただきました。失礼します。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

  あと１回、２回ぐらい、この遊び場について質

問を繰り返し続けたいんですけれども、同じよう

な答弁になっちゃうのかなと思いつつ、ちょっと

心配しているんですが、前回の質問でも、父親た

ちが遊べる、子どもを連れていける場所について

ちょっとお話しさせていただいたんですけれども、

子ども未来部でそれは検討されていますでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 父親、母親、両方

の方が子どもさんを連れて遊びにいける遊び場が

一番理想的な形かと思います。遊び場のニーズは、
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繰り返しになってしまいますけれども、その部分

についてはまだ研究をさせていただきたいという

段階ですので、当然のことながら、いろいろな意

味で実現に向けていく際には、全ての制度につい

てそうかと思いますけれども、母親、父親に限定

することなく、子どもの施策については特に考え

ていかなければならないと考えておりますので、

議員のおっしゃる父親にとっての子育てのかかわ

りも特に大切だと思っておりますので、遊び場の

件につきましては、繰り返しになってしまって申

しわけないんですけれども、以上を答弁とさせて

いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 父親が子どもを連れて

集える場というのは、前回の質問で言ったのは、

子育てサロンはほぼお母さん方が集まっていらっ

しゃるので、お父さんがちょっと参加しにくいと

いう現実がある。ふとお隣の市にある巨大な楽し

いところへ行きますと、お父さんたちがいっぱい

いるというのを見てきて、前回その質問をさせて

いただいたんですが、隣の市の人気の施設にお世

話になりっぱなしになっていることを市として黙

認していては、若い世代が給食費が無料で楽しい

屋内施設がある隣の市に家を建てようとする動き

に歯どめがかけられないのではないかと、私は危

機感を抱いています。 

  全国どの自治体でも子育て支援には力を入れて

いる中で、待機児童ゼロを目指し、切れ目のない

支援を続けることは当然クリアされて当たり前と

いうことになります。その上で那須塩原市には何

があるのか、ほかとは違う個性をどうやったら打

ち出せるのか、これだけ広い敷地面積を持ってい

るのです。直接子どもたちの育ちに影響を与え、

創造力を伸ばし、たくましく生きる基礎力を身に

つけることのできるハード整備が私は必要と考え

ていますが、子育て支援の施設整備に特化した子

ども未来基金というのは活用できないのでしょう

か、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 子ども未来基金７

億の内容ということかと思いますけれども、今ま

での議会の答弁でもさせていただいていましたよ

うに、保育園の整備、放課後児童クラブの整備を

中心に進めていきたいと考えておりますので、遊

び場といいますか、そちらのほうのハード面の設

備の整備のほうに基金を使うということは、現在

のところは考えておりません。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） 既存の公園の遊具の設

置や修繕の補助を行ったり、保育園の園庭を保育

園に通わないほかの親御さんや子どもたちに開放

したり、すぐできることはあると思うんです。ぜ

ひご検討をお願いいたします。 

  では、次に⑷、⑸は関連しておりますので、一

括して再質問いたします。 

  現時点での情報発信についてお答えいただきま

した。那須塩原市の情報発信というのは、子育て

支援に限らず、総じて広報やホームページに必要

な情報は全部網羅してあるから、必要なものを各

自探して持ってかえるようにというスタンスです。

膨大な情報量を相手に、市民は小さな携帯電話を

片手にどうやって必要な情報にたどり着くのでし

ょうか。忙しい母親にとって健診や予防接種など

は複雑で、うっかり忘れたりすると大変です。重

要な情報をしっかり受け取られているでしょうか。

予防接種場所の急な変更で、仕事を持った母親が

困るようなことは今まで起きていませんか、お伺

いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 予防接種のことで

ございますので、保健福祉部が所管していますか

ら私のほうからお答えということになるかと思い

ますけれども、そういう個別の、当然急な諸事情

で私の日時、場所等を変更するということは起こ

り得ることだというふうに思いますけれども、具

体的に、いつ、どこで、どういう事例があったと

いうような情報を今手持ちで持っておりませんの

でお答えできません。ご勘弁いただければと思い

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 副市長。 

○副市長（人見寛敏） つい先日まで保健福祉部長

をやっておりましたので、この同様の質問を一度

過去に受けた記憶がございます。実際には、予防

接種などは、今、無料のスマホのアプリでお子さ

んの誕生日とかそういったものを入力すると、定

期的に教えてくれるというソフトが無料で配られ

ておりまして、私の長男の嫁などもそれを使って、

本当に複雑な予防接種を受けておりますし、今は

ほとんどの予防接種が定期接種も任意接種も含め

て医療機関で受ける個別接種というふうな形にな

っておりますので、会場が変わるという事情は、

あくまでも医療機関のその親御さんが変えてとか、

医療機関の事情でとかという形になりますので、

以前のような集団接種という場合ですと、場所が

変わったりと何だということは出ると思うんです

けれども、今はほとんど医療機関と非常に綿密な

計画を立てながら、かかりつけ医と非常に綿密な

計画を立てながら、お子さんの予防接種を受ける

と、なおかつ今は、一度に２種類、３種類という

形の接種も医療機関によっては親御さんの理解を

得て接種をするということもやっておりますので、

その部分については非常にお母さん方、しっかり

とソフトを使われて対応しているというふうな認

識はございます。 

  ただ、そういうふうなメールが送られてくると

いいよねというようなご意見もいただいて、役所

のほうでそういうソフトを導入してはどうなのか

というふうなご相談をいただいたのが、私、保健

センターに勤めていた時代にございまして、検討

をさせていただきましたが、それなりの費用がか

かるのと、皆さんそれぞれに工夫をされていると

いうところがありましたので、その時点では導入

は必要ないかなというふうな判断をさせていただ

いたことがありまして、その後はきっと保健福祉

部長が答えたとおり、多くの導入してほしいとい

うような声は届いていないのかなというふうには

思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） わかりました。 

  この子育てメールについても、滑川市で視察を

行った際に非常に感銘を受けたので、今回提案さ

せていただくことにしました。市の若手職員が先

進地である藤沢市と小田原市に視察に行って学ん

だことがきっかけとなり、導入されたそうです。

主に健診情報や行事予定、子育てひとくちメモな

ど、登録をしている親たちに配信しているとのこ

と、もしかしたら副市長がおっしゃったそのアプ

リを応用しているのかもしれません。 

  特筆すべきは、この児童館、子育て支援センタ

ー、健康センターの職員がそれぞれ独自の情報を

配信しているということです。登録者にピンポイ

ントに情報が届くことで、親が助かるだけでなく、

行政側にとっては登録者とのつながり、支援の取

っかかりになると考えているとのことでした。こ

のアンテナを研ぎ澄まして、支援のニーズをみず

から拾おうとしている行政の姿勢に打たれたんで
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す。新しいアプリやサイトを外部委託でどんどん

と導入して、お任せサービスに偏ってきているよ

うに見える最近の那須塩原市ですが、この行政の

原点とも言える人から人へ支援を届ける子育てメ

ールの導入について、先ほど通知を出されている

ともおっしゃっていましたが、費用の面で、費用

対効果でどちらが安くなるのかは、私、今わかり

ませんが、検討の余地はあるのかないのか、お聞

かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 子育てメール全般

ということで、副市長のほうからも答弁させてい

ただきました。いろいろクリアしなければならな

い課題があるかと思いますので、その辺も含めて

先進事例等をよく見させていただいて、研究して

いきたいと思います。 

  それから、予防接種、各種健診ですね、乳幼児

健診につきましては、すみません、私も古い記憶

なんですけれども、たしか健診の問診票とかも一

緒にお送りしていなかったかなと、すみません、

記憶が定かではないんですが、なのでメールでお

知らせするだけとか、その費用対効果の部分で、

必ずしも通知が必要ではないのかというところは、

まだ申しわけございませんが、この場で資料を持

ち合わせておりませんので即答はできませんので、

ご了解ください。 

○議長（中村芳隆議員） １番、藤村由美子議員。 

○１番（藤村由美子議員） ご検討をいただくとい

うことでよろしくお願いいたします。 

  先日、テレビで子どもの数がふえているという

ニュータウンの特集を偶然見ました。ご存じの方

も多いと思いますので細かな説明は省きますが、

千葉県佐倉市のユーカリが丘は、40年かけて民間

のディベロッパーが住宅から交通まで開発したニ

ュータウンです。インタビューに答えていた若い

お母さんが、ここなら楽しく子育てできそうだっ

たので移り住んできましたと答えていたのが印象

的でした。徐々に高齢化していく他のニュータウ

ンと違って、毎年200戸ずつ分譲することで、コ

ンスタントに若い世代を取り込むことに成功して

います。便利だし、若い世代や子どもたちがたく

さんいて、わいわい楽しそうだからと人がさらに

集まってくるという相乗効果が生まれています。

この先見性と長期的な計画には脱帽いたしました。 

  那須塩原市は、平成32年までに転入超過を目指

し、これから大がかりな都市計画に取り組まなけ

ればならないのです。これから30年後、50年後の

市の青写真を描くために専任のチームをつくり、

しっかりと未来地図を描くことにまずは力点を置

くべきだと私は思います。その未来地図の上に子

どもたちが伸び伸びと育つ環境が一つ一つ書き込

まれていくことを願って、私の一般質問を終わり

にいたします。 

○議長（中村芳隆議員） ここで教育長より答弁が

あります。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） すみません、なかなか発

言のタイミングがなかったものですから、最後に

お話をさせていただきます。 

  まず、子育て支援に関する情報発信なんですが、

実はこれは私どもの所管しております生涯学習課

のほうでは家庭教育支援という形で情報発信をさ

せていただいております。これは裏返せば、家庭

教育支援の中には当然子育て支援も入っておりま

す。 

  ただ、私が今考えているのは、子育て支援の保

護者にとっての困り感を解消するための情報はど

ういうものがあるのかということを、しっかりと

まずリサーチをかけなければならないんではない
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のかなと思っているんです。ですので、各種子育

てサロン等に通っていらっしゃる方から、どのよ

うな点で子育てに関して今困っていることという

ものをまずリサーチした上で、その情報を受け取

る側にとって必要な情報を出すということがとて

も大事なことではないのかなというふうに考えて

おります。そして、主体的にある意味、必要な情

報を求めて学ぶ、学ぶという言い方は大変失礼な

んですけれども、そういうことにもちょっと関係

して、今、構想を練っているところでありますの

で、今後、階を違えて子ども未来部がありますの

で、頻繁に情報の共有、連携というのは図れるだ

ろうと思っております。 

  また、切れ目のない支援という、子育て支援と

いう点では、幼稚園、保育園は子ども未来部、そ

れから就学後は教育委員会というふうに、仕事と

しては分かれておりますけれども、これは一体的

なものであると私は思っております。子育てをす

る立場から見てみれば、それはずっとつながって

いるはずなので、そこのところをどう私たちがか

かかわっていって必要な応援をしていけるかとい

う、そういう視点というのが私たちにとってはと

ても大事なこと、仕事をしていく上で大事なこと

でないのかなと、こう思っております。 

  したがいまして、今年度、子ども未来部ができ

た段階で教育委員会におりました特別支援教育担

当の指導主事が移りました。一部移りまして、う

まくつないでいって切れ目のない子育て支援にか

かわっておりますので、今後ますます子ども未来

部と教育委員会は緊密な連携をとりながら、今ま

でないような形で横断的に子育てに対して、行政

側から支援をしていけるかなというふうに思って

おります。 

  私も時間があるごとに２階におりていきまして、

ちょっとお邪魔させていただいていろいろ話をさ

せていただいたりすることも今可能となっており

ますので、今後さらに充実したものになっていく

のではないのかなというふうに、私たちも頑張ろ

うと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、１番、藤村由美

子議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 本 はるひ 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、20番、山本はるひ

議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、通告に従

いまして市政一般質問を行います。 

  １、「人々から選ばれるまちづくり」を目指す

中での図書館のあり方について。 

  黒磯駅前周辺地区都市再生整備計画の中には駅

前図書館の整備が入っています。26年度には、こ

の図書館の詳細について、運営も含めて今後決め

るということで、市の図書館との関連もはっきり

していませんでした。この整備計画は、30年度ま

での事業であることから、中身の検討など具体的

な設計が行われていることと思います。 

  一方で、西那須野図書館と黒磯図書館は建設後

25年以上たち、整備の劣化やバリアフリーではな

いことから、利用者はもとより管理の上からも使

いにくい施設になっています。 

  そこで、新設される駅前図書館と現在ある３つ

の市図書館、公民館の分館、学校図書館を含めて、

本市における図書館の充実や今後のあり方を伺う

ものです。 

  ⑴人々から選ばれるまちづくりや定住促進に向

けた取り組みを推進していく中で、図書館の位置

づけをどのように考えているか伺います。 

  ⑵駅前図書館の構想とその進捗状況、市図書館
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の中での位置づけを伺います。 

  ⑶西那須野図書館と黒磯図書館は、経年劣化で

修繕を重ねて使用している状態です。この現状を

どのように把握しているか、今後の予定について

建てかえも含めて伺います。 

  ⑷学校図書館は、児童生徒にとって魅力ある場

所になっているか、調べ学習は十分にできる場所

か伺います。 

  ⑸学校図書館に図書の専門職員を毎日置くこと

の必要性について伺います。 

  ⑹市図書館と学校図書館の連携は十分になされ

ているか、図書の貸し出しの連携も含めて伺いま

す。 

  ⑺子ども図書館の設置についての考えを伺いま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 山本はるひ議員に順次お答

えいたします。私からは⑴と⑵、その後につきま

しては教育部がということでご理解いただきたい

と思います。 

  まず、「人々から選ばれるまちづくり」を目指

す中での図書館のあり方についてお答えいたしま

す。 

  人々から選ばれるまちづくり、定住促進に向け

た取り組みを推進していく中で、図書館の位置づ

けをどのように考えているかですが、本市におい

て策定した黒磯駅周辺地区都市再生整備計画につ

きましては、都市機能の向上による持続可能な中

心市街地黒磯の再興を目標に掲げ、快適な生活と

滞在が可能な都市環境の形成の達成を目指して、

各種事業に取り組んでおります。 

  具体的にまちの魅力の再生とにぎわいの創出を

実現させていくためには、交通結節機能の強化だ

けでなく、都市機能を向上させ、拠点性を高めて

いくことが必要と考えております。そのため図書

館を交通利便性の高い場所に整備することで、利

用者の利便性を向上させるだけでなく、駅周辺の

拠点性及び集客性の向上も図ることができ、にぎ

わい創出や定住促進に結びついていくものと考え

ております。 

  次に、⑵の駅前図書館の構想とその進捗状況、

市図書館の中での位置づけについてもお答えいた

します。 

  図書館の構想及び市図書館の中での位置づけに

ついては、庁内関係各課の職員で構成する黒磯駅

周辺施設基本計画策定庁内検討会の中で検討を進

めております。また、進捗状況についてですが、

今年度、公募型プロポーザル方式で実施の設計者

選定に向けて、基本計画策定を現在進めておりま

す。 

  私からは以上にします。 

○議長（中村芳隆議員） 教育部長。 

○教育部長（伴内照和） それでは、私のほうから、

⑶から⑺についてお答えをいたします。 

  初めに、⑶の西那須野図書館と黒磯図書館の現

状把握と建てかえについてお答えいたします。 

  市の図書館につきましては、平成24年４月から

指定管理者による運営を行っております。指定管

理者とは月に一度定例会を開き、施設の運営や維

持管理について打ち合わせを行っております。西

那須野図書館におきましては、平成26年度に雨漏

りの修繕工事、またブラインドの交換などを実施

しております。黒磯図書館につきましても、館内

の照明器具の交換を実施しておりますし、平成27

年度、今年度につきましては空調設備の修繕工事

を予定しているところです。今後も施設の維持管

理のため、計画的に修繕を行っていく必要がある



－107－ 

ものと考えております。 

  また、建てかえにつきましては、駅前図書館と

の関係や財源的な問題もございますので、策定予

定の公共施設等総合管理計画と利用者の意見、ま

た市民ニーズ等をあわせて検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

  次に、⑷の学校図書館は、児童生徒にとって魅

力のある場所になっているか、また調べ学習は十

分にできている場所かについてお答えいたします。 

  本市の児童生徒の読書活動につきましては、昨

年度の全国学習状況調査によりますと、平日の読

書時間で県または全国より低い状況でございまし

て、学校図書館、公共図書館の利用につきまして

も、小学生で半数以上、中学生で80％が、年に数

回またはほとんど利用していないという結果が出

ております。本市の大きな課題の一つであるとい

うふうに考えております。 

  そこで本市では、国の学校図書館整備５カ年計

画に基づきまして、財政措置を活用した図書館整

備計画を策定いたしました。平成25年度以降、予

算を増額して、資料的に古くなった図書や、また

登録から10年以上たっているような資料等につい

ては更新を行っておりますし、児童生徒の読書活

動の充実に当たっているところでございます。 

  また、各学校には学校図書館司書教諭と市採用

の図書支援員を配置されておりまして、それぞれ

の学校で子どもたちにとって親しみやすく魅力あ

る学校図書館の環境整備に努めているところでご

ざいます。 

  さらに、今年度、市内の全小中学校に蔵書の管

理を電算化する学校図書館管理システムを導入す

る予定でおります。このことによりまして、必要

な図書の検索がしやくなり、授業での調べ学習を

より展開しやすい環境とすることができるものと

考えております。 

  次に、⑸の学校図書館に置く図書専門員の必要

性についてお答えいたします。 

  各学校には、資格を有する学校図書館司書教諭

と市で採用しております図書支援員を配置してい

るところです。現在、図書支援員は各学校に週２

日から３日勤務することとしておりまして、図書

の整理、図書室の環境整備、図書の貸し出し、ま

た返却、図書室のパソコンの管理、授業で使う図

書の提供など、さまざまな業務を行っているとこ

ろです。児童生徒や教職員にとって、利用しやす

い学校図書館にするために、図書支援員は欠かせ

ないものと認識しているところです。 

  次に、⑹の市図書館と学校図書館の連携につい

てお答えいたします。 

  各学校は、市の図書館に団体登録をしておりま

す。学校の活動で必要な図書の貸し出しを個人利

用の範囲を超えて活用できるようになっているの

が現状でございます。例えば黒磯図書館では、地

域内の小中学校に対しまして年に３回、学級数に

応じて団体貸し出しを行っております。市の図書

館では、年度初めに学校図書館の司書教諭及び学

校図書支援員との打ち合わせを行っております。

その際に、情報の共有を図っているということで

ございます。 

  また、市の図書館が主催しております「この本

よんでみて！コンテスト」へ学校が出品協力をし

たり、また市の教育委員会が主催する「那須塩原

っ子調べる学習コンクール」のための親子講座を

市図書館が実施したりして、相互に協力をしてお

ります。 

  市の図書館で毎月発行している図書館だよりに

つきましても、市内各学校に配付をしておりまし

て、図書館で実施するイベントなどを積極的に情

報提供するといった連携協力を進めているところ

です。 
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  最後に、⑺の子ども図書館の設置についてお答

えいたします。 

  一般的に言われております子ども図書館の設置

につきましては、現在のところ設置をする予定は

ございません。しかしながら、今回整備を予定し

ております駅前図書館に付加するサービスとして、

児童書であるとか絵本、また紙芝居等の充実につ

いては、現在検討をしているところでございます。 

  以上となります。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５５分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） １と２につきまして

は、市長にお答えいただいて大変よかったと思う

んですけれども、私が聞きたかったことというの

は、定住促進を進めていて人々から選ばれるまち

をつくっていくという中で、まちづくりの中で図

書館というのをどういうふうに思っていらっしゃ

るのか、市長がどういうふうにそれを位置づけて

いるのか、思いをお聞きしたかったんです。それ

をもう一度お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 今度は思いということです

が、思いというのも動機はいわゆる単純でござい

まして、定住促進、例えばさっき出た藤沢とか、

あれというのはもうどんどん人口がふえている場

所なんですが、すごいんですよ、やっぱり駅前図

書館。あるいは、全国で今でも衰退の起きていな

い市というのは、意外と図書館が駅前にあるんで

す。これは、形だけをまねするというんではあり

ません。そういうものに近づきたいと、こういう

思いも強くて、私はもう発想は単純なんですが、

運営にも工夫を凝らして人の集まれる、そういう

図書館をつくっていきたいと。こういうことを考

えていたら、案内するから見にこいと言ってくれ

た方もおりますが、駅前のホテルを寄附してくれ

た竹井さん、藤沢に住んでおりまして、私が案内

すると、ちょっと見てからつくれみたいな、こん

なお話もいただいております。そういうような発

想の中で、形として、ああ、うまくいっていると

ころというのは意外と多いんです。こういうよう

なことも頭に置きながら、それからこの市として

も、将来駅前の衰退を起こさないためには、やっ

ぱり人が来る施設が１つないとまずいんじゃない

のかなと、こんなことで、思いはそういう思いで

計画をさせていただきました。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 私は、市の図書館と

駅前図書館というものが、よくその位置づけがわ

からなかったということもありまして質問をした

ところもあるんですけれども、市長は、多分駅前

の図書館のことを、今、思いを語ってくださった

んだと思うんです。 

  それで、人が集まるということは、やっぱり先

ほどの藤村議員の質問ではないんですけれども、

親子、子育てをしている子どもとかを対象にする、

あるいは駅前だったら高校生を対象にしていくと

自然に集まって来るし、その子たちはやっぱり育

っていって、いいまちだったらここに住みたいな

と思うわけです。そういう意味で、あそこの駅前

の図書館を子どもに少し特化をしたらというふう

に思うんですが、そういう思いは市長はおありな
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んでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） もちろん、先ほどもお答え

いたしましたが、定住促進の切り札がやっぱり中

心は子ども、こういうことに、これは那須塩原だ

けではありません。もう全国がそういうことを考

えておりますので、子どもあるいは若い年代層あ

るいは場合によっては高齢者、こういうものが垣

根を越えて集まれる、こんな図書館を私はイメー

ジして今日までまいりました。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 市長の思いが大変ス

トレートに伝わってきて、私も滑川を見にいって、

やっぱり子どもが真ん中だという、そういうもの

にとても何か感激をしたんですけれども、言葉は

違うにしても、今のお言葉からすると、市長も子

どもを中心に考えているんだということはよくわ

かりました。 

  そこで、⑵のほうなんですけれども、駅前図書

館の構想につきまして、先月の全員協議会のとき

に黒磯駅周辺施設基本計画策定庁内検討会を開い

て、そこで決めていくんだということを今もお答

えあったんですが、これについて少しお尋ねをし

たいと思います。 

  今この庁内の委員会の中でどんなことをやって

いるのか、特に図書館についてはどのような話し

合いがされているのかお聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 庁内検討委員会のお尋ね

でございますが、具体的な検討内容でございます

が、これにつきましては、（仮称）駅前図書館に

つきましては、これまでの図書館では提供できて

いない新しい機能やサービスの付加、他の図書館

及び分館との機能分担等、これからの図書館のあ

り方等について検討するとともに、公共施設等総

合管理計画との整合にも留意する必要があると思

っております。それから、駅前図書館は隣接して

事業化計画されております東西連絡通路の改修や

駅西口駐輪場、駅西口の駐車場の整備との連携を

十分に考慮する必要があります。 

  また、まちなか交流センターは、黒磯本通りの

アーケード撤去、歩道の高質化、無電柱化といっ

たハード事業や周辺で展開されるソフト事業との

相乗効果を生み出す施設計画のあり方を検討いた

します。また、まちなか交流センターは、食、歴

史、芸術等の地域資源の核の魅力を束ねる拠点形

成、これらをつなぐ役割を担える機能配置を検討

するということで、これらについての検討も行っ

ていくことになっておりまして、まず去る４月24

日に第１回の検討会を実施しまして、この中での

検討の内容でございますけれども、まず、この計

画のおさらいといたしまして、黒磯駅周辺地区土

地再生整備計画事業の概要及び黒磯駅周辺施設の

計画概要、そして今後のスケジュールなどを事務

局より報告したところであります。各課より各所

属課における当事業、当該施設に対する問題点、

課題点を自由意見で発言をいただいたところであ

ります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほどの最初のご答

弁の中で、私は、駅前の図書館のことだけに絞っ

ていきますけれども、公募型のプロポーザル方式

で基本設計をしていくんだという、その時期がい

ただいたスケジュール、５月にいただいたスケジ

ュールの中では、もう１年後に迫っているわけで

すね。今のお話ですと、中身がちっとも決まって
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いないようなんですけれども、3,300㎡の建物の

中で一体図書館としての部分がどのくらいあるの

かというようなことは、あるいはそこにどういう

イメージですね、図書館のイメージをどうするの

かというようなこと、最初に話したように、今あ

る市の黒磯図書館、西那須野図書館あるいは塩原

図書館あるいは分館も含めて45万冊ぐらいあるん

だと思うんです、多分数字で。そういうものがあ

ふれている現状の中でどのように考えているのか

といようなことは、そこの庁内の検討会では考え

ていないんでしょうか。もう少し具体的になって

いないのかどうか、お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問は、具

体的にどのような検討ということかと思いますが、

まず庁内検討委員会は、黒磯駅周辺施設を整備す

るに当たりまして、黒磯駅前及び周辺地域活性化

懇談会やえきっぷくろいそなどの提言を踏まえま

して、施設整備の前提条件ですとか整備の方向性

を整理するとともに、整備コンセプトや導入機能

のあり方等を示した基本計画策定を円滑に進めて

いくことを目的としております。 

  また、話が前後になりますが、庁内検討委員会

は、他計画との調整や庁内の関係課における課題

等の共有を図りまして、多様な視点から十分に検

討した上で基本計画策定を進めていくことと考え

ております。ということから、また、今、議員の

ほうからお話のありました、図書等についての具

体的な内容については、まだこれから検討という

ことになってくるかと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） では、聞き方を変え

ます。この庁内の委員会を見ますと、８部14課か

ら人が出ていてやっているみたいなんですが、こ

れで見ると教育部の生涯学習課が社会教育施設の

整備ということで、多分図書館についてはここが

主としてやっているのではないかと私は想像する

んですが、今のお話ですと、１年後にはもう決ま

っていく、プロポーザルで決まるのに中身がまだ

ないというのはどういうふうに考えたらいいのか、

すみません、何もないのだったら何もないで、じ

ゃ、図書館どうするのかということになると思う

ので、どこでもいいのでお答えいただきたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 図書館を所管する教育委

員会ということでお答えいたしますが、現時点で

何もないということをおっしゃっておりますが、

基本的に図書館の機能というのは、一般的な見方

で蔵書であったり、いろいろなものが備わって図

書館ということになるかと思います。そういった

既存の機能をまずベースにはもちろん考えますが、

それに加えて駅前という立地条件、また利用者を

どういうふうに想定していくかとか、そういった

部分を全庁的にやはり議論をしながら、一つの形

に組み上げていくということで、教育委員会のほ

うでは考えておりますので、今後、検討委員会の

中でいろいろな情報交換をしながら、少しでも人

の集まる、利用しやすい、そして皆さんに喜ばれ

るような施設にしていきたいということで、今後、

詰めていくということになるかと思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 計画を見ると、６回

で11月にはまとめるというふうに書いてあるんで

すが、これで見ると４月、５月とやったんであれ

ばやって、６月、３回目というふうに書いてある
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んですが、そういう中でまだ具体性が出てこない

中で、やっぱり先ほどの質問に戻るんですが、図

書館という部分を3,300㎡の中でどのくらいとる

のかぐらいは決まっていないんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 3,300㎡の中に図書館部

分をどのぐらいとるのかということでありまして、

設計にかかわる分としての答弁をさせていただき

ますが、これは今後、プロポーザルによりまして

設計業者を決めていくことになりますので、これ

から決めていく、検討会等の内容等を踏まえた中

で、このプロポーザルで決まる設計業者との協議

等を踏まえて、その辺についても決めていきたい

というふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 副市長。 

○副市長（人見寛敏） 担当レベルで今検討してい

ると、その前段でえきっぷであったり懇談会であ

ったりというふうな団体での検討がなされている

というふうなことですので、そこに書かれている

図書館の機能などは、議員もごらんになっている

と思うんです。ただ、それを那須塩原市としてど

うするかというところの担当レベルの会議でござ

いますから、そこで何か決まっているかという話

になれば、まだまだ私の段階にも報告は来ており

ません。ですので、この場で回答できるというふ

うな状況にないというのはわかっていただければ

と思うんですが、要するにちゃんと計画に基づい

て詳細を決められた期日までにまとめて、議員の

皆様にもお話をさせていただきながら、図書館の

設計ですね、実施設計までまずは進めていこうと

いうふうなところは、計画どおり今のところは進

んでいるというふうにご認識いただければと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そこのところでは理

解をいたしました。 

  それでは、去年までのお答えですと、市の図書

館との関係というものがはっきりしなかったんで

すが、今の段階で駅前図書館と市の黒磯図書館、

西那須野図書館、塩原図書館も含めて、そことの

関係はそのくらいはできていないと始まらないの

で、それだけお答えいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  副市長。 

○副市長（人見寛敏） 第１回目の答弁で申し上げ

ましたとおり、この後、公共施設等の計画をつく

っていくというふうな中での整備というふうなこ

とで考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 何もまだはっきりし

ていないということのようですので、私としては、

ぜひ黒磯図書館と西那須野図書館の広さを足した

よりも広いんですね、もしこれが全部図書館とな

るのであれば。ということは、結構ないろいろな

大きな図書館ですので、ぜひ市図書館として、私

はここも運営をしていっていただきたいというこ

とを申し上げて、１と２は終わりにいたします。 

  ３にいきます。今、西那須野図書館、黒磯図書

館の修繕のことをいろいろお話をいただいたんで

すけれども、これからどんどんもし建てかえをし

ないのであれば、非常に修繕箇所がふえていきま

す。あそこは、まずバリアフリーではないという

ところがとても問題で、駐車場も広くはないです。

そういう中で、蔵書が45万冊、蔵書の可能なもの

は多分30万冊ぐらいだったと思うんですが、それ

を分館に分けていることで、何とか図書、本を整

理しているのが那須塩原市図書館の現状なんです。 

  そういう中で、公共施設等総合管理計画とあわ

せて検討していきたいという話だったんですが、



－112－ 

それでは遅いのではないかと思うんですが、いつ

ごろ公共施設等総合管理計画ができて、図書館の

ことがきちっと決まっていくのかをお知らせいた

だきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 公共施設等総合管理計画

につきまして、企画部所管でございますので私の

ほうから答弁させていただきますけれども、スケ

ジュールの中では、これから固定資産台帳の整備

とか公共施設白書等の作成を行いまして、計画の

策定は一応来年度、28年６月を目途に進めていく

というような形で、今スケジュールを組んでいる

ところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それはわかりました

が、そうすると、まだ１年後にならないと図書館

のこともわからないというふうに理解をいたしま

した。 

  そうはいっても、せっかく大きな図書館を黒駅

前につくるということであるならば、ぜひ２つの

図書館の修繕─修繕といっても、かなり大きな

修繕をしないと機能的に今使えないのが状態でし

て、先ほど学校の図書の話、団体貸し出しの本な

どは、実は車庫の中に入れているんです、黒磯の

場合は。それを見せていただきましたけれども、

車庫に本を置いてあるという状態がどういうこと

かというのは、本当に砂まみれになってしまうん

です。それをふいて洗って学校に貸し出している

という状況、そういう状況、あるいは図書費があ

って本を買っても、それを置くところがないので、

泣く泣くみんなが借りる本を片づける、あるいは

廃棄しなければいけないというのが現状です。ぜ

ひそういう現状を捉えていただいて、この公共等

施設の計画と、それから駅前の図書館をどうする

かということを一緒にして考えていただきたいと

いうふうに思います。 

  次に、４番目のところにいくんですけれども、

学校図書館がどういう場所かということで、今お

答えいただいた中で、余り使っていないというこ

とが課題だということがあったんですが、この課

題をどのように解決していきたいというふうに思

っておりますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 先ほどお答えしたように、

学校図書館の利用という部分では、全国また県内

と比較すると利用が低いというのが現状でござい

ますが、答弁にもありましたように、今年度、ネ

ットワークシステム等を導入する予定でおりまし

て、その設備を導入することによりまして、これ

までは旧西那須野、塩原町については紙ベースで

の管理をしていた。黒磯市のほうではシステム化

がされていたということなんですが、なかなか連

携が図りづらい。また、検索等にもやはり時間が

かかるとか、そういったことがございましたので、

今回導入するシステムにつきましては、一般に言

う国際標準図書番号というようなものを登録管理、

またバーコード等の管理をすることができますの

で、貸し出し、返却等の処理なんかもスムーズに

行えるということで、少しでも子どもたち、また

授業に使おうとする先生方の利用しやすいような

仕組みづくりを整備しながら、利用の促進を図っ

ていければということで考えているところです。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 確かに黒磯はある程

度進んでいたんですけれども、合併して西那須野、

塩原は、そういうものが進んでいなかったのはわ

かります。それを学校図書管理システムを導入し

て一体的にということはわかるんですが、先ほど
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の子どもが本を借りないとか図書館に行かないと

いうことと、そういうシステムが学校にできると

いうこととは、ストレートにそれが課題解決にな

るかということではないと思うんです。その辺に

つきましては、確かによいことなんですよ、よい

ことなんですが、それで子どもが図書に親しむよ

うになるかということからいうと、もう少し違う

課題解決の仕方があると思うんですが、いかがで

しょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おっしゃるとおり、直接

的に図書システムが機能するというの、ちょっと

論理としては難しい話なのだろうと思っています。 

  ただ、蔵書を更新していくことの努力も必要で

すし、特に調べ学習については、今は直接的に短

時間で調べ物をしようと思えば、本を開くよりは

ネットで検索というのが今の時代だと思うんです。

ただ、果たしてそれだけで教育活動としていいの

かというと、私はそうは思わないんです。やはり

例えば国語の辞書を引くことの大切さを学校は教

えますが、あれは辞書を引くことによって、目的

の言葉に行きつくまでの前後にさまざまな情報が

あるわけです。そこも実は大切なものなんです。

ですので、紙ベースだからこそできるというもの

が図書館にはしっかりあるんだと私は思っていま

す。ですので、そういう環境を整えていくこと、

子どもたちが図書館に行きたくなるなという、そ

ういう環境を整えることもとても大切なことだと

思うんです。 

  そういう意味で、環境を整えるための、さっき

の話になりますけれども、図書支援員の方々が本

当にご苦労されて、環境整備に努力をされていた

りしますし、それから先ほど答えたかと思うんで

すけれども、コンクール、さまざまなものを仕掛

けております。私もその審査に携わるんですけれ

ども、本当に子どもたちはよくここまで調べてい

るなと思える、感心する作品がたくさんあります。

そういったものをどんどん紹介していって、読書

意向を高めていくこととあわせて、特に小さいう

ちはやっぱり保護者の方と本に親しむという機会、

俗に言う家読といいますけれども、家で家庭でも

本に親しめる、そういうようなことも総合的に絡

めていく中で、子どもたちが自然と図書館を利用

するというふうなものができてくるんではないの

かなというふうに思っていますので、そんなこと

もぜひさらに充実させていきたいと、こう考えて

おります。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 教育長のおっしゃる

とおりだと思うんです。そのシステムを何か充実

させることと、もう一つはやっぱり人だと思うん

です。５番のほうにもなっていくんですけれども、

やっぱり子どもは、ただ、本がいっぱいある空間

にぽんと置いても、本好きになるわけじゃないで

す。そこに人がいて、だから、それが学校の先生

であれ、支援員であれいて、この本おもしろいよ

と、何を調べたいのと、ここを調べたらいいよと

いう、そういうレファレンスですよね、そういう

ことをしてあげる人がいて、セットで図書館とい

うのは、ハードとソフトが一緒になってこそ機能

するものだと思うんです。それなので、私は、な

ぜここでそういうことを聞いているかというと、

まず学校司書教諭、学校図書司書教諭というシス

テムは悪いことではないんですけれども、この方

たちは担任を持っていたり、あるいはほかの仕事

をされて、そして図書の司書の仕事もしていると

いうことで、現実を見ますと、どうしても担任の

仕事とか、ほかのいろいろな事務の仕事をして、

後に最後に図書館というふうになっているのが現



－114－ 

実なんです、先生たち忙しいので。それを補完す

るものとして市採用の図書支援員がいるんですが、

残念ながら、先ほどお答えありましたけれども、

２日か３日、多分８時間ですよね。週に８時間し

かいないということは、２日だったら４時間ずつ、

３日だったら２時間か３時間という、それでは子

どもたちにとっての図書館は無人の時間のほうが

多いんです。それで、それを私は、何とかしてほ

しいというふうに思っています。 

  その辺について、改めてどのように考えていら

っしゃるかお聞きしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、先ほどのところで

図書館システム、部長のほうから答えていただき

ましたが、私が先ほどしゃべったことが部長が答

えたことと違っているわけでありませんので、誤

解のないようにお願いしたいと思うんですが、確

かに学校図書館司書教諭、これは法律で12学級以

上の学校には置かねばならんということがありま

して、置いております。しかし、現実的には議員

おっしゃるとおり、担任をしたりしておりますの

で、なかなか図書館に専従でいられるわけではあ

りません。そういう意味では、理想から言えば司

書が配置されて、それであれば一番いいわけです

が、なかなかそこまで行きつかないのが現状です。 

  しかしながら、本市のように、全校に図書支援

員が常駐というわけにはいきませんけれども、配

置されている状況ができているというのは、ある

意味、評価していただければありがたいと思って

いるんです。 

  ただ、これを今後さまざまな人が今学校の中に

入ってほしいと、図書館に限らず、さまざまな分

野でこういう人が欲しい、ああいう人が欲しいと

いうようなニーズが高まっている中で、バランス

をとりながら、さらに充実させていくという方向

ではぜひ考えていきたいなと、こう思っておりま

す。 

  また、今後ですけれども、教職員ネットワーク

システムができ上がる段階で、実は市の図書館と

も学校の図書館がネットでつながりますので、あ

る意味、学校図書館の蔵書が市の図書館の蔵書と

もリンクしていく形をとれますので、しかもそれ

が毎日というわけにはいきませんけれども、定期

的に配送、学校の近くの地区の公民館にある分室

ですか、そちらに配送できるというふうなことが

できる予定になっておりますので、さらに子ども

たちにとっては、学校図書館もそれから市の図書

館も身近なものとして利用してもらえるような環

境は整えられるのかなと期待しております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） ６のほうとも関係し

てくるご答弁だったと思うんですけれども、現実

にやはりことしの４月から、学校図書館法の改正

がありまして、司書教諭のほかに学校司書の配置

が努力義務になったと思うんです。私は、すごく

これは一つのチャンスだと思うんです。努力義務

だから、やらなくても罰則はないんですけれども、

今、学校司書は多分全国的にいうと40％以上、

45％ぐらい配置をされているので、今の教育長の

お話ですと、支援員を全部の学校に置いていると

ころは余りないんだというお話だったんですが、

私としては、たった週に８時間の支援員ではやっ

ぱり足りないんです。人がいない時間のほうが多

いんです、図書館。私は、よく学校へ行くんです

けれども、やっぱり本だけがある静かな図書館、

図書室であることが多いので、ぜひこの改正され

たということは、文部科学省も学校図書館にはや

っぱり司書が必要なんだということを改めて感じ

ているわけですから、子どもを支援していくんだ、
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都会から子育てをしている人たちを連れてきたい

んだという那須塩原市にとっては、やっぱりＡＬ

Ｔだけじゃだめなんです。図書館も充実している

んだよと、いつも人がいるんだよというふうに、

ぜひぜひこれは司書をとは言いません、支援員の

時間を延ばしてでもいいので、子どもがいる時間

には週５日いつでも人がいるという状態を、これ

は本当にやってほしいというふうに切望をいたし

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

  今、もう一つ、市の図書館と学校図書館がリン

クしていくという体制をつくっているということ

で、これは大変いいことだと思っています。でも、

これもやはり人がいないと、動かないんですね。

本を借りたいということをネットで例えば調べて

いても、本はネットでは届かないんですね。本は

やはり人が車で運ばなければいけなくて、今、黒

磯図書館で起きていることは、やっぱり近い学校

が得をすると言ってはいけないですが、行きやす

いところにやっぱり本が行くという状況が起きる

ような状況になっております。ですので、ぜひ図

書館と学校がネットワークでつながった場合には、

本の貸し出しの状況はわかるので、あとは人がど

うやって学校にその本を持っていったり、返すか

ということになる。そのときにやはり図書の支援

員が毎日いるとか、図書館専任のともかく職員が

いるということが、もう絶対に必要なんです。で

すから、これは先ほども言ったように、ハードだ

けではだめ、ソフトだけではだめ、図書館は図書

館に本があって人がいて図書館ができ上がるとい

うのがもう基本なので、ぜひこれはせっかくハー

ド部分をやるんであれば、ソフトの人も配置をし

て整えていただきたいと、来年度の予算に期待を

したいと思います。 

  コンテストなどに学校とリンクしているという

ことはとてもいいことだと思いますので、ぜひこ

れが子どもたちのやはり創造力を豊かにしていっ

て、そして将来的に自立した人として育っていく、

活力ある那須塩原市民になって那須塩原市を担っ

ていく、そういう子どもたちを育てるということ

の大変大きな部分ですので、もうこれはやってい

ただきたいというふうに思います。 

  ７番に移るんですけれども、先ほどあっさりと

子ども図書館をつくるつもりはないというふうに

お答えいただいたんですけれども、予定はなく、

駅前図書館の付加サービス、付加するサービスと

して児童書を置くというようなことを検討してい

るというふうにおっしゃったんですが、先ほどま

だ駅前図書館については具体的なものがないとい

う中で、付加するサービスというのはどういう意

味なのか、もう少し説明をどこかでしていただけ

ればありがたいんです。何があって付加する。も

とがあって付加ですよね。ですから、駅前図書館

の根幹となるものがどういうもので、そこに児童

図書の充実をというおっしゃり方だったと思うの

で、そこのところの説明を少ししていただければ

ありがたいです。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 最初の答弁で付加すると

いうような言葉で説明をさせていただきましたが、

今、既存の３図書館があるわけなんですが、そう

いった一般的に言われている図書館にご質問の子

ども図書館のいわゆる機能というんですか、絵本

であったり紙芝居であったりとか、そういった子

どもたちが利用することができるような、子ども

たちが喜んで読みにくるような、そういったもの

も今後駅前図書館の検討の中で、そういった部分

が加えられればという意味で付加という言葉を使

っておりますので、最初の質問にもありましたよ

うに、これから駅前図書館の内容については詰め
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ていくことになりますので、結果としてそういっ

たものが加えられるか、また別の形になるかにつ

いては、もう少々時間をいただいて検討したいと

思っています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先ほどの藤村議員の

子育ての中でも出てきたんですけれども、私も一

緒に滑川市と富山市の子ども図書館を視察してま

いりました。滑川市のでき立ての子ども図書館も、

隣の富山駅前のビルの中にある子ども図書館も、

非常にすてきなものでございました。 

  私は、ここで１つ提案をしたいんですけれども、

せっかく姉妹都市を結んでいる那須塩原市と滑川

市なんです。滑川市の隣が富山市なんです。今、

新幹線が通ったんです。行きやすくなりました。

これから子ども図書館をつくる予定はないという、

現在はということだったんですけれども、ぜひ黒

磯駅周辺施設基本計画策定庁内検討会の特に図書

館の部分の皆様と教育委員会の生涯学習の図書館

を担当している皆様と、あとは子ども未来部の子

どもを育てるんだという皆様に、ぜひここの滑川

のでき立ての子ども図書館と富山市の駅前にある

子ども図書館を見学をしていただきたいというこ

とをお願いしたいと思うんですが、子ども図書館

のイメージをどのように思っていらっしゃるか、

お尋ねしたい。見たことがございますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 子ども図書館のニーズ、

実際に見たことがあるかということなんですが、

大変申しわけありませんが、私個人としては子ど

も図書館という名称の施設については、これまで

見たことが一度もございません。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 当然だと思うんです。

この近くには子ども図書館というふうに特化した

ものはありません。先ほどお隣のところの子ども

のお父さんと遊びにいけるというトコトコという

施設は、図書館の中にあるんですが、図書館は普

通の図書館です。子どもの図書館ではなく、ただ、

遊び場があるというところなんです。ですからこ

そ、子ども図書館を、それこそ子育て支援の目玉

みたいなことでやっていただけたらなというふう

に思っています。 

  図書館は、公共施設の中で群を抜いて利用され

ている施設なんです。しかも年齢にかかわらず、

利用者が今ふえています。情報の宝庫だと言われ

る図書館ですけれども、今は情報が物すごくあふ

れていて、何が必要か整理するためにやっぱりそ

こに人がいなければいけないという、そういう状

態になっています。インターネットが普及して電

子図書や雑誌が当たり前になって、紙の本はなく

なるのではないかと心配されたことがあったんで

すけれども、先ほど教育長がおっしゃったように、

ネットの世界と図書館という空間、紙の本は、目

的が違うんです。紙の本の存在感は、電子図書に

はないし、ネット上では得られない満足感を提供

することが図書館には求められています。 

  また、市の図書館は、一方で市民の居場所とし

ての役割もやはり担っています。本を公共財産と

して無料提供するという図書館の本来の理念をし

っかり維持していくことが大切だと思っています。 

  先日、このウエルカムガイド子育て編というの

をいただきました。那須塩原市の魅力をとてもう

まくまとめてあって感心したんですけれども、こ

れは子育て中のお母さんやお父さんに、英語教育

やホースガーデンもあるよと言って紹介している

んですが、残念なことに足りないものがあるんで

す。私は、そういうふうに感じるんです。何が足

りないかというのは、やっぱり子どもそのものに
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対しての施策が余りないんです、お母さんやお父

さんを支援をしていくということで。そういう意

味で、私は、子ども図書館と、先ほど藤村議員が

言った子どものための公園をここに加えてほしい

というふうに思います。子どもの本や子育ての本

がいっぱいの図書館があるよといったら、那須塩

原市の魅力が倍増します。都会にあるものと、都

会にはないもの、それがどちらも手に入るという

魅力は、知的な部分をさりげなく刺激して、これ

を宣伝することというのは、子育て中の若いお母

さんやお父さんにはとても魅力的だと思います。 

  隣の市にはトコトコがあって、市民が大勢出か

けています。でも、子ども図書館はないんです。

近隣の市にないものこそ、那須塩原市がつくる価

値があるんです。まねしたって、だめなんです。

先ほども話あったように、給食費は無料で、だか

ら隣に転居する人が多いよ。でも、もしかしたら

駅前に子ども図書館があるんだよ、子どものため

の遊具がいっぱいの公園があるんだよといったら、

戻ってくるかもしれないんです、ここに。それだ

って、やっぱり定住促進の一つの魅力なんです。

何も東京からだけ人を連れてくることではないと

思うんです。とてもそれはすてきなことだと思い

ます。 

  定住促進を進めていると、市長はスピード感を

持って物事を進めていくんだと、昨日非常に力強

いお言葉をここでおっしゃっていました。ぜひ駅

前図書館を、高校生を含めた子ども中心の図書館、

子育て支援センターや相談センターの機能を持っ

た、わくわくするような空間にしてほしいと思う

んです。ことしの秋あるいは冬には、駅前図書館

の基本設計ができます。時間に余裕はないんです。

ぜひ市長のトップダウンで、子どものための図書

館を実現してください。 

  以上願って、次の質問に移ります。 

  ２、那珂川河畔運動公園から鳥野目河川公園ま

での管理について。 

  毎年夏が近づくと、那珂川の河川敷でバーベキ

ューや花火、キャンプをする人が目につくように

なります。休日明けの早朝はごみの山で、散歩中

の人たちが拾ってくれることで、どうにかきれい

な状態を保っているのが現状です。 

  市は、定住促進を掲げて都会から転居を促して

いますが、河川敷や公園がごみだらけでは、都会

から移り住んで子育てをしようという気持ちには

ならないと思います。 

  ⑴河川敷でバーベキューや花火、テントを張っ

てキャンプをすることについての決まりはあるか、

全面禁止をしているのか伺います。 

  ⑵河川敷の管理は誰が行っているのか、管理の

責任はどこにあるのか伺います。 

  ⑶駐車場をふやす考えはあるか、また園内の道

路を進入禁止にして安全を確保することはできな

いか伺います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） それでは、那珂川河畔運

動公園から鳥野目河川公園までの管理について順

次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の河川敷でバーベキュー等をするこ

とについての決まりがあるのか、全面禁止をして

いるのか、また⑵の河川敷の管理者と責任の所在

はどこにあるのかにつきましては、関連がありま

すので一括してお答えいたします。 

  那珂川河畔運動公園から鳥野目河川公園までの

区間は、１級河川那珂川の河川敷にあり、観光や

な跡地を除いた箇所については、市が河川敷の占

用と栃木県との管理協定によりまして管理を行っ
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ておりますが、観光やな跡地は栃木県の管理であ

り、管理の責任も栃木県となっております。河川

法の適用を受ける那珂川の河川敷の使用に当たっ

ては、工作物の構築や土石の採取など、河川管理

者の許可が必要な行為を除きまして、基本的に誰

もがいつでも自由に使用できることになっており

ます。 

  ご質問のバーベキューやキャンプなどの行為は、

河川管理者の許可なしで自由に使用できる行為に

当たりますが、使用にかかわるルールは定めてお

らず、使用者のマナーに頼るところでございます。 

  栃木県では、河川の巡視を行う者を配置し、ご

み捨て等の不法行為の早期発見に努めております

ので、市といたしましては、利用マナーの啓発に

ついて検討してまいりたいと考えております。 

  続きまして、⑶の駐車場の増設と園内道路の進

入禁止についてお答えいたします。 

  現在、那珂川河畔運動公園の駐車場としまして、

市民プール前に144台、ラグビー場の上流側に約

200台分のスペースを確保してあります。また、

那珂川河畔公園の駐車場といたしまして、子ども

広場の北西側に84台分のスペースを確保してあり

ます。 

  現在、イベント時以外の通常の利用においては、

駐車場が不足しているとの認識は持っていないた

め、増設する計画はございません。 

  次に、園内の道路を進入禁止にして安全を確保

することはできないかとのご質問ですが、園内の

道路は公園管理道路であり、公園利用者の利便性

向上のために設けたものであることから、進入禁

止にすることは難しいものと考えております。安

全対策として、徐行のお願いや駐車禁止の看板等

により、適正な利用をお願いしていきたいと考え

ております。 

  以上であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議時間の延長 

○議長（中村芳隆議員） ここでお諮りいたします。 

  議会会議規則第９条では、会議の開催時間は午

後５時までと定められております。今後の日程の

都合上、本日の議事が全て終了するまで会議時間

を延長したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本日は議事が全て終了するまで会議時

間を延長いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 今のお答えだと、河

川敷を管理しているのは市だということだと、栃

木県だけれども、市がそこからの協定によって市

が管理をしているということだったと思うんです

けれども、何をやってもいいんだ、決まりは、や

っちゃいけないことは、バーベキューでも花火も

やってもいいんだということだったんですけれど

も、現実に、やはり休みの日の次の日とかはすご

い状態ですし、先日も昼間にバーベキューをやっ

たりして、ごみを持っていく人もいますけれども、

持っていかない人もいる。あるいは芝生の中でテ

ントを張っている人は結構おりますし、あそこの

中にバイクを入れたり車を入れたりしている方も

おります。昼間になると、さすがにいなくなるん

ですが、そういう状態をどうにもできない、マナ

ーの問題だということで片づけていることに対し

て、何か対策はないのでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） ただいまのご質問につき

ましては、最初の答弁のまた繰り返しになってし

まうかもしれませんが、基本的に河川敷での禁止

事項はない、現状としてはありません。花火、バ

ーベキュー後の後始末ですとか、ごみ捨て、河川

への車の乗り入れ、犬のふん等につきましては、

使用者のマナーに頼るものであることから、禁止

事項等の看板については、議員もご存じかと思い

ますが、最小限の設置となっておりますので、現

在のような状況になっているということをご理解

いただきたいというふうに思います。 

  ただし、ごみ捨てなどの不法行為が同一場所で

繰り返し行われ、大変見苦しいような状況という

ようなものが認められる場合には、先ほど申しま

した観光やなの跡地の部分については、現在、県

の大田原土木事務所が管理する河川敷の部分とい

うことになっておりますので、大田原土木事務所

などと協議の上、どうすればいいかというような

ことについては検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 先日見ておりますと、

観光やなのあった部分あたりでバーベキューをし

ている人が多いんです。それで、決まりはないか

らと言いながら、火を使ってはいけませんという

看板が立っているという、その矛盾を感じたりも

するんですけれども、その辺のところを少し、あ

そこはとても広い河川敷で、グラウンドがあった

りするところですので、何かここの部分ではやっ

てもいいよみたいな形で、決まりをつくるような

ことを考えたほうがきれいに皆さんが使えるので

はないかと思うんですが、その辺は何か考えると

ころはないんでしょうか。現状のままで仕方がな

いということで理解するしかないんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 基本的には、今もお話し

しましたように、もう本当に利用者、使用者のマ

ナーに頼る部分なんですけれども、実はこの場所

につきましては、市のほうで管理をしている部分

と、それから河川のほうが管理している、市が管

理していない部分ですね、その部分が実際わかり

づらいというような話もありますが、こういうふ

うになった経緯がございまして、この経緯を説明

させていただきますと、観光やな跡地から上流側、

鳥野目河川公園までの間の那珂川沿川につきまし

ては、平成11年４月に大田原土木事務所長と旧黒

磯市長名で締結しました那珂川鳥野目河川環境施

設の管理に関する協定書というものがございまし

て、これによりまして、栃木県が整備をいたしま

した施設がありまして、それらとそれから樹木等

の植生の維持管理などをこの協定書によりまして、

市が行っております。また、那珂川河畔運動公園

のラグビー場北側の駐車場、砂利のところがあり

ますが、ここから下流側は市が那珂川の河川占用

許可を受けまして、那珂川河畔運動公園として施

設を設置管理しているものであります。 

  そういったことから、その間の観光やなの跡地

だった部分の、延長でいいますと大体120ｍぐら

いあるのかなというふうに思われますが、この区

間につきましては市の管理から外れておりまして、

栃木県が河川としてそもそも管理しているんだと

いうことであります。 

  そういうことですので、河川の部分ではそうい

った禁止されるような事項は基本的にはないとい

うようなことに実際なっておるわけなんですが、

この管理協定から抜けている理由ですけれども、

実際協定当時、この部分には観光やながありまし

て、河川環境施設の整備が、その際に栃木県のほ
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うで整備を河川環境施設としての整備をなされて

いないということでありまして、そのことから市

との協定をする際に、この区間を協定から除いた

ということが、その除かれた状況であります。 

  実際、現在、観光やなはございませんので、市

においては上流側の河川環境施設の協定に基づく

維持管理を行う際に、この辺も草刈り等の維持管

理を実際やっているのが現状でありますので、当

該区間の管理につきましては、今後、大田原土木

事務所とどういったふうにするのがいいのかとい

うようなことも含めまして、協議をしていければ

というふうに考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 実際のところ、私も

含めて市民の方とかあるいは市外からあそこの公

園、ずっと楽しみに来る方たちは、どこが市が管

理しているとか、どこがその県がとか国がとかと

いうことは関係がないんです。あそこの晩翠橋か

らずっと歩いていったり、逆から歩いていく、あ

のやっぱり何か自然と水の中で親しんでいるとこ

ろが那須塩原市のいいところで、そこに何だかバ

ーベキューの後のごみがあったりとか、犬のふん

があったり、あるいは夜になるとバイクが入って

きたり、テントを張ったりというのを見ていると、

やはり何かどうにかしてほしいというふうに、そ

れは本当に素直な気持ちなんです。今聞いている

と、確かに何もできないのかもしれないんですけ

れども、でも、じゃ、それでいいのかということ

ではないと思います。 

  モラルとかマナーとかと言われてしまうとどう

しようもないんですけれども、私は、やっぱりこ

こまですばらしい、それこそ自然あふれた公園が

あるということは物すごい財産なので、ぜひ市民

の方たちもやっぱりひどい使い方をしている人も

いらっしゃいます。そういうことに関しては、や

はり他人事ではなくて、モラル教育を例えば学校

で少しするとか、何かのときに、よく花火大会の

後なんかにごみ拾いとかしていますよね。そうい

う市民の方との協働作業で、今も拾ってくださっ

ている方がいるので、そういうものをもう少し強

力に進めて、市民と人で何か、人が捨てた物を拾

うのも変なんですけれども、モラルはどうしよう

もないのでそれをやっていく、そういう協働作業

を何か進めていくことによって、やっぱり美しい

那須塩原を守っていくというのか、それを維持し

ていくというか、それというのはすごく大切なこ

とだと思うんです。なかなか何をやっちゃいけな

いとか、看板を立てるということは嫌です、私も。

看板なんかは嫌です。なので、１つだけ言いたい

のは、あそこに物すごい数の看板があるんです。

それもなぜか新しいのに曲がって立っていたりす

るんです。それから、黒磯市のものもあります。

ですから、まず一度看板の整理をしていただいて、

何か大きく１つ書くものは書いていただいて、あ

とは約200台の駐車場ということをおっしゃいま

したが、そこのところがよく駐車場だということ

がわからないんです。ですので、その部分はやっ

ぱり駐車場だということをわかるようにきちっと

していただくと、あそこの部分、駐車が何台か足

すと幾つか、400台ぐらいになるんですね。そう

いうものもやっぱり整備をしていただいて、でき

ることをやっていただきたいというふうに思いま

す。 

  その辺は、もちろん考えてはいるんですよね、

いろいろなことを。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） 駐車場等についてですけ

れども、この周辺につきましては、議員もご指摘

のとおり多くの人が出入りしておりますが、一部
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の心ない利用者によりまして、ごみ捨て等が行わ

れているのは、市のほうとしても承知しておりま

す。 

  しかし、日常的な管理や散歩などの利用者によ

るごみ拾いが割と比較的常に行われているという

ことから、全体的には比較的きれいに管理されて

いるのかなというふうには我々は思っております

が、月曜日の朝とか、そういった休みの日の次の

日の朝早くなんかには、議員も目にされているん

だと思いますが、そういった花火の跡ですとか、

バーベキューの跡、そういったごみ等が散乱して

いることが時々あります。 

  そういったものを我々のほうで管理している中

で、そういったものを目にすればいち早く片づけ

たり、それからあるいは市のほうで片づけ切れな

いようなものについては、土木事務所のほうへ連

絡したりというようなことはしておりますし、こ

れからもそういったものについては、市と土木事

務所と連携しながらうまくやっていきたいと思っ

ておりまして、先ほど冒頭で言われましたように、

どちらが管理するかというのは、余り市民や利用

者の方にはそういったものは余り関係ないと思い

ますので、どの場所であれ、そういったごみ捨て

等がされていてすごく目ざわり、不愉快な思いを

するようなことがあれば、これはもうすぐに市の

ほうに連絡をしていただければ、市のほうでいろ

いろな土木事務所へ連絡するなども含めまして、

市のほうで早急な対応をするように心がけたいと

いうふうに考えております。 

  また、駐車場につきましては、もともと那珂川

河畔運動公園を整備する際に、上流広場という形

で整備をしたものでありまして、もともとは駐車

場の形態をとっていなかったものなんです。それ

をひかり祭り等で利用するに当たりまして、臨時

の駐車場にするということで、だんだんに車をと

めるために砂利を入れたり、そういった整備をし

てきたところ、もう本当に駐車場のような形にな

っている状況ということでありまして、誰が見て

も駐車場のような形にしかなっていないのかなと

いうようなことがありますので、そういった看板

等の設置につきましては、状況を見て、それにつ

いては検討したいというふうに考えておりまして、

そうすれば常時とめられる場所も相当確保できる

ことになりますので、その辺の駐車場不足という

のは基本的にはふだんは余りないのかなというふ

うに思われますので、そういった検討も考えてみ

たいというふうに考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 山本はるひ議員に申し上

げます。 

  質問がまだ大変残っている割には残時間が少な

くなってきておりますので、留意して質問をお願

いしたいと思っております。 

  20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 駐車場については、

数についてはわかりました。ラグビー場の上のと

ころにあるところは駐車場だというふうにわかる

ようにしていただければ、足りないことはないと

思うんです。 

  先ほど公園管理道路という言葉があったんです

が、それはどういうものなんですか。その説明を

していただくとありがたいです。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（君島 勝） これはあくまでも道路法

上の道路ではない。要するに施設内の道路であり

まして、誰もが自由に利用できる道路であります

が、道路法のそういった網のかかっていない道路

でありますので、管理者が管理用に使ったり、利

用者が公園を利用する際に使いやすいように使う、

通行だけですけれども、駐車等をしていいという
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ふうにはしておりませんが、一応通り抜けをした

りしたほうが便利に使えるということで、便宜上

通している施設内の道路であるということであり

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 進入禁止にはできな

いということだったんですけれども、あそこは駐

車場がいっぱい余っているのに、あそこの中にと

めてやっぱり危ないような気がするんです。です

から、私としては、大きなイベントで何か物を運

んだりするときはもちろん必要なんですが、そう

じゃない日常の平日の昼間ぐらいは何かくいでも

立てて入れないようにしたほうが、公園としての

使い勝手はいいかなというふうに、お子さんが多

いですしというふうに思いまして、このような質

問をいたしました。ぜひ貴重な自然あふれる公園

ですので、これからも管理をきちんとしていただ

いて、どなたも気持ちよく使えるようにしていた

だきたいと思います。 

  これで２番目の質問は終わります。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時０６分 

 

再開 午後 ５時１６分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでは、３の質問

にいきます。青木サッカー場の整備について。 

  青木サッカー場は、土日など休日には市内外か

ら多くの子どもたちが集まって試合をしています。

ところが、天然芝のコートは、芝の生育が悪く、

ほとんど使われていないのが現状です。 

  ⑴青木サッカー場の使用開始から今までの使用

状況と公式試合の数、今後の見通しを伺います。 

  ⑵今後、天然芝のコートの整備をどのようにし

ていくのか伺います。 

  ⑶サッカー場には観覧席がなく、荷物を置く場

所もありません。その必要性と整備予定について

伺います。 

  ⑷入り口に事務所を整備することになっていま

すが、その進捗状況を伺います。 

  ⑸サッカー場全体の完成時期と、今までにかか

った費用についての詳細を伺います。 

  ⑹馬場事業が７月１日にオープンします。馬場

とサッカー場が隣り合わせになっていることから、

今後配慮すべきことについて伺います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員の

質問に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） それでは、３の青木サッ

カー場整備についてお答えいたします。 

  初めに、⑴の青木サッカー場の使用開始から今

までの使用状況と公式試合の数、今後の見通しに

ついてお答えいたします。 

  使用状況と公式試合の数ということでございま

すが、試合数については把握ができないというよ

うな状況でございます。また、使用状況といたし

ましては、平成26年度の３つのグラウンドの総利

用日数ですが486日、人工芝のグラウンドＡが131

日、天然芝グラウンドＢが32日、人工芝グラウン

ドＣが323日となっており、なお体育館の利用に

つきましては336日でございました。 

  また、使用開始からの利用人数につきましては、

サッカー場では、平成23年度から供用開始しまし

た天然芝Ｂグラウンドの利用人数は１万9,523人、
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人工芝Ｃグラウンドですが８万2,174人、平成26

年度から供用開始をしました人工芝Ａグラウンド

につきましては１万4,187人となっております。

また、平成21年度から供用開始しております体育

館の利用人数は３万8,311人で、主にバレーボー

ルやフットサルに利用されております。 

  今後の見通しといたしましては、管理棟が整備

されること、また平成28年度にＤグラウンドが整

備されることから、大会等の開催や利用者数も増

加するものと考えております。 

  続きまして、⑵の今後、天然芝のコートの整備

をどのようにしていくのかについてお答えいたし

ます。 

  天然芝のグラウンドにつきましては、平成21年

度に整備を行い、養生期間を経て平成23年度から

供用開始となっております。芝の生育不良また除

染作業などから一部利用制限を行っておりますが、

現在、エアレーションや肥料の散布を行いまして、

６月末までを養生期間といたしまして、芝の回復

に努めているところでございます。 

  今後も専門的な意見を取り入れながら、良好な

状態に戻していきたいというふうに考えておりま

す。 

  続きまして、⑶のサッカー場の観覧席等の必要

性と整備予定についてお答えいたします。 

  現在、観覧席や荷物置き場につきましては、グ

ラウンド近辺にテントを設置するなど各利用者で

対応いただいております。また、今年度新築をす

る管理棟にロッカールームなどが整備されること

から、荷物置き場としての利用も可能と考えてお

ります。 

  観覧席につきましては、現在、整備ということ

については計画はございません。しかし、全国大

会など大規模な大会が開催されるに当たっては、

必要に応じて仮設等で対応していきたいというふ

うに考えております。 

  続きまして、⑷の事務所整備の進捗状況につい

てお答えいたします。 

  管理棟につきましては、平成26年度に設計を完

了し、ことしの７月には工事着工となる見込みで

おります。今年度中の竣工をする予定で進めてい

るところです。 

  続きまして、⑸のサッカー場全体の完成時期と

今までにかかった費用についてお答えいたします。 

  サッカー場全体の完成時期につきましては、Ｄ

グラウンドを平成28年度に整備することで完了と

なる予定でおります。また、費用につきましては、

グラウンド、駐車場、周辺整備等の工事費が合わ

せまして５億9,622万4,100円、設計等の委託費が

2,018万580円、修繕費が124万1,100円となります。

平成26年度までの整備費用合計は６億1,764万

5,780円となっております。 

  最後に、⑹の馬場とサッカー場が隣接している

ということによる配慮すべきことについてお答え

いたします。 

  那須塩原市のホースガーデンにつきましては、

７月１日のオープンに向けて準備を進めていると

ころですが、サッカー場と隣接していることから、

幼児等のふいの侵入防止や万が一馬が脱走してし

まうということに備えまして、フェンスを設置す

る予定でおります。また、サッカー場との区分を

明確にすること、また馬も精神的な安定を図るた

めに目隠しとしての植栽を行うなど、安全対策へ

の配慮が必要であるということで考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 最初に、利用の使用

状況についてお答えいただいたんですけれども、

やはり天然芝のグラウンドが32日間だということ

で物すごく少ないということなんですが、やはり
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これはことしは６月末まで養生期間ということだ

ったんですが、毎年このような感じで天然芝につ

いては使うのが少なくなっているという、そうい

う把握でよろしいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 平成26年度につきまして

は32日と大変少ないわけですが、芝の管理・育成

ということで、例年６月から10月までを使用期間

ということで、それ以外は養生期間としておりま

すので、約半年程度の利用ということですから、

結果的にはどうしても少なくなってしまうという

のが現状でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それだけの期間にし

てもやはり32日というのは、人工芝のグラウンド

より少ないなというふうに思うんですが、これは

これで教育サイドとしては、そういうものだとい

うふうに思っていらっしゃるということ、普通は

天然芝とはこういうものなんでしょうか。私、サ

ッカーをしないのでわからないんです。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 天然芝のグラウンドにつ

きましては、やはりどうしてもスパイク等で試合

なり練習をすると傷みが出てしまう。そのまま使

用し続けると、回復ができないというような状況

になってしまいますので、一般的に天然芝のグラ

ウンドにつきましては、野球も含めてやはり養生

期間を相当とっているというのが現状です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） それでも１年間使え

る人工芝のＣのコートが300日以上で、天然芝が

半年以下だとしても32日ということからすると、

非常に使っている期間がやはり少ないなというふ

うに思うんですが、これをずっと天然芝で続けて

いる何か理由があるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 天然芝を利用していると

いうことにつきましては、競技者の意向としては、

やはり天然芝で試合がしたいというのがまず１つ

ございます。それと一般的に大きな大会につきま

しては、決勝は天然芝で開催とか、そういうよう

な条件が付されるような大会もございますので、

青木のサッカー場については人工芝もございます

が、やはりそういった全体での機能ということで、

天然芝というものをやはり維持していきたいとい

うような考えは持っております。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

先ほど観覧席は整備予定がないということだった

んですが、全国大会など大規模なときには仮設で

対応するということで、今までに、じゃ、全国大

会で全国規模なものというのはどのくらい行われ

たんですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 全国規模ということで、

これまでにオープン以来使われている大会の中で

は、昨年８月に国民体育大会の関東ブロック大会

というのがございました。その際の利用者につき

ましては270名ということで整理しておりますが、

このときには人工芝、天然芝両方を利用して大会

を行ったというのがございます。そのほか、関東

の女子サッカー選手権大会、それと関東少年サッ

カー大会とか、やはり400名、500名の参加があっ

た大会がありますが、そちらにつきましてもやは

り人工芝、天然芝両方を使用しての大会というこ

とになっております。 
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○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） サッカー場のグラウ

ンドの使い方はいろいろで、大会だけではなくて、

小さな大会とかあるいは練習でも使っていると思

うんですが、今のお答えですと、大きな大会とい

うのは圧倒的に数的には少ないという、つまり32

日しか使っていないということは、これが全部全

国大会だと思ってみたとしてもとても少ないとい

う、そういう利用状況だという把握でよろしいで

すか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 養生期間を除いた使用で

きる期間については、各利用者が申請書をもとに

申し込むわけですが、天然芝でもあいている日に

つきましては、ふだんの練習であっても基本的に

は利用できるというような状況です。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） そういたしますと、

天然芝がもしなくなったとして、使えないという

ことになったとして、困ることは大きな大会が開

けないということ以外に何かございますでしょう

か。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 全国大会ということに限

らず、最初の再質問のときにお答えしましたよう

に、やはり利用者の意向といいますか、やはり人

工芝ではなく天然芝で試合がしたいというような

希望も相当ございますので、そういった利用者の

ニーズなんかも考えると、やはり残していく方向

がいいのかなというふうには考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 私の見方が悪いのか

もしれないですが、あそこが青々としてすばらし

いグラウンドだったというようなイメージが余り

ないんです、夏場であっても。今までそういうふ

うに天然芝でいいなというような、すばらしいコ

ート状況というのはこれからも、今までもこれか

らもあり得るということでよろしいですか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 最初に答弁したとおり、

現在、除染の関係で相当削られたというか、そう

いうような状況もありまして、砂を大分入れてお

ります。そういった中で、なかなか養生期間が延

びている。芝の生育がおくれているというのは現

在の状況ですが、現在管理をしている中で、いろ

いろな芝の種の種類を試験的に栽培をしておりま

して、青木の天然芝サッカー場に合うような芝を

定植しながら状況を見ておりますので、現在の生

育はもちろんそれなりに進むとは思いますが、よ

り維持できで緑いっぱいのグラウンドにできれば

ということで考えています。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） 芝の専門家ではない

のであれなんですが、では、放射能があったから

あそこの芝がうまく育っていないので、今はそう

やって何かいい種があるんじゃないかというふう

にやっているということなんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 特に今の状況をお答えし

たような形になってしまいましたが、除染関係に

限らず、これまでもやはり生育不良というのは現

実にございました。そういったものを改善するた

めに、いろいろな方策をとっているということで

ございますので、除染だけに限ったものではない

ということでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 
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○２０番（山本はるひ議員） それでは、天然芝と

人工芝についてなんですが、天然芝を今のように

毎年養生して、ちょっとの期間しか使えないとい

うふうなものと、人工芝にすることの費用的なも

のは、どちらがどのようになるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） 天然芝と人工芝の管理の

面で考えますと、人件費については積算がなかな

か難しいんですが、維持をするために必要なもの

ということで肥料の散布であったり、芝の草刈り

というんですか、そういったものを見てみますと、

天然芝ですと約年間70万円ぐらい維持経費がかか

るだろうと見込んでおります。人工芝につきまし

ては、ほとんどごみが入ったものをほうきで掃く

程度で済んでおりますので、人件費等を見ないと

いうことになれば、ほとんど経費はかかっていな

いというような状況かと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 20番、山本はるひ議員。 

○２０番（山本はるひ議員） わかりました。 

  ほかのことにつきましては、荷物を置く場は事

務所ができてということで、少しはよくなるので

あると思いますし、観覧席についてもそれはそれ

で、そんなにたくさん全国大会を開いていないの

であれば、それでもいいのかなというふうに思い

ます。 

  ですけれども、青木のサッカー場については、

管理棟ができて、そしてＤのグラウンドが多目的

なものができて、ホースガーデンができて、多分

それで完成というふうになったときに、利用者も

多分ふえていくというふうに思うんです。そうい

う中で、天然芝がないと大会が開けないというの

もよくわかるんですけれども、でも、実際に使わ

れていることがやはり少なくて、今後も、じゃ、

十分に使えていくかということを考えると、最初

のころ何があったかはともかくとして、放射能の

こともありますし、大変これからもっともっとよ

い天然芝のグラウンドになるということは、ちょ

っと私には見込めない感じがいたします。 

  どうしたらいいのかということはいろいろある

んですけれども、コートを使う立場になりますと、

天然芝のほうが草がつかなくていいよという意見

もあったりしまして、子どもの親は。私としては、

よくその辺、費用対効果とか使われ方を考えてい

ただいて、人工芝のコートに張りかえるというよ

うなことも考えていただきたいというふうに思い

ます。結果、そうならないにしても、やはり28年

度フルオープンになったときに、あそこの天然芝

の部分がいつも何か使えないというのでは、ちょ

っと寂しいのかなというふうに感じます。 

  繰り返しになりますが、市長は、昨日の会派代

表質問で、これからもスピード感を持って変革を

というようなことをおっしゃっていました。持続

可能なまちづくりに評価をもらっているんだと、

今後も住んでよかったというまちづくりを推進し

ていくというふうにお答えになっています。サッ

カー場だけではなくて、先ほどの子ども図書館に

ついてもなんですが、滑川の市長は、アメリカを

見にいって即決即断をしたとおっしゃいました。

ぜひそのようなことで即決即断をして、スピード

感を持ってよいまちづくりをしていっていただき

たいと思います。 

  これで質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、20番、山本はる

ひ議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 
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○議長（中村芳隆議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時２４分 




